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はじめに 

 

本市では、「男女共同参画社会基本法」及び「四日市市男女共同参画推進条例」に

基づき、平成２７(2015)年３月に、平成２７(2015)年度から令和２(2020)年度までの６年間

を計画期間とする「男女共同参画プランよっかいち２０１５～２０２０」（以下「プラン」とい

う。）を策定し、男女共同参画社会の実現に向け、市民との協働により進めてきました。 

 

国においては、平成２７(2015)年８月に「女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律」（以下「女性活躍推進法」という。）が成立し、同年１２月には、「第４次男女共同

参画基本計画」が閣議決定されました。また、三重県においても平成２９(2017)年３月に

「第２次三重県男女共同参画基本計画」を改訂し、新たに女性活躍推進法に基づく推

進計画として位置づけられました。 

 

本市では、こうした状況を踏まえ、平成３０（2018）年１２月に、プランを「女性活躍推進

法に基づく市町村基本計画」として位置づけるとともに、平成２９(2017)年度に実施した

男女共同参画に関する市民意識調査の結果を反映させるため、プランの見直しを行い

ました。 

 

 今回は、見直しを行った「≪男女共同参画プランよっかいち２０１５～２０２０≫後期 平

成３０(2018)年度～令和２(2020)年度」の２年目である令和元年度の事業の実施状況に

ついて評価を行ったものです。評価の仕方については、まずそれぞれの事業担当所属

で事業実施状況についての自己評価を行い、次年度に向けての方向を示します。そ

の結果と数値目標の進捗状況を併せたものを基に、男女共同参画審議会において重

点課題ごとの評価、及び総括評価をいただいたものです。 

 

 今後も男女共同参画社会づくりに向けた取り組みを着実に進めていくために、今回の 

評価を真摯に受け止め、男女共同参画の視点を常に持ちながら、条例の理念に基づき、 

市民や事業者の皆様との協働により施策を推進していきます。 

 

なお、この報告書は、条例第１９条に基づき公表する年次報告書になります。 
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     ≪男女共同参画プランよっかいち 2015～2020≫ 
      後期 平成 30(2018)年度～令和 2(2020)年度の体系図 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (※)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく市町村基本計画に位置づける項目 
 

 

3)ワーク・ライフ・バランスの促進(※) 

1)市民意識の広がり 

2)次代を担う子どもへの学校等における教育 

1)女性の政策・方針決定過程への参画(※) 

5)国際化に対応した男女共同参画 

2)生涯を通じた心と体の健康づくり 

2)男性の家事・育児・介護等への参画(※) 

4)地域社会での男女共同参画の推進 

3)被害者等の保護充実と加害者対策 

1)ＤＶを許さない意識づくり 

4)被害者等の生活安定と自立支援 

1)自立のための支援 

2)安心して相談できる体制づくり 

1 男女共同参画社会実現 

のための意識づくり 

4 個人が尊重され、 

健康で安心して 

生活できる社会づくり 

四
日
市
市
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
に
お
け
る
基
本
理
念 

基本理念 基本目標 重点課題 

2 社会のあらゆる場 

における男女共同参画 

と女性活躍の推進(※) 

3 配偶者等からの暴力を

許さない社会づくり(四日

市市配偶者等からの暴力

(ＤＶ)防止基本計画) 
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１．事業の進捗状況と実施評価（自己評価） 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会実現のための意識づくり 

 １、目標指標と評価 

●重点課題１ 「市民意識の広がり」 

目標指標 「さんかくカレッジ講座参加者のうち、男女共同参画を理解した人の割合」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔令和元年度の評価〕 

 

 

 

 

 

 

 
 

●重点課題２ 「次代を担う子どもへの学校等における教育」 

目標指標 「男女平等教育の出前講座開催数」 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

〔令和元年度の評価〕 

 

 

 

 

 

平成 25(2013)年度≪基準値≫ ６７％ 

平成 27(2015)年度≪実績値≫ ７５％ 

平成 28(2016)年度≪実績値≫ ７２％ 

平成 29(2017)年度≪実績値≫ ６６％ 

平成 30(2018)年度≪実績値≫ ５４％ 

令和元(2019)年度≪実績値≫ ８６％ 

令和２(2020)年度≪目標値≫ ８０％ 

平成 25(2013)年度≪基準値≫ ６６回 

平成 27(2015)年度≪実績値≫ ７５回 

平成 28(2016)年度≪実績値≫ ７１回 

平成 29(2017)年度≪実績値≫ ６４回 

平成 30(2018)年度≪実績値≫ ６６回 

令和元(2019)年度≪実績値≫ ７４回 

令和２(2020)年度≪目標値≫ ９０回 

指標の設定について： 

啓発により市民意識を高めるために、さ

んかくカレッジ等の講座を開催しており、

さんかくカレッジ参加者アンケートから男

女共同参画を理解した人の割合を指標とし

た。目標については、講座に参加した人の

うち、理解した人が基準値では 67%である

ため、理解した人を増やしていくこととし

80%と設定した。 

（参考値）H26(2014)年度：69% 

令和元年度のさんかくカレッジの実績は、市民グループからの提案５企画 16 講座を含む７

企画 18 講座に延べ 269 名の参加があった。また、アンケート回収数 94 件（女性のためのプ

チ起業入門講座・トーキングテラス含む）の内、男女共同参画について理解できたと回答が

あった件数は 81 件で、割合は 86％であった。講座別では、女性のためのプチ起業入門講座

が 100％となっており、続いて、トーキングテラスが 93％となった。前年度に比べ、理解し

た人の割合は大幅に増加したものの、参加者数が３割近く減少したことから、引き続き理解

しやすい講座の企画を行うとともに、講座の開催時期や時間を変更するなど参加人数が増え

るような取り組みが必要である。 

(注) 理解した人／アンケート数 

指標の設定について： 

男女平等について学ぶ有効な一つの手段

として、男女共同参画課が学校等へ行って

いる男女平等教育の出前講座の開催数を指

標とした。目標については、市内のすべて

の幼稚園、保育園、小学校の 2/3 程度、中

学校については 1/2 程度、それ以外（私立、

高校、大学）については 1/3 程度で講座を

開催することとして、90 回を設定した。 

（参考値）H26(2014)年度：56 回 

令和元年度の男女平等（デートＤＶ予防）教育出前講座の開催実績は、幼稚園・保育園・こども

園が 23 カ所 28 回、小学校が 13 か所 37 回、中学校が３カ所３回、高校が４カ所４回、教員・保

護者等が２カ所２回、合計 45 カ所 74 回であった。平成 30 年度に比べ、幼稚園・保育園・こど

も園が約６割増加したが、より多くの出前講座が実施されるよう、積極的に働きかけを行う必要

がある。 
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２、令和元年度の主な取り組み状況 

●重点課題１ 「市民意識の広がり」  

  施策の方向Ⅰ「人権の尊重と男女共同参画意識の啓発と学習」 

 ①令和元年度のさんかくカレッジでは、人生 100 年時代や自己尊重、子どものころからの家事な

どのさまざまな分野の講座を開催し、男女共同参画についての理解を深めた。また、若年層

における男女共同参画に関する意識調査を行い、高校生に男女共同参画に対して考えるき

っかけを与えるとともに、意識の把握を行うことができた。〔コード：１、２〕 

 ②地区市民センターにおいて、男女共同参画のきっかけとなるよう、男性向けの料理教室や、男

女共同参画の視点からの防災とまちづくり講座等を開催した。〔コード：２〕 

  ③こども家庭課と共同で、ふれあいモールにて相談窓口案内入りのポケットティッシュを 800 個

配布し、街頭啓発を実施した。〔コード：４〕 

●重点課題２ 「次代を担う子どもへの学校等における教育」 

  施策の方向Ⅰ「男女共同参画の視点に立った保育と学校教育を推進」 

 ④教材を活用しながら、男女共同参画の実現に向けた教育を、学年に応じた形で実施できた。

〔コード：１〕 

 ⑤ジェンダーにとらわれず進んで自分の意見を主張したり、相手の意見も受け入れていく力を育

成し、個性を大切にした保育・教育の充実を図ることができた。〔コード：２〕 

      施策の方向Ⅱ「若年層へのＤＶ予防・人権教育」 

 ⑥市内の保育・幼稚園、小・中学校、高校等で、ジェンダーやデート DV 予防の出前講座を 45 カ

所で実施し 4,239 人が受講した。（前年度は 39 カ所、3,624 人）〔コード：３、４〕 

 ⑦多くの保育園、幼稚園、学童保育所から出前講座の依頼を受け、相手を思いやる大切さ、命

の大切さなどの人権啓発を行うことができた。〔コード：４〕 

 ⑧学校、園、地域及び子育て支援センターに出向き、ネット啓発出前講座を行い、インターネット

の怖さなどをあらゆる世代の人に啓発することができた。〔コード：７〕 

 

３、事業実施自己評価 

※別表「男女共同参画プランよっかいち 2015～2020 後期事業評価表（基本目標Ⅰ）」のとおり 



事業実績 評価 評価の説明

1
男女共同参画の理念や
ジェンダー、ＤＶについての
正しい理解の促進

◇講演会、映画祭、シンポジウム等の開催
◇市民グループ（団体）との協働による講座の
開催
◇情報紙はもりあの発行

・さんかくカレッジ（市民企画含む）7企画18講座
実施（参加人数　延べ269人）
・市内で活躍する女性と市長とのパネルディス
カッション「トーキングテラス～子育てママ編～」
（参加人数　19人）
・映画上映　１回（参加人数　210人）
・ＤＶ防止講演会　１回（参加人数　22人）
・高校生意識調査
　　インタビュー人数　1,584人
・情報紙はもりあ　12回発行（送付先　約400件）

Ａ

・さんかくカレッジでは、人生100年時代や自己尊
重、子どものころからの家事などのさまざまな分野
で講座を開催し、男女共同参画についての理解を
深めた。平成30年度に比べ、7講座少なく、参加人
数も100人減少した。これは、令和元年度の市企画
の講座を高校生意識調査に変更したことが主因で
ある。
・市民及び関係職員向けの講演会「家族の健康的
なコミュニケーションのコツ ～ＤＶ及び児童虐待の
予防のために～」を実施。
・令和元年度に初めて、高校に出向き、高校生に
男女共同参画に関する質問を行うことで、考える
きっかけを与えるとともに、意識を把握することがで
きた。

・講座内容や開催時期・時間を変更するなど参加
人数が増えるよう取り組みを進める。
・新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえなが
ら、講座や講演会等の開催の可否を判断していく。
・情報紙はもりあの発行を年３回以上（Ａ３カラー両
面）とする。

男女共同参画課

◇さんかくカレッジの実施
◇出前講座の実施

・さんかくカレッジ（市民企画含む）7企画18講座
実施（参加人数　延べ269人）

Ａ
・令和元年度のさんかくカレッジは、市企画の講座
を減らし、高校生意識調査を行ったことから、講座
数、参加者数、ともに減少した。

・男女共同参画社会の実現には、女性のエンパワ
メントとともに、男性の理解を進めることが必要であ
るが、世代や性別によって、男女共同参画の理解
しづらさは異なるため、様々な対象を設定した講座
を企画していく。

男女共同参画課

◇地区市民センターで、地域の実情に応じて、
男女共同参画を推進するための講座（男性の料
理教室等）を開催

・地区市民センター講座
　・男女共同料理教室
　　3センター　3回　41人
　・男性向け料理教室
　　8センター　20回　250人
　・男女共同参画セミナー
　　1センター　2回　67人
　・男女共同防災講座
　　2センター　3回　61人

A

・地区市民センターにおいて、男女共同参画のきっ
かけとなるよう、男性向けの料理教室を開催した。
また、料理教室以外では、男女共同の視点からの
防災とまちづくり講座等も開催した。

・引き続き地区市民センターにおいて男女共同参
画を推進するための講座の充実に努める。

地区市民センター
（市民生活課）

・四日市市防災・減災女性セミナーの実施
（12回講座のうち8回受講が修了条件）
13名受講し9名が修了

Ａ

・新型コロナウィルスの影響で最終の講座を開催
することができなかったが、地域の防災・減災活動
に男女共同参画の視点の必要性を学ぶきっかけ
になるような講座を行うことができた。

・新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえなが
ら、講座の開催の可否を判断していく。

危機管理室

・避難所内案内プレートの作成 Ａ

・大規模災害時に指定避難所を開設するにあた
り、多様な人が理解しやすく、介護室や女性更衣
室など要配慮者に配慮したやさしい日本語やピクト
グラムを使用した案内プレートを作成し、さらに英
語、ポルトガル語などの６か国語を記載したものも
作成し、非常時に指定避難所運営や平時の防災
訓練で使用する。

・男女共同参画の視点を取り入れたこの避難所内
案プレートを防災訓練に使用することで、市民への
啓発を訓練を通じて実施していく。

危機管理室

・四日市市防災・減災女性セミナーの実施（危機
管理室と共催）

Ａ

・地域におけるまちづくりに、男女共同参画の視点
が必要であることから、防災の視点を切り口に、危
機管理室と共同で、防災・減災女性セミナーを開催
した。

・地域におけるまちづくりに、男女共同参画の視点
が必要であることから、今後もセミナーを通じて地
域で活躍する女性リーダーを育てていく。

男女共同参画課

◇女性の人権（DV・デートDVを含む）及び性の
多様性に関する家庭教育講座等保護者向け講
座の実施

・ＤＶに特化した学習会の依頼はなかったが、
PTA保護者学習会等の中で、男女共同参画の
視点をもった内容をとり入れて話をした。

Ａ

・ＤＶに特化した依頼はなく、詳しく話をすることはで
きなかったが、PTA保護者学習会等の中で、命の
大切さについて考える内容をとり入れて話をするこ
とができた。

・PTA等の保護者からの依頼がある場合、ＤVが子
どもに与える影響について考える機会をもつ。ま
た、その他の人権にかかわる学習会でも、子ども
が安心して過ごすことのできる環境づくりの視点を
話題にしたい。

人権・同和教育課

基本目標Ⅰ　　男女共同参画社会実現のための意識づくり
重点課題１　　　　市民意識の広がり

コード 実施事業推進施策

2

次年度に向けての方向

◇地域防災活動への女性の視点反映にかかる
啓発

令和元年度

男女共同参画及び人権意
識を育てる講座の充実

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし
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事業実績 評価 評価の説明

基本目標Ⅰ　　男女共同参画社会実現のための意識づくり
重点課題１　　　　市民意識の広がり

コード 実施事業推進施策 次年度に向けての方向

令和元年度

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

・はもりあフェスタにおいて、市民団体とともに、
ワークショップ「多様な性を認め合う社会を目ざ
して」を開催した。（参加人数　20人）

Ａ

・NPO法人LGBTの家族と友人をつなぐ会の理事を
講師に迎え、当事者の親の立場からカミングアウト
されたお子さんの話を通して、LGBTについての学
習を深めることができた。

・今後もあらゆる機会、媒体を活用して啓発を行っ
ていく。

男女共同参画課

・「人権大学あすてっぷ」において、性の多様性
について、身近な問題として捉えてもらうための
講座を実施した。

Ａ
・性に対する違和感を抱えてきた当事者の話や性
の多様性について理解を深める講演を実施した。

・今後もあらゆる機会、媒体を活用して性の多様性
に関する啓発を行っていく。

人権センター

◇男女共同参画に関する蔵書の充実
・男女共同参画に関する図書の購入
（購入69冊、貸出　532冊）

Ａ

・絵本も含め、男女共同参画に関する図書を購入
し、貸し出しを行った。購入数は昨年を下回ったも
のの、貸出冊数は昨年を上回った。図書での情報
提供も男女共同参画意識を育てる有効な手段の
一つであることから、継続して図書を充実させてい
く。

・さらなる貸出数の増加に向け、情報紙やホーム
ページ等で新刊などを適時紹介していく。

男女共同参画課

◇男女共同参画に関する蔵書の充実と展示の
実施

・男女共同参画に関連した図書の収集 Ａ

・幅広く男女共同参画に関する図書の収集を行うこ
とができた。また、人権を考える月間にあわせ、他
の人権に関するテーマとともに男女共同参画に関
する図書の展示も行った。

・引き続き男女共同参画に関連した図書の収集に
努めるとともに、男女共同参画週間や女性に対す
る暴力をなくす運動期間に合わせて、図書の特集
コーナーを設置する。

図書館

◇男女共同参画に関する蔵書、ビデオ等啓発
資料の充実

・図書　55冊購入 Ａ
・男女共同参画に関する図書をはじめ、様々な人
権に関する図書を購入した。

・引き続き図書の購入を行い、人権啓発に努める。 人権センター

◇男女共同参画に関する蔵書の充実、ポスター
等の掲示

・男女共同参画社会実現に関する蔵書の充実
に努めた。ポスターの掲示、チラシの配架等に
ついて専用コーナーを入口付近に設けた。

Ａ
・蔵書の充実および、わかりやすく手に取りやすい
チラシ等の配架に努め、男女共同参画社会実現の
ための意識づくりを推進することができた。

・引き続き男女共同参画社会実現に関する蔵書の
充実に努めるとともに、あさけプラザ全体の情報提
供の推進に努める。

あさけプラザ

◇四日市市の学習情報検索サイト「まなぼうや」
で、男女共同参画に関するサークル・団体の活
動紹介

・インターネットによる学習情報検索において、
「女性・男女共同参画」のジャンルを設定してい
る。

Ａ
・四日市市の学習情報検索の中のジャンルとして
「女性・男女共同参画」を設定し、情報を求める市
民の利用に供した。

・今後も、男女共同参画に関するサークル・団体の
活動紹介を継続していく

文化振興課

◇市広報、ホームページ、情報紙はもりあ等で
の広報
◇パンフレット、相談窓口案内カードの配布
◇街頭啓発の実施
◇はもりあホームページの充実

・情報紙はもりあ　１２回発行（送付先　約400
件）
・ホームページによる情報提供
　（アクセス数　43,363件）
・DV予防啓発パンフレットの配布（出前講座実
施校等５カ所ほか）
・ふれあいモールにて相談窓口案内入りのポ
ケットティッシュを配布　800個

Ａ

・情報紙はもりあを年４回全戸回覧した。また、広
報よっかいちやちゃんねるよっかいちなどを活用
し、男女共同参画センターや相談窓口の周知を図
ることができた。
・相談窓口案内を広報よっかいち下旬号や情報紙
はもりあ、ホームページに掲載するほか、こども家
庭課と共同でふれあいモールにて相談窓口案内入
りのポケットティッシュを配布し、街頭啓発を実施し
た。

・情報紙はもりあの発行を年３回以上（Ａ３カラー両
面）とする。
・今後も市広報、ホームページ、情報紙のほか、街
頭での相談窓口の周知を行っていく。

男女共同参画課

◇市広報やホームページ等での周知
・市広報、パンフレット、ホームページ等で周知
を行った。

A
・市広報、パンフレット、ホームページ等で周知を
行った。

・引き続き周知に努めていく。 市民生活課

◇性の多様性に関する啓発
男女共同参画及び人権意
識を育てる講座の充実

2

男女共同参画意識を育て
る情報提供

4
男女共同参画推進の拠点
である男女共同参画セン
ター及び相談窓口の周知

3

6



事業実績 評価 評価の説明

基本目標Ⅰ　　男女共同参画社会実現のための意識づくり
重点課題１　　　　市民意識の広がり

コード 実施事業推進施策 次年度に向けての方向

令和元年度

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

・デートDV予防教育出前講座　９か所で実施
（中学校３校、高校４校、教職員・保護者など２
回、参加人数　延べ　1,949人）

Ｂ

・中学校355人、高校1,522人、教職員や保護者等
72人がデートＤＶやＤＶについて学んだ。高校での
実施回数が昨年度より増加したため、受講者数も
増加した。（平成30年度1,596人）

・中学校、高校に対し積極的に働きかけを行ってい
く。

男女共同参画課

・子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネッ
トワーク会議として６回実施

A
・虐待をテーマとした実状の説明や、通告の啓発を
行った。

・児童養護など他の内容に関する講座依頼があっ
た際にも、当該テーマに係る啓発を引き続き積極
的に行っていく。

こども家庭課

◇DVに関する啓発パンフレットの配布
・DV予防啓発パンフレットの配布（出前講座実
施校等５カ所（中学校２校、高校３校）、人権フェ
スタほか）

Ａ

・デートＤＶ予防教育出前講座の受講者に対し、講
座終了後もふりかえりができるようパンフレットを配
布した。また、人権フェスタの展示ブースにてパン
フレットの内容をパネル展示した。

・啓発パンフレットを配架するとともに、出前講座終
了時など印象に残りやすいタイミングで配布するよ
うにする。

男女共同参画課

◇啓発パンフレット等の作成、配布を通じ、子ど
もの目前でのDVが児童虐待にあたることを啓発

・児童虐待防止等に関する啓発チラシを作成
し、配布した。925部

Ａ
・啓発チラシを関係機関に配布し、虐待防止等に関
する意識の醸成を図った。

・今後も、児童虐待防止等に関する媒体を活用し、
地道に啓発活動に取り組んでいく。

こども家庭課

◇保育園・幼稚園・こども園の保護者会を通じ、
保護者向け講座等の実施

・保護者会や講演会などを通じて、ＤＶ防止の啓
発を行った。

Ａ
・各園において、あらゆる機会を通じてＤＶ防止の
啓発を行い、ＤＶ防止の意識を高めていくようにし
た。

・引き続き、あらゆる機会を通じて、保護者への理
解を深められるようにしていく。

保育幼稚園課

◇家庭教育講座等保護者向け講座の実施
・家庭教育講座実施数　47回
うち、ＤＶに関する講座　なし

A
・家庭教育に関する保護者の理解を深めるための
事業を各校・園へ委託した。

・過去に講座を開催した講師の情報提供を行い、
引き続き家庭教育講座でさまざまな講座を実施す
るよう努める。

こども未来課
（青少年育成室）

6
市民グループ（団体）の活
動への支援

◇男女共同参画に関する情報提供や研修の実
施

・登録グループのつどい　1回開催（参加人数延
べ　41人）
・登録グループを対象に研修資料を送付　1回

Ａ

・例年、登録グループ同士の情報交換の場を年２
回設けるが、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、１回は中止した。また、男女共同参画の理
解を深めるための研修についても、同様に感染拡
大防止のため、研修資料を送付することで対応し
た。

・登録グループ同士がお互いにどのように活動して
いるのかを知る場となっており、それぞれの良い点
を取り入れるなどグループとしての成長にも寄与し
ていることから、引き続き情報交換できる機会を設
けていく。

男女共同参画課

7
男女共同参画の視点に
立った広報の推進

◇男女共同参画に関する広報（広報紙、メディ
アなど）の実施

・CTY-FM「マンスリーよっかいち」（6月）
・CTY-FM「マンスリーよっかいち」（11月）

Ａ

・ラジオ（CTY-FM）番組「マンスリーよっかいち」の
中で、6月は男女共同参画週間および連携映画祭
について、11月は「女性に対する暴力をなくす運
動」期間およびＤＶ防止講演会について広報した。

・「広報よっかいち」をはじめ、さまざまな広報媒体
を活用し、多くの人への啓発につながるような情報
発信に努めていく。

広報マーケティング
課

8
行政刊行物等における男
女共同参画の視点に立っ
たメディア表現の推進

◇男女共同参画の視点に立ったメディア表現の
推進

・職場研修を実施し、事業に周知に際し、男女共
同参画の視点に立ったメディア表現を行った。
・業務の広報を行っていく際に、男女共同参画
の視点が取り入れられているかの確認を実施し
た。（広報よっかいちなどで実施）

Ａ

・出前講座等の実施や広報よっかいち等掲載に際
し、男女共同参画の視点に立ったメディア表現を
行った。
・情報の受け手を意識し、広報の内容が男女双方
に関わるものであれば、登場する男女のバランス
が配慮されているか、また、男女を固定的なイメー
ジで描かず、多様なタイプとして表現しているか等
の確認を行ったことにより、概ね実施することがで

・職場研修を実施し、意識付けを行うとともに、事業
の周知等に際し、男女共同参画の視点に立ったメ
ディア表現を行っていく。
・メディアを介した情報発信に際しては、男女共同
参画の視点から適切な表現となっているかを確認
する。

全所属

9
男女共同参画の視点から
のメディアリテラシーの向
上

◇メディアリテラシーに関する講座等の開催や
情報提供

・メディアリテラシーを含めた職員研修の実施
（階層別研修１回）

Ａ

・令和元年度は新規採用職員を対象に実施した。
パワーポイントを活用し、男女の服装や色など視覚
的に注意を促したり、必要以上に性別を強調する
表現は避けるように研修を実施した。

・情報を発信することの多い行政にとってメディアリ
テラシーは大事な部分であるので、今後も引き続き
実施していく。

男女共同参画課

◇出前講座の実施

ＤＶが子どもに与える影響
についての理解促進

5

7



事業実績 評価 評価の説明

基本目標Ⅰ　　男女共同参画社会実現のための意識づくり
重点課題１　　　　市民意識の広がり

コード 実施事業推進施策 次年度に向けての方向

令和元年度

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

◇地区市民センター講座の内容や趣旨を考慮し
て、必要に応じた託児を実施

・乳幼児も参加できる講座を開設した。 A
・地区市民センターにおいて、必要に応じて託児を
行ったほか。乳幼児も参加できる講座を開催した。

・引き続き必要に応じて、託児や乳幼児とともに参
加できる講座の開設を行う。

地区市民センター
（市民生活課）

◇あさけプラザが開催する自主事業の中で内容
や対象者を考慮して、必要に応じた託児設定事
業を開催

・地産地消料理教室、食品サンプルアート教室
において託児ありの設定を行った。

Ａ
・あさけプラザ自主事業における託児ありの設定の
ある教室の開催を行うことができた。

・託児ありの設定教室を増やすことにより誰もが学
習できる環境の整備に努める。

あさけプラザ

◇市民大学一般クラスにおける託児のあるコー
スの設定

・これまで通り、託児ありの講座に対して運営費
の上乗せをするため予算化し募集した結果、３
コースで設定することができた。

Ａ
・令和元年度の利用実績はなかったが、運営費の
上乗せを予算化することにより、各コースに設定を
促す効果が期待できる。

・今後も引き続き、託児設定の運営費上乗せを予
算化し、託児のあるコースの設定を促していく。

文化振興課

◇子育てに関する講座開催時の託児の実施
・子育て講演会
・父親の子育てマイスター養成講座

Ａ

・未就園児の保護者に向けた講演会において託児
を実施することができた。
・父親の子育てマイスター養成講座において、希望
する託児すべてを受け入れることができた。

・引き続き講座において託児を実施し、誰もが学習
できる環境整備に努める。

こども未来課

◇人権センター事業での託児の実施
・よっかいち人権大学あすてっぷ、ステップアッ
プ、じんけんフェスタ：    講座、 託児数　延べ21
人

Ａ
・イベントや講座の参加者募集の際に、託児付講
座であることを案内した。また、年齢要件を緩和し
た(３歳から未就学児→１歳から小学３年生程度)

・引き続き、来年度の講座等の参加者募集の際
に、託児付講座であることを案内したい。

人権センター

◇男女共同参画センター全事業での託児の実
施
◇他の所属への託児設定の働きかけ

・子ども向け以外のすべての講座で実施（託児
人数　延べ81人）

Ａ

・子ども向け講座を除く、37講座で託児を設定し、
16講座で託児の利用があった。また、職員研修で
他の所属に向けて、託児設定の呼びかけを行っ
た。

・今後も子ども向け講座以外のすべての講座で託
児の設定を行っていく。また、あらゆる機会を通じ
て、他の所属にも働きかけを行っていく。

男女共同参画課

11
セクシュアル・ハラスメン
ト、マタニティ・ハラスメント
防止のための啓発

◇三重労働局雇用均等室と連携し、相談窓口
の案内も含め、啓発を図る

・ハローワーク、三重労働局との共催で実施の
「知っておきたい!!女性のための働き方セミナー」
にて周知（参加人数　42人）
・職員研修「ハラスメントのない職場づくりのため
に」を実施

Ａ

・ハローワーク、三重労働局との共催でセミナーを
実施し、これから働く女性向けに、社会保険と雇用
保険、扶養の範囲、産休と育休などについての講
義を行った。

・今後もハローワーク、三重労働局と連携していく。
く。

男女共同参画課

10
誰もが学習できる環境（託
児等）の整備

8



事業実績 評価 評価の説明

・学年に応じた教材を活用し、あらゆる教育活動
の中で、男女共同参画の実現を目指す教育を
進めた。

Ａ
・「わたしたちの道徳」や「心のノート」を活用しなが
ら、男女共同参画の実現に向けた教育を、学年に
応じた形で実施できたため。

・今後も継続して、男女共同参画社会の実現に向
けた取組の啓発を行う。

指導課

・各種研修会や要請訪問等の機会を捉えて、学
校、地域、家庭における男女共同参画を目指し
た教育の推進を図った。性的少数者の人権にか
かわる問題についても取り組んだ。

Ａ

・人権教育推進委員研修会において、「男女共同
参画プランよっかいち2015～2020」についての講
演を実施し、男女共同参画社会実現に向けた教育
の重要性を学んだ。また、性的少数者の人権にか
かわる問題についての研修会も実施した。

・地域、家庭、学校等における固定的な性別役割
分担意識を是正し、人権尊重を基盤とした男女共
同参画社会を目指した教育の充実を図る。また、
性的少数者の人権にかかわる問題についても、継
続して各種研修会や要請訪問等で啓発していく。

人権・同和教育課

・男女共同参画に特化した学習会の依頼はな
かったが、PTA保護者学習会等の中で、男女共
同参画の視点をもった内容をとり入れて話をし
た。

Ａ
・男女共同参画に特化した依頼はなかったが、PTA
保護者学習会等の中で、男女共同参画の視点を
もった内容を含めて話をすることができた。

・PTA等の保護者からの依頼がある場合、講座を
実施する。また、その他の人権にかかわる講座の
中でも、多様な生き方を尊重することの大切さにふ
れるようにしていく。

人権・同和教育課

・家庭教育講座実施数　47回
うち、人権に関する講座　4回

Ａ
・家庭教育に関する保護者の理解を深めるための
事業を各校・園へ委託し、人権に関する講座が4
校・園で実施された。

・過去に講座を開催した講師の情報提供を行い、
引き続き家庭教育講座でさまざまな講座を実施す
るよう努める。

こども未来課
(青少年育成室)

◇女性の人権（DV・デートDVを含む）及び性の
多様性に関する教職員・子ども・保護者向け研
修会の実施

・デートＤＶに特化した学習会の依頼はなかった
が、保護者学習会等の中で、男女共同参画の
視点をもった内容を採り入れて話をした。

A

・デートＤＶに特化した学習会の依頼はなかったの
で、詳しく話をすることはできなかったが、保護者学
習会等の中で、男女共同参画の視点をもった内容
をとり入れて話をすることができた。

・今年度も学校を通して保護者などから出前講座
等の依頼がある場合、講座を実施し、その他の人
権にかかわる講座の中でも折にふれ、話題に盛り
込んでいく。

人権・同和教育課

◇性別で役割を固定することのない価値観や行
動様式の確立を推進
◇園児の生活のなかでの不必要な男女の区別
の見直し

・園生活の中で、例として道具箱、カバンかけ、
クラス名簿、靴箱など男女別になっていないか
確認した。また、園の遊びの中で遊具や色など
の区別がないかを確認するなど、不必要な区
別、慣習等を注視した。

Ａ

・園において、性別で役割を固定することのない価
値観や行動様式の確立を推進し、男女共同参画社
会の実現を前提に保育・教育を進めていくことがで
きた。

・引き続き、性別で役割を固定することのない価値
観や行動様式の確立を推進し、男女共同参画社会
の実現を前提に保育・教育を進めていく。

保育幼稚園課

◇すべての教育活動を通して、子どもが自立し
て個性や能力が発揮できるよう、キャリア教育の
取組を進める。
◇「自分らしい生き方を実現していく進路指導」
を推進するため、勤労観、職業的自立の資質を
養うキャリア教育を継続して進める
◇社会的な自立に向け、必要な基盤となる能力
や態度を育てるための一手段として職場体験活
動を全中学校で実施する。

・すべての教育活動を通して、子どもが自立して
個性や能力が発揮できるよう、キャリア教育を進
めた。
・「自分らしい生き方を実現していく進路指導」を
推進するため、勤労観、職業的自立の資質を養
うキャリア教育を継続して進めた。
・性教育の中で、中学校１０校がデートＤＶを
扱った授業を実施した。教員が教材を作成した
り、産婦人科医師の話を聴いたりすることで、お
互いの個性を大切にし、自分で判断し行動する
ことの大切さを学ぶことができた。

Ａ

・すべての教育活動を通じて、子どもたちが自立
し、個性や能力を発揮できるようなキャリア教育に
取り組むことで、将来に向けた自己実現をしていく
力の育成につながったと考えられる。

・今後もあらゆる教育活動において、キャリア教育
の取り組みを進めていく。

指導課

◇ジェンダーにとらわれず、自らの意思と責任で
進路を選択し、自己実現をしていく力を育成

・特に４歳児、５歳児に対して、機会を見つけて
は、ジェンダーにとらわれない保育・教育を実施
した。

Ａ

・ジェンダーにとらわれず進んで自分の意見を主張
したり、相手の意見も受け入れていく力を育成し、
個性を大切にした保育・教育の充実を図ることがで
きた。

・性別にとらわれない個性を尊重した保育・教育を
実施していく。

保育幼稚園課

◇家庭教育講座等保護者向け講座の実施
・家庭教育講座実施数　47回
うちDVに関する講座　なし

A
・家庭教育に関する保護者の理解を深めるための
事業を各校・園へ委託した。

・過去に講座を開催した講師の情報提供を行い、
引き続き家庭教育講座でさまざまな講座を実施す
るよう努める。

こども未来課
(青少年育成室)

◇中学、高校、大学等での教職員も含めたデー
トDV予防出前講座の実施
◇デートDV防止パンフレットの配布

・デートDV予防教育出前講座　９か所で実施
（中学校３校、高校４校、教職員・保護者など２
回、参加人数　延べ　1,949人）
・DV予防啓発パンフレットの配布（出前講座実
施校等５カ所（中学校２校、高校３校）、人権フェ
スタほか）

Ａ

・中学校355人、高校1,522人、教職員や保護者等
72人がデートＤＶやＤＶについて学んだ。高校での
実施回数が昨年度より増加したため、受講者数も
増加した。（平成30年度1,596人）
・デートＤＶ予防教育出前講座の受講者に対し、講
座終了後もふりかえりができるようパンフレットを配
布した。また、人権フェスタの展示ブースにてパン
フレットの内容をパネル展示した。

・中学校、高校に対し積極的に働きかけを行ってい
く。
・啓発パンフレットを配架するとともに、出前講座終
了時など印象に残りやすいタイミングで配布するよ
うにする。

男女共同参画課

2

◇家庭教育講座等保護者向け講座の実施

次年度に向けての方向

3
デートＤＶなどの暴力防止
のための教育の推進

推進施策

日常的な教育活動の中
で、男女共同参画及び人
権の視点に立った教育の
推進

基本目標Ⅰ　　男女共同参画社会実現のための意識づくり
重点課題２　　　　次代を担う子どもへの学校等における教育

コード

性別にとらわれない個性を
尊重したキャリア教育の実
施

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

◇学年に応じた教材を活用し、道徳、総合的な
学習の時間、学級活動をはじめとしたあらゆる
教育活動において不必要な区別、慣習の見直し
を行い、性別で役割を固定することのない男女
共同参画社会の実現を目指す教育をすすめる.

担当課実施事業

1

令和元年度

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし
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事業実績 評価 評価の説明
次年度に向けての方向推進施策

基本目標Ⅰ　　男女共同参画社会実現のための意識づくり
重点課題２　　　　次代を担う子どもへの学校等における教育

コード

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

担当課実施事業

令和元年度

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

◇保育園、幼稚園、こども園、小学校等への人
権・ジェンダーの視点を養うための出前講座の
実施

・男女平等教育出前講座　36か所で実施（保育
園14、幼稚園７、こども園２、小学校13、参加人
数　延べ　2,290人）

Ａ

・保育園642人、幼稚園357人、こども園201人、小
学校1,090人（保護者含む）が男女平等、自己尊重
について学んだ。平成30年度に比べ、参加人数及
び実施か所数は減少した。（H30　30か所、2,028
人）

・平成30年度に比べ、実施か所及び参加人数が減
少している。若年層への教育は有効であることか
ら、人権擁護委員及び市民グループとの協力のも
と、実施か所が増えるよう引き続き取り組んでいく。

男女共同参画課

◇人権・ジェンダーに敏感な視点を養うための
子ども向け出前講座の実施

・子ども向け出前講座の実施　20回、1090人 A
・保育園、幼稚園、こども園、学童保育所から多く
の依頼があり、相手を思いやる大切さ、命の大切さ
などの人権啓発を行うことができた。

・来年度も引き続き啓発に努めたい。 人権センター

◇性に関する相談の実施
・女性のための相談、男性のための電話相談に
て実施（相談件数　６件）

Ａ
・女性のための相談、男性のための電話相談の中
で相談を受けており、令和元年度は６件の相談を
受けた。（平成30年度17件）

・引き続き相談を受けていくとともに、相談を受ける
中で、必要に応じて、みえ性暴力被害者支援セン
ターよりこの紹介、または連携を行っていく。

男女共同参画課

◇性教育の実施（HIV、性感染症予防を含む）
◇教科・特別活動や道徳等で学習指導要領に
基づき、様々な視点で命の大切さに関する指導
や発達段階に応じた適切な性に関する指導の
継続
◇保健所等、関係機関と共同して出前授業の募
集を全中学校へかける

・性教育の実施（ＨＩＶ・性感染症予防を含む）
・教科、特別活動や道徳等で学習指導要領に基
づき、様々な視点で命の大切さに関する指導や
発達段階に応じた適切な性に関する指導の継
続。
・性感染症出前授業として、四日市市保健予防
課と共同して、中学校2校が生徒保護者対象に
行った。

Ａ
・各校において、学習指導要領に基づき、性教育を
実施することができた。また出前講座を2校で実施
することができたため。

・今後も学習指導要領に基づいて指導を続けてい
く。出前講座については、中学校では生徒対象。小
学校では保護者対象として、呼びかけをしていく。
理由は小学校においては、インフルエンザ等感染
症予防の観点が強くなるからである。

指導課

◇保健師や助産師による妊産婦訪問指導の実
施
◇妊産婦または乳幼児の保護者を対象とした電
話相談の実施

・産前産後サポート事業の実施
（産前551件、産後136件、計　687件）
・妊産婦訪問指導　延べ1434件
・妊産婦電話相談　延べ1246件
・パパママ教室参加者
（妊婦226人、家族　214人…うち夫213人）
・産後ケア訪問事業（16人　延べ69件）

Ａ

・産前産後サポート事業により、全ての妊婦の状況
を把握し、必要に応じた支援を実施した。
・産後ケア訪問事業により、出産間もない時期に家
族等から支援を受けることができない産婦の不安
解消に努めた。

・引き続き、迅速に相談内容に応じた支援を提供す
る。

こども保健福祉課

◇「青少年と家庭の悩み相談」事業の実施
・相談実績　　31件
うち、命の尊厳、出産、避妊等に関する相談なし

A
・青少年の悩み相談について、電話・面接による本
人や保護者からの相談に対応した。

・引き続き同様の事業を進めていく。また、相談の
内容に応じて各関係機関とも情報共有や連携を図
るよう努める。

こども未来課
（青少年育成室）

◇保育園・幼稚園・こども園における人権保育・
人権教育の中での取り組みの推進

・進んで自分の意見を主張したり、相手の意見
を受け入れる力を育成するため、園児に対し
て、年齢に応じたねらいにより、人権保育、人権
教育を実施した。

Ａ
・日常の保育での指導に加え、絵本・映像・外部講
師による劇や音楽を活用した人権保育・人権教育
を実施した。

・引き続き、日常の保育・教育を充実させ、自尊感
情を育てるよう人権保育・人権教育を実施してい
く。

保育幼稚園課

◇各校における道徳の時間を中心とした自尊感
情を育む教育の推進

・「私たちの道徳」や「心のノート」などを活用し
て、子どもたちの自尊感情を育む教育を推進す
る。

Ａ
・子どもたちの実情に合わせて、「私たちの道徳」
や「心のノート」などを活用し、自尊感情を高める取
組を行うことができた。

・今後も、子どもたちの実情に合わせた取組をおこ
なっていく。

指導課

◇啓発パンフレット等を活用した家庭教育講座
等保護者向け講座の実施

・PTA学習会等でパンフレットを利用しながら、自
尊感情を育てることの必要性を訴え、道徳教育
等の中での事例なども紹介して、取り組みを促
進した。

A
・PTA学習会等の機会にパンフレットを利用して、
自尊感情を育てることの必要性を訴えることができ
た。

・PTA等の保護者からの依頼がある場合、自尊感
情を育てることの必要性を訴えていく。

人権・同和教育課

◇家庭教育講座等保護者向け講座の実施
家庭教育講座実施数　47回
うち自尊感情を育てるための講座　なし

-
・家庭教育に関する保護者の理解を深めるための
事業を各校・園へ委託した。

・過去に講座を開催した講師の情報提供を行い、
引き続き家庭教育講座でさまざまな講座を実施す
るよう努める。

こども未来課
（青少年育成室）

7
青少年の健全育成を阻害
する環境の改善

◇インターネット被害防止等啓発パンフレット等
の作成、配布
◇出前講座（ｅ-ネット安心講座）の実施

・啓発リーフレットを作成し、学校園を通じて５歳
児から１５歳の子どもに配付した。　配布数
36,600枚
・出前講座　　開催数50回

Ａ

・啓発リーフレットを作成し、子どもやその保護者に
対し、啓発活動を行うことができた。
・学校・園・地域や子育て支援センターに出向き、
ネット啓発出前講座を行い、インターネットの怖さな
どをあらゆる世代の人に啓発することができた。

・引き続き同様の事業を進めていく。また、ネット機
器を利用する世代が低年齢化しているため、その
保護者へも正しく安全にネット機器利用を理解して
もらえるよう健康診断時にもリーフレットを置くなど
啓発活動を行う。

こども未来課
（青少年育成室）

自尊感情を育てる教育の
推進

あらゆる暴力を許さない意
識の啓発

6

4

5
命の尊厳と妊娠・出産・避
妊に関する権利・責任につ

いての啓発

10
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基本目標Ⅱ 家庭、職場、地域等社会のあらゆる場における男女共同参画の推進 

１、目標指標と評価 

●重点課題１ 「女性の政策・方針決定過程への参画」 

目標指標 「審議会等の女性委員比率」 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

〔令和元年度の評価〕 

 

 

 

 

 

 

 
 

目標指標 「市の管理職（課長級以上）の女性割合」 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

〔令和元年度の評価〕 

 

 

 

 

 

平成 25(2013)年度≪基準値≫ ３２．２％ 

平成 27(2015)年度≪実績値≫ ３４．６％ 

平成 28(2016)年度≪実績値≫ ３５．９％ 

平成 29(2017)年度≪実績値≫ ３４．８％ 

平成 30(2018)年度≪実績値≫ ３４．４％ 

令和元(2019)年度≪実績値≫ ３５．８％ 

令和２(2020)年度≪目標値≫ 
４０％以上 
６０％以下 

平成 25(2013)年度≪基準値≫ １６．６％ 

平成 27(2015)年度≪実績値≫ １８．８％ 

平成 28(2016)年度≪実績値≫ １９．１％ 

平成 29(2017)年度≪実績値≫ １７．０％ 

平成 30(2018)年度≪実績値≫ １６．４％ 

令和元(2019)年度≪実績値≫ １７．４％ 

令和２(2020)年度≪目標値≫ ２５．０％ 

審議会等の女性委員比率の向上に向けては、「四日市市審議会等女性委員登用推進要綱」に基

づき、審議会ごとに毎年目標を設定し、委員委嘱に際しては、人事課及び男女共同参画課へ

の事前協議を徹底している。また、登用率 40％未満の審議会等所管所属に対しては、委員更

新３カ月前に登用改善通知を行っている。令和元年度の審議会等の女性委員比率は 35.8％と、

昨年度に比べ 1.4 ポイントの増加となった。個別にみると、女性委員登用率が上がった審議

会等は 20件、下がった審議会等は９件であり、女性委員のいない審議会等の数は前年度同様

２件であった。審議会等の委員には、より高い専門性が求められるため、分野によっては、

女性委員確保が難しい状況もあるが、引き続き女性委員登用に向けて、各所属に対し改善通

知を行うなど意識づけを行っていく。 

指標の設定について： 

女性の政策方針決定過程への参画を

高めるために、市民が参加する審議会

等の女性委員比率を指標とした。目標

については、一方の性が 40%より少な

くならないように設定した。 

（参考値）H26(2014)年度：33.6% 

指標の設定について： 

市の組織内部において政策方針決定

の場で女性の参画を進めるため、市の

管理職（課長級以上）の女性割合を指

標とした。目標については、５年前か

らの上昇率（5.2%）を上回る上昇

（8.0%）となるよう、女性割合の目標

を 25%と設定した。 
（参考値）H26(2014)年度：17.0% 

女性管理職の割合は、平成 28 年度の 19.1％をピークに減少傾向にあったが、令和元年度は

前年度より 1.0 ポイント増加した。管理職の女性割合を増やすことだけでなく、女性の職域

を拡大することも重要であることから、職務経験及び能力向上につながる職員配置を行うと

ともに、職員本人の意欲も考慮しながら登用を図っていく。なお、市の役付職員（係長級以

上）の女性比率は 37.2％であり、職員全体の女性比率は 48.2％となっている。 
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●重点課題２「男性の家事・育児・介護等への参画」 

  目標指標「市職員における男性の育児休業取得人数（累計）」 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

〔令和元年度の評価〕 

 

 

 

 

 

 

 

●重点課題３「ワーク・ライフ・バランスの促進」 

  目標指標「男女がいきいきと働き続けられる企業表彰の数（累計）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔令和元年度の評価〕 

 

 

 

 

 

平成 25(2013)年度 

≪基準値≫ 

５人 

（H20～H25の累計） 

平成 27(2015)年度 

≪実績値≫ 

１人 

（H27 の取得人数） 

平成 28(2016)年度 

≪実績値≫ 

６人 

（H27、H28 の累計） 

平成 29(2017)年度 

≪実績値≫ 

６人 

（H27～H29の累計） 

平成 30(2018)年度 

≪実績値≫ 

１９人 

（H27～H30の累計） 

令和元(2019)年度 

≪実績値≫ 

３２人 

（H27～R1 の累計） 

令和２(2020)年度 

≪目標値≫ 

１２人 

（H27～R2 の累計） 

平成 25(2013)年度≪基準値≫ 
６社 

（累計） 

平成 27(2015)年度≪実績値≫ 
８社 

（累計） 

平成 28(2016)年度≪実績値≫ 
９社 

（累計） 

平成 29(2017)年度≪実績値≫ 
１１社 

（累計） 

平成 30(2018)年度≪実績値≫ 
１３社 

（累計） 

令和元(2019)年度≪実績値≫ 
１４社 

（累計） 

令和２(2020)年度≪目標値≫ 
１５社 

（累計） 

指標の設定について： 

男性の家事・育児・介護等参画を促

す社会環境づくりを進めていくため、

市として率先して男性の育児休業取得

促進を行うこととし、市職員における

男性の育児休業取得人数を指標とし

た。目標については、過去 5 年間の男

性の育児休業取得人数が 5 人であった

のを倍増し、6 年間で 12 人にする設定

とした。 
※目標指標は平成 27 年度から対象。 
（参考値）H26(2014)年度： 1 人 

令和元年度の男性の育児休業取得者数は平成 30 年度と同じ 13 人となり、２年連続で２桁と

なった。また、部分休業、出産補助休暇、育児参加休暇等の取得率については、病院医療職

を含めて 80.8％となり、平成 30 年度の 80％と比べると若干増加し、２年続けて 80％を超え

る水準となっている。これらは、育児参画計画シートを用いた所属長面談や、１歳未満の子

どもがいる男性職員への個別通知、市長、副市長のほか全ての管理職がイクボス宣言を行っ

たことなど多様なアプローチが奏功したと考えられる。今後も、出産補助休暇や育児参加休

暇、育児休業等の制度を周知するとともに、対象職員に対し、育児参画計画シートによる所

属長面談等を行い、男性の育児休業等の取得を推進していく。 

指標の設定について： 

ワーク・ライフ・バランスを促進す

るには、企業や事業所における育児・

介護休業制度等の整備や取得しやすい

環境づくりが必要であることから、そ

うした環境づくりを行っている企業

（男女がいきいきと働き続けられる企

業）の表彰の数を指標とした。目標に

ついては、平成 21 年度から平成 25 年

度までの企業表彰数 6 社（累計）であ

るのを、目標年度には 2 倍以上の 15
社（累計：再受彰除く）と設定した。 
（参考値）H26(2014)年度：７社（累

計） 

令和元年度は、時間単位での有給休暇や、法定を上回る介護休暇制度の導入など従業員のワ

ーク・ライフ・バランスを推進するとともに、法定を上回る産前・育児休業期間や看護休暇

を規定し、仕事と子育て両立支援マニュアルを整備するなど、従業員の子育て支援にも取り

組んでいる企業１社を表彰した。また、ワークスタイル・イノベーション推進事業として、

働き方改革に関する企業内研修を実施する市内企業へ講師を派遣し、好評を得た。 

引き続き、表彰制度や講師派遣、講演会の開催を通じて、企業の支援を行っていく。 
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●重点課題４「地域社会での男女共同参画の推進」 

  目標指標「自治会長における女性割合」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔令和元年度の評価〕 

 

 

 

 

 

 

●重点課題５「国際化に対応した男女共同参画」 

  目標指標「ふれあい交流事業、生活講座、防災セミナー等参加人数」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔令和元年度の評価〕 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25(2013)年度≪基準値≫ ２．５％ 

平成 27(2015)年度≪実績値≫ ３．７％ 

平成 28(2016)年度≪実績値≫ ４．４％ 

平成 29(2017)年度≪実績値≫ ５．２％ 

平成 30(2018)年度≪実績値≫ ５．０％ 

令和元(2019)年度≪実績値≫ ４．９％ 

令和２(2020)年度≪目標値≫ １０％ 

平成 25(2013)年度≪基準値≫ ５４８人 

平成 27(2015)年度≪実績値≫ ６９１人 

平成 28(2016)年度≪実績値≫ １，３１５人 

平成 29(2017)年度≪実績値≫ １，３４４人 

平成 30(2018)年度≪実績値≫ ２，０１６人 

令和元(2019)年度≪実績値≫ ２，９６９人 

令和２(2020)年度≪目標値≫ ６００人 

指標の設定について： 

女性が地域活動をする場は増えてき

ているものの、リーダーは、まだまだ

男性が多いのが現状であることから、

自治会長における女性の割合を指標と

した。目標については、国の第４次男

女共同参画基本計画と同じ 10％と設

定した。 
（参考値）H26(2014)年度：4.1％ 

令和元年度の自治会長数は 750 名で、うち女性自治会長数は 37 名であった。平成 30 年度が

734 名中 37 名が女性自治会長だったことから、実数は変わっていないが割合は若干減少した。

引き続き地域活動を担う女性のリーダーを育成する講座を開催するなど、地域で女性が活躍

できるよう取り組みを行う。 

指標の設定について： 

市内には多くの外国人が在住し、男

女共同参画を含めた、互いの文化や習

慣の違いなどを理解しあう必要がある

ことから、外国人市民と交流の機会を

もつふれあい交流事業、生活講座、防

災セミナー等の参加人数を指標とし

た。目標については、ここ数年の参加

人数が 500 人程であり、実績値以上の

目標とするという考えのもと設定し

た。（参考値）H26(2014)年度：562 人 

外国人市民と日本人市民が日常的にふれあい、共に学べる場として、ふれあい講座（お弁当

づくり、陶芸教室）や生活講座（キャリア教育、出前講座）、防災セミナー等を開催し、互い

に顔の見える関係づくりを進めた。令和元年度は、生活講座の参加人数が多かったことなど

により、前年比で９５３人の増となった。引き続き、各種事業を通じて、多文化共生の意識

づくりを図るとともに、男女共同参画の啓発も併せて進めていく。 

 



14 
 

２、令和元年度の主な取り組み状況 

●重点課題１ 「女性の政策・方針決定過程への参画」  

施策の方向Ⅰ「審議会等への女性登用を促進」 

 ①男女共同参画人材リストの登録者について更新を行ったところ、新規登録９人、抹消３人、計

159 人の登録となったものの、人材リストの利用件数は０件であった。〔コード：１〕 

 ②男女共同参画推進庁内調整会議において、管理職への女性登用を進めるため、女性職員が

多様な職務経験が持てるよう、積極的に経験を積ませていくことの必要性について委員間で

共通認識とした。〔コード：２〕 

 施策の方向Ⅱ「民間企業や地域団体、市民活動団体等への女性登用・参画を促進」 

 ③女性の認定農業者を昨年度より２人増加させることができ 29 人となった。〔コード：７〕 

●重点課題２ 「男性の家事・育児・介護等への参画」 

 施策の方向Ⅰ「家庭での男女の自立を促進」 

 ④父親の家事・育児参画を促すため、はもりあフェスタにおいて、父と子の料理教室を開催した。

〔コード：１〕 

⑤パパママ教室は、平日開催を含め、父親参加率が 94.2%と高く、すすんで沐浴体験や妊婦ス

ーツの着用等を体験する姿が見られ、産後の育児参加意識向上につながった。〔コード：２〕 

 ⑥父親の子育てマイスターをよかパパ相談員として土曜日等に各支援センターに派遣し、利用

者に対して父親目線による相談業務や絵本の読み聞かせ等を行った。気軽に参加してもらえ

るよう、事業名称を「よかパパ相談」から「よかパパひろば」へ変更を行った。〔コード：３〕 

●重点課題３ 「ワーク・ライフ・バランスの促進」 

 施策の方向Ⅰ「仕事等と家庭生活の両立を支援」 

 ⑦こども未来課窓口、単独型子育て支援センター（橋北、塩浜）及び四日市市こども子育て交流

プラザに子育てコンシェルジュを配置し、ニーズに応じた子育て支援施策の情報提供を行うこ

とができた。〔コード：１〕 

 ⑧低年齢児（0～２歳児）の待機児童数が増加している中、私立保育園３園、地域型保育事業所

3 施設の開園により定員の拡充を図ることができた。〔コード：４〕 

 施策の方向Ⅱ「男女の平等な就労環境の整備を促進」 

 ⑨総合評価方式入札の評価基準で育児休業制度がある入札参加者を加算対象とすることで、

入札参加者に対し、育児休業制度への意識を高めることができた。〔コード：６〕 

 ⑩四日市市雇用実態調査において、仕事と家庭の両立支援への取り組みなど、男女共同参画

に関する項目を挿入した。〔コード：７〕 

 施策の方向Ⅲ「女性の就労・再就職・起業へのチャレンジ支援」 

  ⑪働く女性・働きたい女性のための相談については、キャリアカウンセラーが対応にあたってお

り、専門的知見に基づきアドバイス等を行っている。令和元年度は 31 件の相談を受けた。〔コ

ード：１２〕 

 ⑫市内で活躍されている子育てママ３人を招き、市長も交えパネルディスカッションを開催した。

家事・育児と両立しながら、地域での活動についての実例を聞くことで、子育てママの社会参

画を促した。 〔コード：１３〕 

    ●重点課題４ 「地域社会での男女共同参画の推進」 

      施策の方向Ⅰ「男女共同参画の視点に立った地域づくりの推進」 

 ⑭女性のＰＴＡ会長の比率は下がったが、新規に女性が PTA 会長を担うようになった学校が３校
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（小２、中１）あり、性別によらず PTA 会長を担う環境づくりは進んでいる。〔コード：１〕 

 ⑮地区市民センターで防災と男女共同参画についての講座を実施し、地域活動への参画を促

すとともに、男女共同参画への意識づけを行った。〔コード：３〕 

 ⑯四日市市防災・減災女性セミナーにおいて、新型コロナウィルスの影響で最終の講座を開催

することができなかったが、地域の防災・減災活動に男女共同参画の視点の必要性を学ぶき

っかけになるような講座を行うことができた。〔コード：３〕 

●重点課題５ 「国際化に対応した男女共同参画」 

 施策の方向Ⅰ「多文化共生における男女共同参画の推進」 

       ⑰はもりあフェスタにおいて、市民団体とともに、ワークショップ「留学生が見る日本の男女共同

参画」を開催した。〔コード：３〕 

 

 ３、事業実施自己評価 

   ※別表「男女共同参画プランよっかいち 2015～2020 後期事業評価表（基本目標Ⅱ）」のとおり 



事業実績 評価 評価の説明

◇審議会等委員に占める女性割合について目
標設定

・審議会への女性の登用率　　35.8%
・男女の一方の数が40%未満とならない審議会
等68か所
・女性のいない審議会等　2

B

・男女の一方の数が40%未満とならない審議会等の
数が、平成30年度より4か所増加し、審議会への女
性の登用率についても平成30年度より1.4％増加し
た。

・審議会等への女性の登用率は、委員の分野や業
界の特性もあり、上昇が難しくなっている状況であ
るが、目標達成に向け、各所属に対し掲示板等で
更なる周知を図るなど確実な進捗管理を行う。

人事課

◇四日市市男女共同参画人材リストの充実及び
活用促進
◇四日市市審議会等女性委員登用推進要綱に
基づく事前協議の徹底
◇女性登用率の低い審議会等への事前協議前
の働きかけ

・審議会等への女性の登用率　　35.8%
・人材リスト登録者数　159人
・人材リスト利用件数　０件
・四日市市審議会等女性委員登用推進要綱に
基づく事前協議の実施（実施回数　90回）
・女性登用率の低い審議会等への所管所属へ
の改善通知（通知件数　９件）

Ｂ

・人材リストの登録者について更新を行ったところ、
新規登録９人、抹消３人、計159人の登録となったも
のの、人材リストの利用件数は０件であった。
・１か月前までに事前協議を行うよう周知している
が、期限を過ぎてから提出する所属がいくつかあっ
た。
・改善通知を９件送付したが、登用率が改善された
審議会はなかった。

・人材リスト登録者数を増やすとともに、利用の促
進を行う。
・１か月前までに事前協議を行わなかった所属に対
し、期限を遵守するよう要請を行う。
・改善通知については、過去の実績から一定の効
果があると考えているため、継続して実施していく。

男女共同参画課

◇係長級以上の職員の男女比率を、職員全体
の男女比率に少しでも近づけるよう、女性職員
の職務経験及び能力向上につながる配置等を
実施

・市の役付職員（係長級以上）の女性比率
37．2％
参考　職員全体の女性比率　　　48.2％

Ｂ
・職員全体に占める割合、係長級以上の職員に占
める割合及び女性管理職の割合の全てにおいて、
前年度に比べ増加した。

・職務経験及び能力向上につながる職員配置を行
うとともに、職員本人の意欲にも意を配しながら登
用を図っていく。

人事課

・第１回男女共同参画推進庁内調整会議にて、
女性職員の登用の現状と課題について議論し、
共通認識を図った。

Ａ

・庁内調整会議において、管理職への女性登用を
進めるため、女性職員が多様な職務経験が持てる
よう、積極的に経験を積ませていくことの必要性に
ついて委員間で共通認識とした。

・引き続き、職員の意識・課題の把握に努め、課題
解決のための方針について検討する。

男女共同参画課

・階層別研修の新規採用職員研修において、男
女共同参画にかかる研修を実施。

Ａ
・性別にかかわらず、様々な分野で個性や能力を
発揮できる社会（男女共同参画社会）にかかる研修
を、新規採用職員研修において実施した。

・引き続き、同様の研修を実施していく。 職員研修所

3
市職員における女性職員
の職域拡大

◇女性職員が幅広い職務経験を持てるような配
置等の実施

・市における女性職員（正職員）がいない職場
　　３０か所／１５６（課＋中間組織）

B
・女性職員がいない職場を減らすよう配慮はしたも
のの、少数職場や消防の人事異動の影響で昨年
度より ４所属、増加した。

・少数職場や消防、現業職場など女性職員の配置
が困難な場合もあるが、女性職員が幅広い職務経
験を持てるような配置に努め、女性職員の職域拡
大を図る。

人事課

・人材リスト登録者数　159人
・人材リスト利用件数　０件

Ｂ
・人材リストの利用件数は０件であった。また、登録
者数について更新を行ったところ、新規登録９名、
抹消３名、計159名の登録となった。

・人材リスト登録者数を増やすとともに、利用の促
進を行う。

男女共同参画課

・リスト利用について、掲示板で周知を図った。 B
・女性委員登用率は前年度より高い水準となってお
り、高い水準であった平成28年度と比較してもほぼ
同じ水準となっている。

・リスト利用の促進を掲示板等で促すとともに、登用
率の低い所属については、個別にリスト利用を勧め
る。

人事課

◇女性管理職登用に向けての職員への意識啓
発、課題の把握

4
女性人材情報の収集と提
供

◇四日市市男女共同参画人材リストの充実及び
活用促進

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅱ　　社会のあらゆる場における男女共同参画と女性活躍の推進
重点課題１　　　　女性の政策・方針決定過程への参画

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

1
審議会等への女性参画比
率の向上

2
市職員における管理・監督
職への女性登用の推進

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅱ　　社会のあらゆる場における男女共同参画と女性活躍の推進
重点課題１　　　　女性の政策・方針決定過程への参画

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

◇男女共同参画にかかる国・県などの施策の情
報提供
◇四日市市「男女がいきいきと働き続けられる企
業」表彰の実施
◇働き方改革に関する企業内研修を実施する市
内企業へ講師派遣を実施

・国等からの情報を配架し、市民等に提供すると
ともに、随時市内事業所に対して国等からの情
報を提供。また、市内企業を中心に訪問を実施
し、情報を提供。
・1社の表彰を実施。
・ワークスタイル・イノベーション推進事業として、
働き方改革に関する企業内研修を実施する市内
企業へ講師を派遣

A

・国等からの情報を配架し、人権啓発企業連絡会
会員企業への連絡等の機会を捉え、事業所への送
付を通じて各種情報提供に取り組んだ。また、市内
企業を中心に訪問を実施し、情報提供先の拡充に
取り組むなど、適切に施策を推進した。
・表彰項目等、制度の見直しを積極的に進めなが
ら、適切に施策を推進した。
・推進事業について、講師を派遣した市内企業から
は好評を得ることができた。

・国等からの情報について、随時配架や事業所へ
の送付を実施するとともに、事業所への訪問を実施
し、情報提供先の拡充に取り組むなど、適切に施
策を推進する。
・制度の見直しを積極的に進めながら、適切な施策
推進を継続する。引き続き、被表彰事業所が表彰
の恩恵を受けることができるような制度構築を全庁
的に検討していくとともに、被表彰事業所の取り組
みを広めていけるよう、男女共同参画課、こども未
来課等との連携を一層強化しながら、事業所に対
する表彰制度の啓発等に取り組む必要がある。
・企業への研修講師の派遣や、講演会を開催し、
ワークスタイル・イノベーション推進に取り組む企業
を支援する。

商工課

◇企業向け研修の実施
◇企業への情報提供

・企業向けワーク・ライフ・バランス出前講座の実
施
　（実施回数　3回、参加人数　延べ　98人）

Ａ
・企業向けのワーク・ライフ・バランス出前講座の実
施回数は昨年度より１回増加した。
・周知については、商工会議所に協力を依頼した。

・引き続き出前講座を実施するとともに、商工会議
所に周知の協力を求めていく。

男女共同参画課

◇さんかくカレッジ、市民協働企画等において女
性リーダーを育成

・さんかくカレッジ市民企画　7企画18講座
・はもりあフェスタ検討委員会　11回実施
・はもりあワークショップ市民企画　10企画

Ａ
・さんかくカレッジ市民企画やはもりあフェスタ検討
委員会など、意思決定の場への参画の機会を設け
た。

・はもりあフェスタ企画運営委員会など、引き続き参
画できる機会を設ける。

男女共同参画課

◇地域防災活動に女性の視点を反映できる人
材育成

・四日市市防災・減災女性セミナーの実施
（12回講座のうち8回受講が修了条件）
13名受講し9名が修了

Ａ

・新型コロナウィルスの影響で最終の講座を開催す
ることができなかったが、地域の防災・減災活動に
男女共同参画の視点の必要性を学ぶきっかけにな
るような講座を行うことができた。

・新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえなが
ら、講座の開催の可否を判断していく。

危機管理室

7
女性の経営への主体的な
参画促進

◇家族経営協定の締結促進
◇農村女性アドバイザーや女性農業団体と連携
した啓発活動の実施
◇女性の認定農業者及び認定新規就農者の育
成

・家族経営協定の締結1家族（累計36家族）
・農村女性アドバイザー：0名　（累計12名）
・女性の認定農業者2名（累計29名）
・女性の認定新規就農者0名（累計3名）

Ａ
・昨年度より女性の認定農業者の数を増加させるこ
とができた。

・引き続き女性の就農促進に努める。
農水振興課
農業委員会事務局

5
企業、各種団体等へ向け
ての女性登用・参画の促進

6 女性リーダーの育成
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事業実績 評価 評価の説明

◇男性の家庭参画を促進するための地区市民
センター講座を実施

・地区市民センター講座
　・男女共同料理教室
　　3センター　3回　41人
　・男性向け料理教室
　　8センター　20回　250人

A
・地区市民センターにおいて、男女共同参画のきっ
かけとなるよう、男性料理教室を開催した。

・引き続き地区市民センターにおいて、男性の家庭
参画を促進するための情報提供と講座の充実に努
める。

地区市民センター
（市民生活課）

◇男性の家事参画に関する講座（料理教室等）
の開催

・はもりあフェスタにおいて、市民団体とともに、
ワークショップ「パパといっしょに肉まんを作ろう」
を開催した。（参加人数　11人）

Ａ
・父親の家事・育児参画を促すため、父と子の料理
教室を開催した。

・あらゆる世代の男性に家事・育児参画を促すため
の講座を引き続き開催していく。あわせて男性が参
加しやすいように工夫を行っていく。

男女共同参画課

◇子育て支援センター等にて「お父さんと遊ぼ
う」の実施

・単独型子育て支援ｾﾝﾀｰにおけるお父さんの
　利用人数
　　年間   270人

・併設型子育て支援ｾﾝﾀｰにおける「お父さんと
　遊ぼう」の実施
　　年間 233回　　参加人数 320人

・「お父さんと遊ぼう」開催時に「父親の子育て
　相談」を実施
　　併設型子育て支援ｾﾝﾀｰ等　年間 8回
　　単独型子育て支援ｾﾝﾀｰ　 　年間 3回
　　計　年間 11回　　参加人数　262人

Ａ

・子育て支援センターの父親の利用を啓発した。父
親の利用を進めることにより、母親に自分の時間が
できたり、父母が共に子育てすることで悩みを共有
し、育児不安の軽減を図ることができた。

・引き続き父親の利用の啓発を行っていく。また、よ
り父親が利用しやすい事業の進め方を工夫してい
く。

こども未来課

◇妊婦とその家族に妊娠、育児の模擬体験を交
えた教室「パパママ教室」の開催

・「パパママ教室」の開催
年間18回、うち日曜日開催（5日間）とお盆開催
は、参加希望者多数のため、午前・午後の2回ず
つ開催。
参加者：妊婦226人・家族214人（うち夫213人）
・訪問パパママ実施件数32件
　　（うち夫婦とも在宅30件）（別掲）

Ａ

・平日開催日を含め、父親の参加率はR1年度
94.2%(H30年度93.1%)と高く、すすんで沐浴体験や
妊婦スーツの着用等を体験する姿が見られ、産後
の育児参加意識向上につながった。

・引き続き、参加者のニーズや社会情勢に応じて内
容の改善を図りながら教室を開催し、出産後の子
育て支援サービス利用につなげる。

こども保健福祉課

◇男性の子育てに関する講座（父親の子育てマ
イスター養成講座）の開催

・父親の子育てマイスター養成講座の実施
　　公開講座受講者　  100名
　　養成講座修了者　    16名

Ａ

・父親の育児参画を推進するため、男性を対象とし
た「父親の子育てマイスター」養成講座を「パパスマ
イル四日市」と協働で実施し、平成22年度から令和
元年度までで計158名をマイスターとして認定した。

・父親の育児参画の推進のため、継続して「父親の
子育てマイスター」養成講座を実施する。また、引き
続き講座の企画や運営を父親の子育てマイスター
と協働で行うことにより、効果的な事業の実施を図
る。

こども未来課

男性の家庭参画を促進す
るための情報提供と講座
の充実

2

1

男女がともに育児を担うた
めの講座の実施

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅱ　　社会のあらゆる場における男女共同参画と女性活躍の推進
重点課題２　　　　男性の家事・育児・介護等への参画

コード 推進施策 実施事業 担当課

令和元年度

次年度に向けての方向

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅱ　　社会のあらゆる場における男女共同参画と女性活躍の推進
重点課題２　　　　男性の家事・育児・介護等への参画

コード 推進施策 実施事業 担当課

令和元年度

次年度に向けての方向

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

◇子育てに関する情報提供と父親の子育て相談
の実施

・父親の子育て相談員による相談活動
　　開催回数 11回
     利用者数　262人

Ａ

・父親の子育てマイスターをよかパパ相談員として
土曜日等に各支援センターに派遣し、利用者に対
して父親目線による相談業務や絵本の読み聞かせ
等を行った。気軽に参加してもらえるよう、事業名称
を「よかパパ相談」から「よかパパひろば」へ変更を
行った。

・令和元年度まで子育て支援センター等の利用者
を対象としていたよかパパ相談を継続して行う。ま
た、事業の実施に当たっては、参加者の増加を図
るため、実施場所をこども子育て交流プラザへ変更
する。

こども未来課

◇男性による絵本の読み聞かせ等の推進 ・「ザ・男の読み聞かせ」の開催 Ａ
・「ザ・男の読み聞かせ」を開催し、男性の子育て参
画について啓発を行うことができた

・引き続き、男性による読み聞かせを開催する。 図書館

◇認知症サポーター養成講座や出前講座等で
意識啓発

・認知症サポーター養成講座 78回（受講者：
1,826人）
・その他出前講座　58回（受講者数：1301人）

A
平成18年度から累積で26,410人の受講者があり、
介護の基礎知識や認知症に関する理解を普及する
ことができた。

引き続き出前講座等を活用し、昨年度と同様の実
績を目指す。

高齢福祉課

・介護保険についての出前講座　3回
　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者数：　60人）

A
・講義やその後の質疑応答を通じて、介護保険制
度について理解を深めることができた。

・制度をよく知らないために漠然と不安を感じている
方も多いため、引き続き、出前講座などを活用して
介護保険への理解を深めていく。

介護保険課

・さんかくカレッジ市民講座「おばあちゃん社会の
到来と不安」において、「認知症フレンドリー社会
への希望」と題した公開講座を開催した。（受講
者数　延べ72人）

Ａ

・認知症を医療やケアだけの問題として捉えるので
はなく、社会全体としてどう対応していくのかなど社
会の在り方を考えたり、これからの生き方を考える
講座を市民団体との共同により実施した。

・介護は性別に関わらず、誰にでも起こりうるという
認識を持ってもらえるよう今後も啓発を行っていく。

男女共同参画課

・人事課主催のプレパパ勉強会に協力し、もうす
ぐ父親になる職員、最近父親になった職員に対
し、育休制度の説明と体験談を聞ける機会を設
けた。
・情報紙はもりあにて、育休中の男性の家事・育
児時間についての記事を掲載した。

Ａ

・情報紙はもりあにて、男性の育児休業取得を促す
とともに、取得する前には夫婦間でよく話し合い、役
割を互いに把握するなど、有意義な育児休業にな
るよう啓発を行った。

・男女共同参画庁内調整会議や職員研修など機会
を利用し、男性の育児休業が増えるよう意識付けを
行っていく。

男女共同参画課

・男性の育児休業取得者　　１３人
・男性の育児休業等（部分休業・出産補助休暇・
育児参加休暇を含む）取得率　　　80.8％

Ａ
・新規育児休業取得者について前年と同水準を維
持することができた。育児休業率については前年よ
り増加した。

・引き続き、出産補助休暇や育児参加休暇等と合
わせて育児休業等の制度を周知するとともに、育
児参画計画シート等を活用し、所属長による面接等
を行うことで、男性の育児休業等の取得推進を図
る。

人事課

4

5
市役所が率先して父親の
子育て参画を推進する

◇育児休業・育児参加特別休暇等の周知
◇育児休業等取得該当職員に対する所属長に
よる面接ヒアリングの実施推奨

3
父親の子育て参画を推進
するための環境づくり

男女がともに介護責任を果
たすための意識啓発

◇介護に関する講座の開催や情報提供
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事業実績 評価 評価の説明

・子育てコンシェルジュの配置
・子育て支援センターでの情報提供　20箇所

Ａ

・こども未来課窓口、単独型子育て支援センター
（橋北、塩浜）及び四日市市こども子育て交流プラ
ザに子育てコンシェルジュを配置し、ニーズに応じ
た子育て支援施策の情報提供を行うことができた。

・引き続き各施設において子育てコンシェルジュを
配置し、市民の身近なところで相談に応じ、関係機
関と連携しながら情報提供に努めていく。

こども未来課

・各保育園、幼稚園において相談を受けたりしな
がら、子育て中の家庭の支援を行った。
　　23保育園で実施
　　21幼稚園で実施
     2こども園で実施

Ａ
・子育てに関し、保護者に交流の場を提供したり、
情報を提供していくことで保護者への支援を実施す
ることができた。

　引き続き、子育てに関し、保護者に交流の場の提
供し、情報を提供していく中で、保護者への支援を
実施していくよう努める。

保育幼稚園課

・子育て支援事業
　18保育園で実施　　利用者数　        　7,496人
　子育て支援センターの利用者数  　　92,209人
　子育て支援センターでの相談件数  　3,938件

Ａ
・保育園のあそぼう会、子育て支援センターで継続
して事業を実施し、多くの親子に利用していただくこ
とができた。

・各子育て支援センターの特徴を担当者間で共有
し、より良い支援につなげていく。

こども未来課

・未就園児やその保護者に遊び場や交流の場を
提供した。

　18保育園で実施　　利用者数　  7,508人
　21幼稚園で実施　　利用者数　 12,927人

Ａ
・地域に施設を開放し、未就園児やその保護者に
遊び場や交流の場を提供し、多くの親子への支援
を行うことができた。

　引き続き地域に施設を開放し、未就園児やその
保護者へ遊び場や交流の場を提供し、子育てに関
する情報を提供したり、相談を受けたりしながら、子
育て中の家庭の支援を行うよう努める。

保育幼稚園課

◇積極的な子育て相談（育児、栄養、発育、発達
等）の実施（乳幼児家庭訪問事業、乳幼児食教
室、歯ハハの教室など）

・こども発達支援課での相談統計　1256件

【こども保健福祉課】
・育児相談、すくすくルームでの相談　延べ
2383件
・乳幼児家庭訪問件数　延べ3302件
・乳幼児食教室　年間30　回、679組参加
・歯ハハの教室　年間48回、対象児　524名参加
・心理発達相談　延べ　437件

Ａ

【こども保健福祉課】
・対象者の相談内容に応じて保健師、助産師、管理
栄養士、歯科医師、歯科衛生士等専門職員が対応
した。また、必要時には関係機関と連携し跡切れの
ない支援に勤めた。
【こども発達支援課】
・各課・関係機関と連携を図り、相談対応することが
できた。

・保護者の主訴に応じ、安心につながる相談を続け
る。
【こども保健福祉課】
・引き続き相談者のニーズの把握に努め、必要な
情報提供を行うとともに、関係機関との連携を図る
ことで、跡切れのない支援体制を継続する。

こども保健福祉課
こども発達支援課

◇各在宅介護支援センター及び各地域包括支
援センターでの情報提供、相談の実施

・地域包括支援センターにおける相談支援件数
20,901件
・在宅介護支援センターにおける相談支援件数
68,417件

Ａ

・地域相談窓口として各地区に配置されている在宅
介護支援センターと、それを後方支援する地域包
括支援センターが連携し、延９万件を上回る、介護
等に関する相談支援を行うことができた。

・高齢化とともに増加する医療的な相談に対応する
ため、医療職を配置した在宅介護支援センターで、
相談体制をさらに充実させる。

高齢福祉課

◇障害者相談支援センター及び計画相談支援
事業所での情報提供、相談の実施

・相談支援事業所等の関係者と連携をとり、随時
必要な情報提供、相談等を行った。

Ａ
・相談支援事業所等の関係者と連携をとり、随時必
要な情報提供、相談等を行うことができた。

・今後も関係機関と連携をとり、情報共有を行うこと
で必要な支援を継続していく。

障害福祉課

1
子育てに関する情報提供と
相談の充実

◇子育てに関する情報提供と相談の充実

◇未就学園児やその保護者に遊びの場や交流
の場を提供

2
介護サービス情報の提供と

相談の充実

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅱ　　社会のあらゆる場における男女共同参画と女性活躍の推進
重点課題３　　　　ワーク・ライフ・バランスの促進

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅱ　　社会のあらゆる場における男女共同参画と女性活躍の推進
重点課題３　　　　ワーク・ライフ・バランスの促進

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

・乳児保育　     39園で実施
・延長保育　     33園で実施
・一時保育　     18園で実施
・特別支援保育    30園で実施
・休日保育　　    3園で実施

Ａ
・平成３１年度は乳児保育、延長保育、一時保育の
実施園を増やすなど、多様な保育サービスを実施
し、充実させることができた。

・引き続き、乳児保育、延長保育、一時保育、特別
支援保育、休日保育など多様な保育サービスを充
実させ、子育て支援に努めていく。

保育幼稚園課

・病児保育　　    3か所で実施 Ａ ・多様な保育サービスを実施することができた。 　 こども未来課

・一時保育　１8園で実施 Ａ
・通常の一時保育に加えて、第二子以降の子を出
産した家庭にメリットのある制度として、事業の拡充
を図ることができた。

・引き続き、子育て支援に努めるとともに利用促進
に向けて周知を図る。

保育幼稚園課

・保育無料券の交付　　交付枚数　　458枚 Ａ
・第２子以降の子を出産した者に対して、一時保育
を気軽に利用していただくことで、心理的・肉体的な
負担の軽減（リフレッシュ）を図ることができた。

・引き続き保育無料券を交付し、子育て中の負担軽
減を図るとともに、一時保育事業の周知を図る。

こども未来課

4
保育実施施設の定員等の
拡充

◇認可保育園等の保育実施施設の定員等の拡
充

・私立保育園　3施設増、定数270人増
地域型保育事業所　3施設増　定数50人増 Ａ

・低年齢児（0～２歳児）の待機児童数が増加してい
る中、私立保育園３園、地域型保育事業所3施設の
開園により定員の拡充を図ることができた。

・待機児童が増加している中、その対策として引き
続き認可保育園の定員の拡充などを行う。

保育幼稚園課

5
地域の子育て環境整備と
支援体制の充実

◇ファミリー・サポート・センター事業の充実
◇学童保育の充実（新規開設支援、適正規模へ
の分割推進）

・会員数　1,496人　　活動件数　2,000件
・大規模化している学童保育所の分割　　3か所
　（市内学童保育所数　計59）

Ａ

・会員数、活動件数ともに前年より微減となったもの
の、安定して援助活動を行うことができた。
・大規模化している学童保育所の適正規模化への
分割の推進を行った。

・制度に対するニーズに応えるべく、新規の援助会
員を増やす取り組みを積極的に行う。
・今後も大規模化の傾向のある学童保育所に対し
て、施設整備費等の分割にかかる費用を対象とし
た補助を行い、学童保育所の適正規模化を図る。

こども未来課

◇四日市市「男女がいきいきと働き続けられる企
業」表彰の実施
◇働き方改革に関する企業内研修を実施する市
内企業へ講師派遣を実施

・1社の表彰を実施。
・ワークスタイル・イノベーション推進事業として、
働き方改革に関する企業内研修を実施する市内
企業へ講師を派遣

A

・表彰項目等、制度の見直しを積極的に進めなが
ら、適切に施策を推進した。
・推進事業について、講師を派遣した市内企業から
は好評を得ることができた。

・制度の見直しを積極的に進めながら、適切な施策
推進を継続する。引き続き、被表彰事業所が表彰
の恩恵を受けることができるような制度構築を全庁
的に検討していくとともに、被表彰事業所の取り組
みを広めていけるよう、男女共同参画課、こども未
来課等との連携を一層強化しながら、事業所に対
する表彰制度の啓発等に取り組む必要がある。
・企業への研修講師の派遣や、講演会を開催し、
ワークスタイル・イノベーション推進に取り組む企業
を支援する。

商工課

◇市職員における育児休業・介護休暇などの制
度の活用促進
◇長時間にわたる時間外勤務の削減

・市職員年休取得数　　　   １２．４日／年
・時間外の実績　　　　　　　２０．７時間／月
　　　３０時間／月 以上の所属　　　２８所属
・市職員育児休業取得者数　　　１７４人
・介護休暇取得者数　　４人

Ａ

・年休取得数は前年と同水準となった。時間外勤務
については、前年より若干増加となった。
・育児休業取得者数についても前年より若干増加と
なった。
・介護休暇取得者数は前年より増加となった。

・年休取得促進については、アニバーサリー休暇や
チャレンジ休暇の周知をはかるとともに、年度当初
にワークライフバランス充実度確認票を作成するこ
とで休暇の計画的取得を促進していく。また、時間
外勤務については、働き方改革推進本部において
ＡＩ等を活用した庁内業務改善などを実施し、適正
化に向けて取り組んでいく。

人事課

◇総合評価方式入札において、育児休業制度
導入等、女性登用や子育て支援に取り組んでい
る企業の優遇

・総合評価方式による入札は２３件で、育児休業
制度の規定がある入札参加者については、評価
点を加算することにより評価した。

Ａ
・総合評価の評価基準で加算対象とすることで、入
札参加者に対し、育児休業制度への意識を高める
ことができた。

・引き続き、育児休業制度の導入企業に対して、評
価を行う。

調達契約課

6
仕事と家庭生活の両立の
ための職場環境づくり

3
保育園等の施設における
多様な保育サービスの充

実

◇乳児保育、延長保育、一時保育、特別支援児
保育、病児保育、休日保育など多様な保育サー
ビスの実施

◇第２子以降子育てレスパイトケア事業の実施
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事業実績 評価 評価の説明
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コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

◇男女共同参画にかかる国・県などの施策の情
報提供
◇四日市市「男女がいきいきと働き続けられる企
業」表彰の実施
◇四日市市雇用実態調査の男女共同参画に関
する回答結果をＨＰで公開

・国等からの情報を配架し、市民等に提供すると
ともに、随時市内事業所に対して国等からの情
報提供を行った。また、市内企業を中心に訪問
を実施し、情報を提供。
・1社の表彰を実施。
・雇用実態調査で、仕事と家庭の両立支援への
取り組みなど、男女共同参画に関する項目を挿
入した。

Ａ

・国等からの情報を配架、人権啓発企業連絡会会
員企業への連絡等の機会を捉え、事業所への送付
を通じて各種情報提供に取り組んだ。また、市内企
業を中心に訪問を実施し、情報提供先の拡充に取
り組むなど、適切に施策を推進した。
・制度や調査項目の見直しを積極的に進めながら、
適切に施策を推進した。

・国等からの情報について、随時配架や事業所へ
の送付を実施するとともに、事業所への訪問を実施
し、情報提供先の拡充に取り組むなど、適切に施
策を推進する。
・制度の見直しを積極的に進めながら、適切な施策
推進を継続する。今後は、被表彰事業所が表彰の
恩恵を受けることができるような制度構築を全庁的
に検討していくとともに、被表彰事業所の取り組み
を広めていけるよう、男女共同参画課、こども未来
課等との連携を一層強化しながら、事業所に対す
る表彰制度の啓発等に取り組む必要がある。
・雇用実態調査の男女共同参画に関する設問につ
いて、適宜項目の見直しを行っていく。

商工課

◇ワーク・ライフ・バランス推進企業の紹介
◇企業訪問等による情報収集及び情報提供
◇企業向け出前講座の実施

・企業向けワーク・ライフ・バランス出前講座の実
施
　（実施回数　3回、参加人数　延べ　98人）

Ａ
・企業向けのワーク・ライフ・バランス出前講座の実
施回数は昨年度より１回増加した。
・周知については、商工会議所に協力を依頼した。

・引き続き出前講座を実施するとともに、商工会議
所に周知の協力を求めていく。

男女共同参画課

・毎週ハローワークが発行する求人情報を入手
し、掲示板により全庁に提供するとともに、市
ホームページに掲載。また、各地区市民セン
ター、人権プラザ等市民には、紙媒体で提供。
・平成30年度から対象資格を拡充した求職者資
格取得助成金について、広報よっかいちに掲載
するとともに、四日市公共職業安定所、マザーズ
コーナー四日市、三重県等の関係機関と連携
し、啓発を実施した。

Ａ

・毎週ハローワークが発行する求人情報を入手し、
迅速に全庁に提供するとともに、市ホームページに
掲載した。また、各地区市民センター、人権プラザ
等市民に身近な所属については、紙媒体での提供
を行うなど、女性の就業機会の拡充に取り組んだ。
・求職者資格取得助成金について、広報よっかいち
に掲載するとともに、四日市公共職業安定所、マ
ザーズコーナー四日市、三重県等の関係機関と連
携し、啓発を実施した。

・ハローワーク発行の求人情報等について、積極的
に入手・提供に取り組む。
・求職者資格取得助成金について、広報よっかいち
への掲載や、四日市公共職業安定所、マザーズ
コーナー四日市、三重県等の関係機関と連携・啓
発により、女性の就業機会の拡充に取り組む。より
就職に繋げるため、助成の対象資格の拡充につい
ては引き続き、関係機関と連携して検討を進める。

商工課

・ハローワーク、三重労働局との共催で「知って
おきたい!!女性のための働き方セミナー」を実施
（参加人数　42人）

Ａ

・ハローワーク、三重労働局との共催でセミナーを
実施し、これから働く女性向けに、社会保険と雇用
保険、扶養の範囲、産休と育休などについての講
義を行った。

・今後もハローワーク、三重労働局と連携していく。
く。

男女共同参画課

9
女性の職業能力開発と職
域拡大

◇就職セミナーの開催や、関係機関と連携した
四日市市求職者資格取得助成金の周知、啓発
による資格取得の支援

・四日市公共職業安定所や四日市商工会議所と
連携して、就職セミナーを開催。
・平成30年度から対象資格を拡充した求職者資
格取得助成金について、広報よっかいちに掲載
し、広く市民に啓発を実施。
・四日市公共職業安定所、マザーズコーナー四
日市、三重県等の関係機関と連携し、啓発を行
うとともに、全庁的に女性の職業能力開発と職
域拡大を進めるべく、男女共同参画課をはじめと
した庁内の関係所属にも情報提供を実施。

Ａ

・四日市公共職業安定所や四日市商工会議所と連
携して、就職セミナーを開催し、企業と就職を希望
する方のマッチングに取り組んだ。
・求職者資格取得助成金について、広報よっかいち
に掲載し、広く市民に啓発を行った。
・四日市公共職業安定所、マザーズコーナー四日
市、三重県等の関係機関と連携し、啓発を行うとと
もに、、全庁的に女性の職業能力開発と職域拡大
を進めるべく、男女共同参画課をはじめとした庁内
の関係所属にも情報提供を行うなど、適切に施策
を推進した。

・四日市公共職業安定所や四日市商工会議所と連
携して、就職セミナーを開催し、企業と就職を希望
する方のマッチングに取り組む。
・求職者資格取得助成金について、広報よっかいち
への掲載や、四日市公共職業安定所、マザーズ
コーナー四日市、三重県等の関係機関と連携・啓
発により、就業機会の拡充に取り組む。より就職に
繋げるため、助成の対象資格の拡充については引
き続き、関係機関と連携して検討を進める。
・四日市公共職業安定所、マザーズコーナー四日
市、三重県等の関係機関と連携し、啓発を行うとと
もに、、全庁的に女性の職業能力開発と職域拡大
を進めるべく、男女共同参画課をはじめとした庁内
の関係所属にも情報提供を行うなど、施策の推進
に取り組む。

商工課

◇ハローワーク、マザーズコーナー四日市等と
連携し、求人等の情報提供
◇労働相談機関の情報提供
◇関係機関と連携した四日市市求職者資格取
得助成金の周知、啓発による資格取得の支援

7
企業と市民に向けての情
報提供

8 女性の就業機会の拡充
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅱ　　社会のあらゆる場における男女共同参画と女性活躍の推進
重点課題３　　　　ワーク・ライフ・バランスの促進

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

◇起業のための情報提供（四日市志創業応援
隊の利用促進）
◇四日市市独立開業資金融資等の支援制度の
周知、啓発
◇女性起業家育成支援講座（ウーマン起業塾
よっかいち）の開催

・創業に関する相談窓口を設置し、四日市商工
会議所をはじめとする四日市志創業応援隊の構
成機関と連携を図り、創業のための支援を行っ
た。また、創業のための情報を広報やホーム
ページなどに掲載し、広く周知を図った。
・独立開業資金等の支援制度について、市内の
金融機関等を訪問し、支援制度の周知、啓発を
行った。
・女性起業家育成支援講座を実施した。

A

・チラシの配架や電話相談での案内を行うことで、
創業を考えている人が相談窓口としての商工会議
所等の利用促進につなげた。
・独立開業資金等の支援制度について、市内の金
融機関を訪問し、支援制度の周知、啓発を図れた。
・女性起業家育成支援講座に延べ29名が参加し
た。また、公開プレゼンのほか、フォローアップとし
て企業とのマッチングを行った。

・創業に関する相談窓口を設置し、四日市商工会
議所をはじめとする四日市志創業応援隊の構成機
関と連携を図り、創業のための支援を行う。また、
創業のための情報を広報やホームページなどに掲
載し、広く周知を図る。
・独立開業資金等の支援制度について、情報を市
内の金融機関等を訪問し、支援制度の周知、啓発
を図る。
・女性起業家育成支援講座（ウーマン起業塾よっか
いち）を開催する。

商工課

◇起業セミナーの開催
◇実践の場の提供

・プチ起業入門講座「自分さがしと仲間づくり」を
連続２回講座で開催した。（参加人数　延べ32
人）

Ａ
・Ｍｉｅ女性起業支援室に講師を依頼し、自己診断
ツールやＦａｃｅｂｏｏｋを使った講座を実施した。参加
者の満足度は高かった。

・引き続き起業のための講座を開催するとともに、
チャレンジショップで出店の機会を作り、集客につい
ても促していく。また、必要に応じて商工課の女性
起業家育成講座を紹介する。

男女共同参画課

◇母子家庭等自立支援給付事業の実施
◇パソコン講座等、就労支援のための講座の開
催

・自立支援教育訓練給付金8件、高等職業訓練
促進給付金8件

Ａ

・母子家庭等自立支援給付金事業を実施し、自立
に向けての資格取得を支援した。
・母子・父子福祉センター事業として、パソコン講座
を開催した。

・就労に繋がる資格取得をはじめ、当該事業の対
象世帯に対し、積極的に啓発を行いながら自立生
活の基盤を築く契機として支援を実施していく。

こども家庭課

◇パソコンや簿記研修等、専門知識の習得と能
力開発など農村女性アドバイザーや女性農業団
体の活動への支援

・パソコン簿記研修参加者数：11名 Ａ
・参加者21名中、女性は11名であり、昨年度の実績
と遜色がない。

・引き続き、専門知識の習得や能力開発につなが
る研修への参加を促し、女性就農者の活動の支援
に努める。

農水振興課
農業委員会事務局

◇働く女性・働きたい女性のための相談事業の
実施

・相談窓口を年間24回開設。（相談件数　31件） Ａ

・相談業務については、キャリアカウンセラーが対
応にあたっており、専門的知見に基づきアドバイス
等を行っている。令和元年度は31件の相談を受け
た。

・令和２年度は、開催時間を変更するとともに、広報
チラシ等を作成し、広報強化に努める。

男女共同参画課

◇潜在保育士職場復帰支援事業
・潜在保育士職場復帰支援就職セミナー（研修
会）の実施
（１回開催　参加人数３人）

B

・保育園勤務のブランクが長い、また保育園での勤
務経験が少ない潜在保育士を対象にセミナーを実
施して、現場復帰への再チャレンジができるよう支
援を行った。

・引き続き潜在保育士職場復帰支援セミナーを実
施し、潜在保育士の現場復帰への支援を行う。

保育幼稚園課

◇潜在看護師の人材確保 ・カムバック研修を実施した（参加者10名） B ・研修を実施したが採用には至らなかった ・引き続き研修を実施予定
市立四日市病院
総務課

◇女性が働きやすい職場づくりに取り組む市内
中小企業を支援

・四日市市中小企業女性就労促進事業費補助
金について、就業規則の改正や、ハード整備を
行った企業の支援を実施。（補助金支給件数
14件）

A

・四日市市中小企業女性就労促進事業費補助金に
より、市内中小企業において、女性が働きやすいよ
う制度の構築やハード整備など職場環境整備の推
進を図ることができた。

・令和２年度は、四日市市中小企業働きやすい職
場づくり支援事業費補助金に制度名を改正し、引き
続き市内中小企業における職場環境づくりを支援し
ていく。

商工課

13 女性活躍の促進
◇各分野で活躍している女性たちと市長による
公開意見交換会を実施及びロールモデルの紹
介

・市内で活躍する女性と市長とのパネルディス
カッション「トーキングテラス～子育てママ編～」
の実施（参加人数　19人）

Ａ

・市内で活躍されている子育てママ３名を招き、市
長も交えパネルディスカッションを開催した。家事・
育児と両立しながら、地域での活動についての実
例を聞くことで、子育てママの社会参画を促した。

・女性と企業とのマッチングイベント事業および女性
活躍促進法普及セミナーを開催する。
・新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえなが
ら、イベントやセミナーの開催の可否を判断してい
く。

男女共同参画課

10 女性起業家への支援

11
専門知識の習得と能力開
発などへの支援及び情報
提供

12 就労する女性への支援
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事業実績 評価 評価の説明

◇地域の実情を勘案しつつ、女性もPTA会長を
担うよう促進

・PTA会長の女性人数
　　小学校　11人／37校
　　中学校　９人／22校（H30　28/60）

B

・女性会長の比率は下がったが、新規に女性が
PTA会長を担うようになった学校が３校（小２、中１）
あり、性別によらずPTA会長を担う環境づくりは進
んでいる。

・今後も性別によらずPTA会長を担えるよう、環境
づくりに努める。

社会教育・文化財
課

◇男女がともに地域で活動を担っていけるよう啓
発

・自治会長数750人（うち女性37人）　4.9％ B
・女性自治会長の人数は前年と同じだが、女性自
治会長数率は微減（平成30年度5.0％⇒令和元年
度4.9％）となった。

・引き続き、自治会長への女性登用促進に努める。 市民生活課

◇地域で活躍する女性リーダーを情報紙等で紹
介

・市内で活躍する女性と市長とのパネルディス
カッション「トーキングテラス～子育てママ編～」
の実施（参加人数　19人）

Ａ

・市内で活躍されている子育てママ３名を招き、市
長も交えパネルディスカッションを開催した。家事・
育児と両立しながら、地域での活動についての実
例を聞くことで、子育てママの社会参画を促した。

・引き続き、地域で活躍する女性リーダーを情報紙
等を活用して紹介していく。

男女共同参画課

2
地域活動を担う女性リー
ダーの育成

◇地域活動を担う女性のリーダーを育成する講
座の実施

・地区市民センター講座
　　・男女共同参画セミナー
　　　1センター　2回　67人
　　・男女共同防災講座
　　　2センター　3回　61人

A
・地区市民センターで、男女共同参画に係る講座
や、男女共同参画と関連させた防災講座を実施し
た。

・引き続き、地域活動を担う女性のリーダーを育成
する講座の充実に努める。

地区市民センター
（市民生活課）

◇各地区で女性向けエンパワメントの講座や男
性の意識を変える講座を市民グループ（団体）等
と協働して実施

・地区市民センター講座
　・男女共同料理教室
　　3センター　3回　41人
　・男性向け料理教室
　　8センター　20回　250人
　・男女共同参画セミナー
　　1センター　2回　67人
　・男女共同防災講座
　　2センター　3回　61人

A
・地区市民センターで防災と男女共同参画について
の講座を実施し、地域活動への参画を促すととも
に、男女共同参画への意識づけを行った。

・引き続き、各地区で防災講座等を通して参画の必
要性を啓発し、地域活動への積極的な参画を促し
ていく。

地区市民センター
（市民生活課）

◇センターだより等で、地域活動への積極的な
参画を啓発

・センターだより等で、地域活動の周知を行うとと
もに、参画を呼び掛けた。

Ａ
・センターだより等で、地域活動の周知を行うととも
に、参画を呼び掛けた。

・引き続き、地域活動の周知を行うとともに、参画を
呼び掛けていく。

地区市民センター
（市民生活課）

・四日市市防災・減災女性セミナーの実施
（12回講座のうち8回受講が修了条件）
13名受講し9名が修了

Ａ

・新型コロナウィルスの影響で最終の講座を開催す
ることができなかったが、地域の防災・減災活動に
男女共同参画の視点の必要性を学ぶきっかけにな
るような講座を行うことができた。

・新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえなが
ら、講座の開催の可否を判断していく。

危機管理室

・避難所内案内プレートの作成 Ａ

・大規模災害時に指定避難所を開設するにあたり、
多様な人が理解しやすく、介護室や女性更衣室な
ど要配慮者に配慮したやさしい日本語やピクトグラ
ムを使用した案内プレートを作成し、さらに英語、ポ
ルトガル語などの６か国語を記載したものも作成
し、非常時に指定避難所運営や平時の防災訓練で
使用する。

・男女共同参画の視点を取り入れたこの避難所内
案プレートを防災訓練に使用することで、市民への
啓発を訓練を通じて実施していく。

危機管理室

4
男性の子育て参画を通し
て、様々な地域活動への参
画の推進

◇男女がともに地域活動へ参画できるよう、子育
てに関する講座等において啓発

・父親の子育てマイスター養成講座において、父
親の子育てを通して、男女が共に地域活動に参
画することへの啓発を行った。

Ａ

・父親の子育てマイスター養成講座16名の受講者
に対し、固定的な性別役割分担意識を払拭し、父
親の子育てと地域活動への参画を啓発することで、
男女が共に地域活動に参画しやすい環境づくりに
つなげることができた。

・引き続き講座を実施し、父親の子育てを通して、
男女がともに地域活動へ参画できるような環境づく
りを推進していく。

こども未来課

5
地域で活動する各種ボラン
ティア・NPO等への支援

◇市民活動の場（なや学習センター、市民活動
センター）の提供等による支援

・指定管理業務委託 Ａ
・延べ4,258団体及び51,745人の施設利用があっ
た。

・市民活動団体のさらなる利用促進に向け、指定管
理者と綿密な連絡・調整を行う

市民協働安全課

次年度に向けての方向 担当課

1
地域社会づくりを担うリー
ダーへの女性の就任促進

3
地域活動への積極的な参
画を促すための意識・環境
づくり

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅱ　　社会のあらゆる場における男女共同参画と女性活躍の推進
重点課題４　　　　地域社会での男女共同参画の推進

コード 推進施策 実施事業

◇地域防災活動に女性の視点が反映される機
会づくり

令和元年度

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし
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事業実績 評価 評価の説明

1 在住外国人女性への支援

◇外国人市民への情報提供
◇NPOやボランティアの育成や支援
◇関係機関との連携（男女共同参画センター、
NPO、国際交流センター、警察、病院等）
◇外国人市民向けの相談体制の充実

・多文化共生推進室におけるスペイン語または
ポルトガル語対応可能な女性職員の配置　2名
・多文化共生サロンにおけるポルトガル語対応
可能な女性職員の配置　１名
・国際交流センターにおける英語対応可能な生
活相談担当の職員の配置　2名
・生活オリエンテーションにおけるポルトガル語
対応可能な女性職員の配置　3名
（DV等緊急時の通訳派遣 0件）

A
・市役所内各関係部署、多文化共生サロン、国際
交流センター等において、母語による情報提供等を
行うことができた。

・多言語による情報提供、日本語習得支援、相談
事業を通じて外国人女性が日本で生活する上での
自立支援を継続して進める。

市民生活課
（多文化共生推進
室)

2
在住外国人女性の地域社
会への参画促進

◇地域活動への参加促進のための外国人市民
リーダーの発掘や養成、ふれあい交流事業や生
活講座の実施
◇共助の理解促進のための防災セミナー等の
実施

・地域づくりサポーター養成講座
・ふれあい、生活講座
・防災セミナー、防災訓練実施

A
・外国人女性が参加できる各講座、セミナー等によ
り、地域活動への参加を図り、また参画促進を働き
かけることが出来た。

・引き続き、講座、セミナー等を実施することで、在
住外国人女性の地域社会への参画促進を進める。

市民生活課
（多文化共生推進
室)

3
男女共同参画の視点に
立った外国人市民との相互
理解

◇国際的な男女共同参画に関する情報や学習
機会の提供

・情報紙はもりあにてジェンダーギャップ指数の
記事を掲載。
・はもりあフェスタにおいて、市民団体とともに、
ワークショップ「留学生が見る日本の男女共同参
画」を開催した。（参加人数　15人）

A

・世界から見た日本の状況などについて、情報紙は
もりあにて紹介した。
・ネパールの留学生を招き、男女共同参画の視点
で、ネパールと日本の違い、職業、教育、医療分野
などの現状を話し合った。

・引き続き、世界の男女共同参画の情報を提供す
るとともに、男女共同参画の視点を取り入れつつ、
海外の文化などを学べる機会を設けていく。

男女共同参画課

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅱ　　社会のあらゆる場における男女共同参画と女性活躍の推進
重点課題５　　　　国際化に対応した男女共同参画

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし
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26 

基本目標Ⅲ 配偶者等からの暴力を許さない社会づくり 

（四日市市配偶者等からの暴力（DV）防止基本計画） 

１、目標指標と評価 

●重点課題１ 「DV を許さない意識づくり」 

目標指標 「ＤＶ及びデートＤＶ防止にかかる講座の受講者数」 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

〔令和元年度の評価〕 

 

 

 

 

 

 

 

●重点課題２ 「安心して相談できる体制づくり」 

目標指標 「婦人相談員の外部研修派遣回数」 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〔令和元年度の評価〕 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25(2013)年度≪基準値≫ － 

平成 27(2015)年度≪実績値≫ 2,525 人 

平成 28(2016)年度≪実績値≫ 2,910 人 

平成 29(2017)年度≪実績値≫ 1,890 人 

平成 30(2018)年度≪実績値≫ 1,634 人 

令和元(2019)年度≪実績値≫ 1,971 人 

令和２(2020)年度≪目標値≫ 3,000 人 

平成 25(2013)年度≪基準値≫ ２３回 

平成 27(2015)年度≪実績値≫ １２回 

平成 28(2016)年度≪実績値≫ １９回 

平成 29(2017)年度≪実績値≫ ２２回 

平成 30(2018)年度≪実績値≫  ８回 

令和元(2019)年度≪実績値≫  ４回 

令和２(2020)年度≪目標値≫ ４８回 

令和元年度のＤＶ防止講演会は、「家族の健康的なコミュニケーションのコツ ～ＤＶ及び児

童虐待の予防のために～」のテーマで、講師自身の被害体験を踏まえて、誰もＤＶや児童虐

待の加害者や被害者にしないための家族でのコミュニケーションのコツや、自分を大切にす

る生き方のヒントを学んでいただく機会とすることを目的として開催し、22 人の参加があっ

た。デートＤＶ予防教育出前講座においては、９ヵ所で実施（中学校３校、高校４校、教職

員や保護者など２回）し、1,949 人が参加した。高校での実施回数が増加したため、受講者数

も増加した。引き続き、市民が参加しやすい、関心の引く講演会内容を企画していく。 

指標の設定について： 

DV 及びデート DV について、よ

り多くの人の理解、関心を得、社会

の中での認識を広める必要があるこ

とから、DV 及びデート DV 防止の

ための講座の受講者数を指標とし

た。目標については、実績を上回る

3,000 人と設定した。 

令和元年度の外部研修派遣回数は４回であり、これは相談員の欠員期間が生じたことや新人

相談員の育成期間が重なったことにより外部研修派遣の機会を得にくい状況にあったためで

ある。ここ数年、相談員の入れ替わりが激しいことから、体制を整えることを最優先した上

で外部研修に派遣していきたい。なお、研修は女性関連施設相談員研修や全国婦人相談員・

心理判定員研究協議会等に派遣し、受講内容は相談員間で共有した。また、内部研修である

スーパービジョン研修については、90 回実施し、新人相談員の育成をはじめ、相談員の技術

向上とメンタルケアを図った。 

指標の設定について： 

婦人相談員の資質向上と情報収

集を行うことで、より安心な体制を

整えるため、婦人相談員の外部研修

派遣回数を指標とした。目標につい

ては、4人の婦人相談員がそれぞれ

月１回程度外部研修に参加すると

して、48 回と設定した。 

（参考値）H26(2014)年度：10 回 
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●重点課題３ 「被害者等の保護充実と加害者対策」 

目標指標 「四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネットワーク会議開催数」 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔令和元年度の評価〕 

 

 

 

 

 

 

 

●重点課題４ 「被害者等の生活安定と自立支援」 

目標指標 「自己尊重講座（被害者支援のための講座）の受講者数（累計）」 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

〔令和元年度の評価〕 

 

 

 

 

 

 

平成 25(2013)年度≪基準値≫ １４回 

平成 27(2015)年度≪実績値≫ １４回 

平成 28(2016)年度≪実績値≫ １４回 

平成 29(2017)年度≪実績値≫ １４回 

平成 30(2018)年度≪実績値≫ １４回 

令和元(2019)年度≪実績値≫ １４回 

令和２(2020)年度≪目標値≫ １４回以上 

平成 25(2013)年度≪基準値≫ 
５４人 

（H24～H25の累計） 

平成 27(2015)年度≪実績値≫ 
２１人 

（H27 の参加人数） 

平成 28(2016)年度≪実績値≫ 
４８人 

（H27、H28 の累計） 

平成 29(2017)年度≪実績値≫ 
７４人 

（H27～H29の累計） 

平成 30(2018)年度≪実績値≫ 
９６人 

（H27～H30の累計） 

令和元(2019)年度≪実績値≫ 
１１５人 

（H27～R1 の累計） 

令和２(2020)年度≪目標値≫ 
１８０人 

（H27～R2 の累計） 

警察・司法関係、保健・医療機関、教育機関、福祉機関、地域団体の 30 団体で構成される四

日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネットワーク会議を、令和元年度は下記のと

おり実施し、情報共有、意見交換等を行った。 

・委 員 会 議（各団体の代表者による会議） ：２回 

・推進委員会議（各団体の担当者による会議） ：２回 

・部  会（各団体の担当者による情報交換等） ：８回 

・研修会（関係者及び市民向け）        ：２回 

今後も各関係機関と情報共有、意見交換等を行い、連携して被害者等への支援を行っていく。 

指標の設定について： 

DV や児童虐待の被害者を保護す

るにあたっては、多くの関係機関が

連携する四日市市子どもの虐待及

び配偶者からの暴力防止ネットワ

ーク会議の会議開催数を指標とし

た。目標については、年間必要とさ

れる開催数以上と設定した。 

（参考値）H26(2014)年度：14 回 

(注)部会、研修会含む 

被害を受けている女性を含め、日常的な生活の中で自分を大切にし、自分の思いを出すこと

が困難な女性が少なくないことから、自己尊重し自分自身を見つめ直す機会とすることを目

的とした女性のための自己尊重講座を、令和元年度は平成 30 年度に引き続き 5回連続講座と

して開催した。定員 30 人のところ 19 人の申し込みがあったが、５回連続講座であったこと

から、欠席もあったものの、参加者アンケートでは、満足度が高く好評で、「また是非機会が

あれば参加したい」など好意的な意見を多くいただいた。 

指標の設定について： 
DV 被害者への自立支援の重要な

一つとして精神的サポートを行う
ため、DV 被害を受けている女性が
自分を取り戻し、自分の存在価値を
認めることができる機会とする講
座（自己尊重講座）の受講者数を指
標とした。目標については、実績を
上回る毎年 30 人以上、6年間で 180
人以上が受講することと設定した。 

※目標指標は平成 27 年度から対

象。 
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２、令和元年度の主な取り組み状況 

●重点課題１ 「ＤＶを許さない意識づくり」 

  施策の方向Ⅰ「ＤＶ防止の啓発」 

 ①情報紙はもりあを年３回全戸回覧した。また、広報よっかいちやなどを活用し、男女共同参画

センターや相談窓口の周知を図ることができた。〔コード：２〕 

 ②児童虐待防止等に関する啓発チラシを作成・配布し、虐待防止等に関する意識の醸成を図っ

た。〔コード：３〕 

 施策の方向Ⅱ「若年層へのＤＶ予防・人権教育」 

 ③日常の保育での指導に加え、絵本・映像・外部講師による劇や音楽を活用した人権保育・人

権教育を実施した。〔コード：７〕 

 ④小中学校における道徳教育の中で、私たちの道徳を活用し、自尊感情を育む授業実践を

することができた。〔コード：７〕 

●重点課題２ 「安心して相談できる体制づくり」 

 施策の方向Ⅰ「相談体制の充実」 

 ⑤女性のための電話相談、夜間電話相談、男性電話相談は、いずれも昨年度より増加した。〔コ

ード：２〕 

⑥法律相談、臨床心理士相談をそれぞれ月１回ずつ開催した。〔コード：３〕 

 施策の方向Ⅱ「外国人等情報が届きにくい人への相談体制の充実」 

 ⑦市役所内各関係部署、多文化共生サロン、国際交流センター、生活オリエンテーションにお

いて、外国人市民が訪れた際の相談対応及び、通訳対応・派遣を行うことができた。〔コード：

６〕 

 ⑧来課時における窓口相談のほか、地域における高齢者の総合相談窓口である在宅介護支援

センター、ケアマネージャーなどの介護保険事業者、民生委員や自治会などの関係者に対し、

研修や連絡会などの機会を通じて高齢者施策に関するパンフレットを広く配布し、普及啓発

に努めた。〔コード：６〕 

  ⑨通訳職員、窓口において外国人市民と関わる職員等が、心構えやスキルを学ぶことができた。

〔コード：７〕 

 施策の方向Ⅲ「相談員の資質向上と相談員に対する支援」 

 ⑩東海及び全国の婦人相談連絡会に参加し、情報共有や顔の見える関係づくりを行った。〔コ

ード：１０〕 

 ⑪相談ネットワーク連絡会では、より適切な対応ができるように窓口情報を共有したり、相談員間

の連携を図った。〔コード：１０〕 

 施策の方向Ⅳ「苦情受付についての周知」 

 ⑫相談に対しての意見や苦情についての申し出先について、面接相談開始時に相談員から相  

談者へ直接説明を行った。〔コード：１２〕 

●重点課題３ 「被害者等の保護充実と加害者対策」 

 施策の方向Ⅰ「被害者の早期発見」 

 ⑬各園との情報交換を図りながら連携を強化し、ＤＶ被害の早期発見に努めることができた。〔コ

ード：１〕 

  施策の方向Ⅱ「緊急時における被害者の安全確保」 

 ⑭子ども９人を含む被害者 19 人を、警察や県と連携のもと一時保護を行った。〔コード：５〕
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 施策の方向Ⅲ「加害者対策」 

 ⑮国・県等の加害者更正プログラムの調査研究状況の情報収集を行ったものの、新たな情報は

得られなかったため引き続き情報収集に努める。〔コード：７〕  

●重点課題４「被害者等の生活安定と自立支援」 

 施策の方向Ⅰ「生活安定と自立支援」 

 ⑯一時保護後の生活の場として、母子生活支援施設等の施設への入所支援を行った。〔コード：

１〕 

 ⑰母子家庭等自立支援給付金事業を実施し、自立に向けての資格取得を支援した。〔コード：２〕 

 施策の方向Ⅱ「当事者の子どもに対する支援」 

 ⑱園児に関して、家庭訪問、あるいは、民生委員・児童委員などの地域関係者との情報交換な

どを行い、子どもに対する心理的ケアの充実を図ることができた。〔コード：５〕 

   ⑲保護者の養育能力が不十分な場合や、乳幼児の健康等に課題がある場合などに、こども家

庭課と連携して、保健師等が専門的相談のための訪問を実施した。〔コード：６〕 

 ⑳心理的ケアが必要な児童生徒に対して専門家によるプレイセラピーなどを行った。〔コード：６〕 

 施策の方向Ⅲ「情報提供・管理の充実強化」 

 ㉑被害者の同意のもと、関係機関へ情報提供を行うとともに、被害者の負担軽減、安全確保の

ため、同行支援を行った。〔コード：８〕 

 ㉒DV 被害者に関する情報漏洩のないように該当者に対する照会があった際には適切な対応を

行った。〔コード：９〕 

 施策の方向Ⅳ「長期に及ぶ継続的な支援」 

 ㉓弁護士、臨床心理士とアドバイザー契約を結び、随時に専門家と相談できる体制を整え、相

談者に即座に対応することができた。〔コード：１０〕 

 

３、事業実施自己評価 

   ※別表「男女共同参画プランよっかいち 2015～2020 後期事業評価表（基本目標Ⅲ）」のとおり 



事業実績 評価 評価の説明

1

男女共同参画の理念や
ジェンダー、ＤＶについての
正しい理解の促進
(再掲　基本目標1－(1)－
①)

◇DV防止講演会の開催
◇講演会、映画祭、シンポジウム等の開催
◇市民グループ（団体）との協働による講座の
開催
◇情報紙はもりあの発行

・さんかくカレッジ（市民企画含む）7企画18講座
実施（参加人数　延べ269人）
・市内で活躍する女性と市長とのパネルディス
カッション「トーキングテラス～子育てママ編～」
（参加人数　19人）
・映画上映　１回（参加人数　210人）
・ＤＶ防止講演会　１回（参加人数　22人）
・高校生意識調査
　　インタビュー人数　1,584人
・情報紙はもりあ　12回発行（送付先　約400件）

Ａ

・令和元年度のさんかくカレッジでは、人生100年時
代や子育て中のリフレッシュ、自己尊重や子どもの
ころからの家事などの様々な分野で講座を開催
し、男女共同参画についての理解を進めた。平成
30年度に比べ、7講座少なく、参加人数も100人減
少した。これは、令和元年度の市企画の講座を高
校生意識調査に変更したことが理由である。
・令和元年度に初めて、高校に出向き、高校生に
男女共同参画に関する質問を行うことで、考える
きっかけを与えるとともに、意識を把握することがで
きた。

・講座内容や開催時期・時間を変更するなど参加
人数が増えるよう取り組みを進める。
・新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえなが
ら、講座や講演会等の開催の可否を判断していく。
・情報紙はもりあだよりの発行を年３回以上（Ａ３カ
ラー両面）とする。

男女共同参画課

◇市広報、ホームページ、情報紙はもりあ等で
の広報
◇パンフレット、相談窓口案内カードの配布
◇街頭啓発の実施
◇はもりあホームページの充実

・情報紙はもりあ　１２回発行（送付先　約400
件）
・ホームページによる情報提供
　（アクセス数　43,363件）
・DV予防啓発パンフレットの配布（出前講座実
施校等５カ所ほか）
・ふれあいモールにて相談窓口案内入りのポ
ケットティッシュを配布　800枚

Ａ

・情報紙はもりあを年３回全戸回覧した。また、広
報よっかいちなどを活用し、男女共同参画センター
や相談窓口の周知を図ることができた。
・相談窓口案内を広報よっかいち下旬号や情報紙
はもりあ、ホームページに掲載するほか、こども家
庭課と共同でふれあいモールにて相談窓口案内入
りのポケットティッシュを配布し、周知を行った。

・情報紙はもりあだよりの発行を年３回以上（Ａ３カ
ラー両面）とする。
・今後も市広報、ホームページ、情報紙のほか、街
頭での相談窓口の周知を行っていく。

男女共同参画課

◇市広報やホームページ等での周知
・市広報、パンフレット、ホームページ等で周知
を行った。

A
・市広報、パンフレット、ホームページ等で周知を
行った。

・引き続き周知に努めていく。 市民生活課

・デートDV予防教育出前講座　９か所で実施
（中学校３校、高校４校、教職員・保護者など２
回、参加人数　延べ　1,949人）

Ｂ

・中学校355人、高校1,522人、教職員や保護者等
72人がデートＤＶやＤＶについて学んだ。高校での
実施回数が昨年度より増加したため、受講者数も
増加した。（平成30年度1,596人）

・中学校、高校に対し積極的に働きかけを行ってい
く。

男女共同参画課

・子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネッ
トワーク会議として6回実施

A
・虐待をテーマとした実状の説明や、通告の啓発を
行った。

・児童養護など他の内容に関する講座依頼があっ
た際にも、当該テーマに係る啓発を引き続き積極
的に行っていく。

こども家庭課

◇ＤＶに関する啓発パンフレットの配布
・DV予防啓発パンフレットの配布（出前講座実
施校等５カ所（中学校２校、高校３校）、人権フェ
スタほか）

Ａ

・デートＤＶ予防教育出前講座の受講者に対し、講
座終了後もふりかえりができるようパンフレットを配
布した。また、人権フェスタの展示ブースにてパン
フレットの内容をパネル展示した。

・啓発パンフレットを配架するとともに、出前講座終
了時など印象に残りやすいタイミングで配布するよ
うにする。

男女共同参画課

◇啓発パンフレット等の作成、配布を通じ、子ど
もの目前でのDVが児童虐待にあたることを啓発

・児童虐待防止等に関する啓発チラシを作成
し、配布した。925部

Ａ
・啓発チラシを関係機関に配布し、虐待防止等に関
する意識の醸成を図った。

・今後も、児童虐待防止等に関する媒体を活用し、
地道に啓発活動に取り組んでいく。

こども家庭課

◇保育園・幼稚園・こども園の保護者会を通じ、
保護者向け講座等の実施

・保護者会や講演会などを通じて、ＤＶ防止の啓
発を行った。

Ｂ
・各園において、あらゆる機会を通じてＤＶ防止の
啓発を行い、ＤＶ防止の意識を高めていくようにし
た。

・引き続き、あらゆる機会を通じて、保護者への理
解を深められるようにしていく。

保育幼稚園課

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題１　　　　ＤＶを許さない意識づくり

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

2

男女共同参画推進の拠点
である男女共同参画セン
ター及び相談窓口の周知
(再掲　基本目標1－(1)－
④)

3

ＤＶが子どもに与える影響
についての理解促進
(再掲　基本目標1－(1)－
⑤)

次年度に向けての方向 担当課

◇出前講座の実施

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題１　　　　ＤＶを許さない意識づくり

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

・家庭教育講座実施数　47回
うち、ＤＶに関する講座　なし

Ａ
・家庭教育に関する保護者の理解を深めるための
事業を各校・園へ委託した。

・引き続き家庭教育講座を実施し、過去に講座を開
催した講師の情報提供を行い、講座の実施数を増
やしていくよう努める。

こども未来課
（青少年育成室）

・ＤＶに特化した学習会の依頼はなかったが、
PTA保護者学習会等の中で、男女共同参画の
視点をもった内容をとり入れて話をした。

Ａ

・ＤＶに特化した依頼はなく、詳しく話をすることはで
きなかったが、PTA保護者学習会等の中で、命の
大切さについて考える内容をとり入れて話をするこ
とができた。

・PTA等の保護者からの依頼がある場合、ＤVが子
どもに与える影響について考える機会をもつ。ま
た、その他の人権にかかわる学習会でも、子ども
が安心して過ごすことのできる環境づくりの視点を
話題にしたい。

人権・同和教育課

◇中学、高校、大学等での教職員も含めたデー
トDV予防出前講座の実施
◇デートDV防止パンフレットの配布

・デートDV予防教育出前講座　９か所で実施
（中学校３校、高校４校、教職員・保護者など２
回、参加人数　延べ　1,949人）
・DV予防啓発パンフレットの配布（出前講座実
施校等５カ所（中学校２校、高校３校）、人権フェ
スタほか）

Ａ

・中学校355人、高校1,522人、教職員や保護者等
72人がデートＤＶやＤＶについて学んだ。高校での
実施回数が昨年度より増加したため、受講者数も
増加した。（平成30年度1,596人）
・デートＤＶ予防教育出前講座の受講者に対し、講
座終了後もふりかえりができるようパンフレットを配
布した。また、人権フェスタの展示ブースにてパン
フレットの内容をパネル展示した。

・中学校、高校に対し積極的に働きかけを行ってい
く。
・啓発パンフレットを配架するとともに、出前講座終
了時など印象に残りやすいタイミングで配布するよ
うにする。

男女共同参画課

◇保育園、幼稚園、こども園、小学校等への人
権・ジェンダーの視点を養うための出前講座の
実施

・男女平等教育出前講座　36か所で実施（保育
園14、幼稚園７、こども園２、小学校13、参加人
数　延べ　2,290人）

Ａ

・保育園642人、幼稚園357人、こども園201人、小
学校1,090人（保護者含む）が男女平等、自己尊重
について学んだ。平成30年度に比べ、参加人数及
び実施か所数は減少した。（H30　30か所、2,028
人）

・平成30年度に比べ、実施か所及び参加人数が減
少している。若年層への教育は有効であることか
ら、人権擁護委員及び市民グループとの協力のも
と、実施か所が増えるよう引き続き取り組んでいく。

男女共同参画課

◇人権・ジェンダーに敏感な視点を養うための
子ども向け出前講座の実施

・子ども向け出前講座の実施　20回、1090人 A
・保育園、幼稚園、学童保育所から多くの依頼があ
り、相手を思いやる大切さ、命の大切さなどの人権
啓発を行うことができた。

・来年度も引き続き啓発に努めたい。 人権センター

◇性に関する相談の実施
・女性のための相談、男性のための電話相談に
て実施（相談件数　６件）

Ａ
・女性のための相談、男性のための電話相談の中
で相談を受けており、令和元年度は６件の相談を
受けた。（平成30年度17件）

・引き続き相談を受けていくとともに、相談を受ける
中で、必要に応じて、みえ性暴力被害者支援セン
ターよりこの紹介、または連携を行っていく。

男女共同参画課

◇性教育の実施（HIV、性感染症予防を含む）
◇教科・特別活動や道徳等で学習指導要領に
基づき、様々な視点で命の大切さに関する指導
や発達段階に応じた適切な性に関する指導の
継続
◇保健所等、関係機関と共同して出前授業の募
集を全中学校へかける

・性教育の実施（HIV、性感染症予防を含む）
・教科・特別活動や道徳等で学習指導要領に基
づき、様々な視点で命の大切さに関する指導や
発達段階に応じた性に関する指導の継続。
・性感染症出前講座として、四日市市保健予防
課と共同して中学校から2校の生徒保護者対象
に行った。
・性教育の中で、中学校１０校がデートＤＶを
扱った授業を実施した。教員が教材を作成した
り、産婦人科医師の話を聴いたりすることで、正
しい知識を学ぶことや、お互いの尊厳を大切に
することの重要さを学ぶことができた。

Ａ
・各校において、学習指導要領に基づき、性教育を
実施することができた。また出前講座を2校で実施
することができたため。

・今後も学習指導要領に基づいて指導を続けてい
く。出前講座については、中学校では生徒対象。小
学校では保護者対象として、呼びかけをしていく。
理由は、小学校においては、インフルエンザ感染
症等の感染症予防の観点が強くなるためである。

指導課

◇保健師や助産師による妊産婦訪問指導の実
施
◇妊産婦または乳幼児の保護者を対象とした電
話相談の実施

・産前産後サポート事業の実施
（産前551件、産後136件、計687件）
・妊産婦訪問指導　延べ　1434件
・妊産婦電話相談　延べ　1246件
・パパママ教室参加者
（妊婦　226人、家族　214人…うち夫　213人）
・産後ケア訪問事業（　16人　延べ　69件）

Ａ

・産前産後サポート事業により、全ての妊婦の状況
を把握し、必要に応じた支援を実施した。
・産後ケア訪問事業により、出産間もない時期に家
族等から支援を受けることができない産婦の不安
解消に努めた。

・引き続き妊娠中から出産後まで、継続した見守り
を実施するとともに、支援が必要な妊産婦を把握し
た段階で、速やかに対応方針を決定し、状況に応
じた支援を提供する。

こども保健福祉課

◇「青少年と家庭の悩み相談」事業の実施
・相談実績　　31件
うち、命の尊厳、出産、避妊等に関する相談なし

A
・青少年の悩み相談について、電話・面接による本
人や保護者からの相談に対応した。

・引き続き同様の事業を進めていく。また、相談の
内容に応じて各関係機関とも情報共有や連携を図
るよう努める。

こども未来課
（青少年育成室）

5

あらゆる暴力を許さない意
識の啓発
(再掲　基本目標1－(2)－
④)

6

命の尊厳と妊娠・出産・避
妊に関する権利・責任につ
いての啓発
(再掲　基本目標1－(2)－
⑤)

4

デートＤＶなどの暴力防止
のための教育の推進
(再掲　基本目標1－(2)－
③)

◇家庭教育講座等保護者向け講座の実施
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題１　　　　ＤＶを許さない意識づくり

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

◇保育園・幼稚園・こども園における人権保育・
人権教育の中での取り組みの推進

・進んで自分の意見を主張したり、相手の意見
を受け入れる力を育成するため、園児に対し
て、年齢に応じたねらいにより、人権保育、人権
教育を実施した。

Ａ
・日常の保育での指導に加え、絵本・映像・外部講
師による劇や音楽を活用した人権保育・人権教育
を実施した。

・引き続き、日常の保育・教育を充実させ、自尊感
情を育てるよう人権保育・人権教育を実施してい
く。

保育幼稚園課

◇各校における道徳の時間を中心とした自尊感
情を育む教育の推進

・全ての学校で、「わたしたちの道徳（文科省）」
を活用し、自尊感情を育む授業実践を行った。

Ａ
・小中学校における道徳教育の中で、私たちの道
徳を活用し、自尊感情を育む授業実践をすること
ができたため。

・今後も子どもたちの実態に応じた教育内容を工夫
した授業実践を進めていくことができるよう、働きか
けていく。

指導課

◇啓発パンフレット等を活用した家庭教育講座
等保護者向け講座の実施

・デートＤＶに特化した学習会の依頼はなかった
が、保護者学習会等の中で、男女共同参画の
視点をもった内容を採り入れて話をした。

A

・デートＤＶに特化した学習会の依頼はなかったの
で、詳しく話をすることはできなかったが、保護者学
習会等の中で、男女共同参画の視点をもった内容
をとり入れて話をすることができた。

・今年度も学校を通して保護者などから出前講座
等の依頼がある場合、講座を実施し、その他の人
権にかかわる講座の中でも折にふれ、話題に盛り
込んでいく。

人権・同和教育課

◇家庭教育講座等保護者向け講座の実施
・家庭教育講座実施数　47回
うち自尊感情を育てるための講座　なし

Ａ
・家庭教育に関する保護者の理解を深めるための
事業を各校・園へ委託した。

・過去に講座を開催した講師の情報提供を行い、
引き続き家庭教育講座でさまざまな講座を実施す
るよう努める。

こども未来課
（青少年育成室）

8

青少年の健全育成を阻害
する環境の改善
(再掲　基本目標1－(2)－
⑦)

◇インターネット被害防止等啓発パンフレット等
の作成、配布
◇出前講座（ｅ-ネット安心講座）の実施

・啓発リーフレットを作成し、学校園を通じて５歳
児から１５歳の子どもに配付した。　配布数
36,600枚
・出前講座　　開催数50回

Ａ

・啓発リーフレットを作成し、子どもやその保護者に
対し、啓発活動を行うことができた。
・各学校園・地域や子育て支援センターに出向き、
ネット啓発出前講座を行い、ネットの怖さなどをす
べての年代の方に啓発することができた。

・引き続き同様の事業を進めていく。また、ネット機
器を利用する世代が低年齢化しているため、その
保護者へも正しく安全にネット機器利用を理解して
もらえるよう健康診断時にもリーフレットを置くなど
啓発活動を行う。

こども未来課
（青少年育成室）

7

自尊感情を育てる教育の
推進
(再掲　基本目標1－(2)－
⑥)
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事業実績 評価 評価の説明

◇市の広報媒体での情報提供の他、民間のメ
ディアの活用を進める
◇相談カードの女性用トイレ等への設置の拡大

・ふれあいモールにて相談窓口案内入りのポ
ケットティッシュを配布　800個

Ａ

・相談窓口案内を広報よっかいち下旬号や情報紙
はもりあ、ホームページに掲載するほか、こども家
庭課と共同でふれあいモールにて相談窓口案内入
りのポケットティッシュを配布し、周知を行った。

・今後も市広報、ホームページ、情報紙のほか、街
頭での相談窓口の周知を行っていく。

男女共同参画課

◇市の広報媒体での情報提供を進める
・広報よっかいち下旬号に、相談窓口の情報を
掲載

Ａ ・毎月下旬号に相談窓口情報を掲載した。 ・引き続き掲載を行い、相談窓口の周知を行う。 人権センター

2 相談体制の充実
◇女性相談員の相談の充実
◇男性向け相談の実施

・女性のための相談件数　3,619件
・夜間電話相談毎週水曜日実施　63件
・男性電話相談10回開催　相談件数　12件

Ａ

・不安を感じている相談者に寄り添い、専門家との
連携のもと、支援を行った。
・令和元年度も引き続き、弁護士、臨床心理士とア
ドバイザー契約を結び、随時に専門家と相談できる
体制を整えた。
・女性のための電話相談、夜間電話相談、男性電
話相談いずれも昨年度より増加（平成30年度3,565
件、31件、10件）した。

・引き続き、専門家との連携のもと、相談者の支援
を行う。
・男性電話相談については、相談件数が増えるよう
周知に努める。

男女共同参画課

◇弁護士による法律相談の実施
◇臨床心理士による相談の実施

・女性の弁護士による弁護士相談　30件
・女性の臨床心理士相談　54件

Ａ

・法律相談、臨床心理士相談をそれぞれ月１回ず
つ開催した。
・早急に法律相談を希望する相談者については、
法テラスを紹介するなどの対応を行った。
・DVの影響等により心理的ケアを必要とする相談
者に対し、専門家による相談を実施した。

・相談の中で、法律相談、臨床心理士相談が必要
な人には専門相談へと繋いでいく。また、専門家と
相談内容について情報共有を行っていく。

男女共同参画課

◇精神科医師等による精神保健相談の実施
・精神科医師の相談　延67件
・精神保健福祉士の相談　延267件

Ａ
・相談事業をきめ細かく周知した結果、相談件数は
増加した

・引き続き、相談事業の周知を図る 保健予防課

◇県内のＤＶ相談担当部署、施設との連携
◇四日市地域ＤＶ防止会議への参加
◇子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネッ
トワーク会議の充実

・婦人保護主管係長会議出席
・婦人相談員連絡協議会出席
・四日市地域ＤＶ防止会議出席
・人権にかかる相談ネットワーク連絡会出席
・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力
防止ネットワーク会議　12回開催（委員会議2
回、推進委員会2回、部会8回）

Ａ

・婦人相談員連絡協議会、四日市地域DV防止会
議など各種ネットワーク会議に参加し、関係機関と
の顔の見える関係づくりに努めた。
・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防
止ネットワーク会議を開催し、関係機関との情報共
有、課題認識を深めた。

・引き続き、関係機関とスムーズに連携が取れるよ
う、顔の見える関係づくりに努める。

男女共同参画課

◇子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネッ
トワーク会議の充実
◇県内のＤＶ相談担当部署、施設との連携

・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力
防止ネットワーク会議12回開催（委員会議2回、
推進委員会議2回、部会8回）

Ａ
・ネットワーク定期連絡会議を中心に、情報共有を
はじめとして関係機関の連携強化に努めた。

・引き続き、ネットワークを活用した関係機関との情
報共有を図るとともに、ＤＶ担当部署や関係施設と
の連携を進めていく。

こども家庭課

◇人権にかかる相談ネットワーク連絡会の充実 ・相談ネットワーク連絡会　４回 Ａ
・連絡会では、より適切な対応ができるように窓口
情報を共有したり、相談員間の連携を図った。

・引き続き連絡会を実施し、相談員間の連携を図
る。

人権センター

5
健康相談・情報提供の充
実

◇成人健康相談の実施 ・成人健康相談：   2,316  件 A
・相談内容に応じて関係機関と連携を図り、適切な
対応ができた。

・引き続き、健康相談を実施（来所相談・電話相談） 健康づくり課

1
早い段階で気軽に相談を
受けられるような広報の工
夫や相談窓口づくり

3 専門家による相談の充実

4
ネットワーク会議への参画
等、関係機関との連携の
強化

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題２　　　　安心して相談できる体制づくり

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題２　　　　安心して相談できる体制づくり

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

◇外国語版の相談機関一覧等の配布
◇外国語版広報よっかいちによる周知

・外国語版相談窓口案内カード（５か国語）の配
布
・外国語版広報よっかいちによる周知　1回

Ａ

・県作成の外国語版相談案内カードをセンターに配
架するとともに、外国語版広報により、相談窓口の
周知を行った。（令和元年度外国人相談実人数
11人）

・引き続き、外国語版相談案内カード、外国語版広
報よっかいちにて、相談窓口の周知を図っていく。
・ポルトガル語、スペイン語については多文化共生
推進室と、タガログ語などについては三重県国際
交流財団等他の関係機関と連携を取っていく。

男女共同参画課

・多文化共生推進室におけるスペイン語または
ポルトガル語対応可能な女性職員の配置　2名
・多文化共生サロンにおけるポルトガル語対応
可能な女性職員の配置　１名
・国際交流センターにおける英語対応可能な生
活相談担当の職員の配置　2名
・生活オリエンテーションにおけるポルトガル語
対応可能な女性職員の配置　3名
（DV等緊急時の通訳派遣 0件）

Ａ

・市役所内各関係部署、多文化共生サロン、国際
交流センター、生活オリエンテーションにおいて、外
国人市民が訪れた際の相談対応及び、通訳対応・
派遣を行うことができた。

・引き続き、外国人市民への情報提供、相談体制
の充実を図っていく。

市民生活課
（多文化共生推進
室）

・実績なし(該当者なしのため) -
・配偶者からの暴力等による相談があった際、手
話通訳・要約筆記者の派遣を行う。令和元年度は
該当者なし。

・今後も必要に応じて手話通訳・要約筆記者の派
遣を継続して行う。

障害福祉課

◇高齢者に関する総合相談機関一覧等の作
成、配布

・介護保険や高齢福祉サービス、相談窓口の案
内をまとめた冊子として「高齢者施策に関するパ
ンフレット」を作成し、窓口相談時や関係者向け
に配布を行った。

Ａ

・来課時における窓口相談のほか、地域における
高齢者の総合相談窓口である在宅介護支援セン
ター、ケアマネージャーなどの介護保険事業者、民
生委員や自治会などの関係者に対し、研修や連絡
会などの機会を通じて広く配布し、普及啓発に努め
た。

・案内冊子をさらに使いやすい内容にするための
見直しを行うとともに、引き続き広く関係者向けに
配布し、普及啓発に努める。

介護保険課

◇関係職員に対する研修の実施 ・ＤＶ防止講演会開催　１回　参加者数　22名 Ａ

・市民及び関係職員向けの講演会を実施。テーマ
を「家族の健康的なコミュニケーションのコツ ～ＤＶ
及び児童虐待の予防のために～」とし、講師に柳
谷和美さんを招き、講師自身の被害体験を踏まえ
て、誰もＤＶや児童虐待の加害者や被害者にしな
いための家族でのコミュニケーションのコツや、自
分を大切にする生き方のヒントを学んでいただく機
会とすることを目的とした。アンケートから、「具体
的事例をまじえて話をしていただき、とても参考に
なった」などの感想があった。

・市民のDVへの関心が低いためか参加者が伸び
悩んでいる。講演会の内容を市民がより興味を抱く
ものとするよう検討するとともに、周知の強化を図
る。

男女共同参画課

・通訳職員研修、窓口対応職員向け研修の実施 Ａ
・通訳職員、窓口において外国人市民と関わる職
員等が、心構えやスキルを学ぶことができた。

・引き続き、通訳職員、窓口対応職員向けの研修
を実施することで、様々なケースに対応できるよ
う、通訳・窓口対応能力の向上を図っていく。

市民生活課
（多文化共生推進
室）

・四日市障害保健福祉圏域自立支援協議会の
生活支援部会などで周知を行った。

A ・継続して周知することができた。 ・今後も継続して行う。 障害福祉課

・福祉関係者、警察、司法関係者などの関係機
関で構成される、「高齢者みまもりネットワーク会
議」を開催し、DV（高齢者虐待）に関する情報共
有と連携体制の確認を行った。

Ａ
・「高齢者みまもりネットワーク会議」などの定例会
を通じて、連携体制の確認と現状に関する情報共
有をすることができた。

・今後も定例会や連絡会を通じ、関係者への周知
と連携強化に努める。

高齢福祉課

8
ＮＰＯやボランティアの育成
や支援

◇市民活動の場（なや学習センター、市民活動
センター）の提供等による支援

・指定管理業務委託 Ａ ・年間97件の市民活動に関する相談を行った。
・指定管理者と市民が相談しやすい環境づくりにつ
いて協議を行う

市民協働安全課

6
外国人、障害者、高齢者等
への情報提供、相談体制
の充実

◇相談時の外国語通訳、手話通訳・要約筆記者
の派遣

7
関係者への情報提供、連
携強化

◇国際交流センター、多文化共生サロン、介護
事業者、障害福祉サービス事業者等へのＤＶ及
び相談窓口についての研修の実施
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題２　　　　安心して相談できる体制づくり

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

9
相談員に対する指導・助言
の充実

◇熟練した指導者による相談員に対する指導、
助言の実施

・スーパービジョン研修の実施　90回
・弁護士及び臨床心理士とのアドバイザー契約
を締結し、サポート

Ａ

・熟練した指導者による相談員への研修回数は、
平成30年度の89回から90回に増加した。
・令和元年度も引き続き、弁護士、臨床心理士とア
ドバイザー契約を結び、随時に専門家と相談できる
体制を整えた。

・相談員の資質向上とメンタルケアのため、スー
パービジョン研修を充実させていく。
・引き続き、弁護士、臨床心理士とアドバイザー契
約を結び、随時に専門家と相談できる体制を整え
る。

男女共同参画課

・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力
防止ネットワーク会議12回開催（委員会議2回、
推進委員会議2回、部会8回）

Ａ
・ネットワーク定期連絡会議を中心に、情報共有を
はじめとして関係機関の連携強化に努めた。

・引き続き、ネットワークを活用した関係機関との情
報共有を図るとともに、ＤＶ担当部署や関係施設と
の連携を進めていく。

こども家庭課

・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力
防止ネットワーク会議　12回開催（委員会議2
回、推進委員会2回、部会8回）

Ａ
・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防
止ネットワーク会議を開催し、関係機関との情報共
有、課題認識を深めた。

・引き続き、関係機関とスムーズに連携が取れるよ
う、顔の見える関係づくりに努める。

男女共同参画課

◇県婦人相談連絡協議会への参画
・県、東海、全国婦人相談連絡協議会へ出席
　（研修含む）　２回（東海１、全国１）

Ａ
・東海及び全国の婦人相談連絡会に参加し、情報
共有、顔の見える関係づくりを行った。

・引き続き、婦人相談連絡協議会に参加し、資質向
上及び情報共有等を図る。

男女共同参画課

◇人権にかかる相談ネットワーク連絡会の充実 ・相談ネットワーク連絡会　４回 Ａ
・連絡会では、より適切な対応ができるように窓口
情報を共有したり、相談員間の連携を図った。

・引き続き連絡会を実施し、相談員間の連携を図
る。

人権センター

・外部研修への派遣　４回 Ａ
・令和元年度は外部研修に４回派遣し、婦人相談
の資質向上が図れた。

・相談員の資質向上のため、内部研修だけでは得
られない知識もあることから、積極的に外部研修に
派遣する。

男女共同参画課

・外部研修への派遣　1回 Ａ
・四日市地域ＤＶ防止会議において、関係機関から
提供される事例検討に参加し、相談員資質の向上
に繋げることができた。

・今後も、具体的事例をはじめとするケース検討を
主とした研修の場を積極的に活用し、相談員資質
の向上を図っていく。

こども家庭課

◇人権相談体制強化事業の実施
・弁護士による法律学習会、人権カウンセラー養
成講座、公開講座

Ａ ・相談員の資質向上につなげた。
・相談業務に携わる職員や相談員の資質向上に役
立つ講座を引き続き実施していく。

人権センター

12 苦情相談窓口の周知
◇相談者に対し、相談により二次被害を受けた
場合に相談できる苦情窓口の説明を図る

・婦人相談員から面接相談時に、相談者へ直接
説明を行った。

Ａ
・相談に対しての意見や苦情についての申し出先
について、面接相談開始時に相談員からボードを
用いて説明を行った。

・引き続き、面接相談開始時に苦情窓口の案内を
行う。

男女共同参画課

13

人権相談や国・県の相談
窓口等の周知による、多元
的な相談・苦情受付体制
の周知

◇国・県・市、及び民間の相談機関等人権に関
わる相談機関の一覧の作成及び周知

・相談窓口情報を作成 Ａ
・相談窓口情報を作成し、関係機関へ配布し、周知
をお願いした。

・引き続き相談窓口情報を作成し、関係機関へ周
知を依頼し、相談時に活用する

人権センター

10
庁内・外の組織的な連携
体制の強化

◇子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネッ
トワーク会議の充実

11 研修の充実

◇相談員の資質向上のための外部研修派遣
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事業実績 評価 評価の説明

・ＤＶ防止講演会開催　１回　参加者数　22名 Ａ

・市民及び関係職員向けの講演会を実施。テーマ
を「家族の健康的なコミュニケーションのコツ ～ＤＶ
及び児童虐待の予防のために～」とし、講師に柳谷
和美さんを招き、講師自身の被害体験を踏まえて、
誰もＤＶや児童虐待の加害者や被害者にしないた
めの家族でのコミュニケーションのコツや、自分を
大切にする生き方のヒントを学んでいただく機会と
することを目的とした。アンケートから、「具体的事
例をまじえて話をしていただき、とても参考になっ
た」などの感想があった。

・講演会の参加者が伸び悩んでおり、周知方法や
講演会の内容を参加しやすい形に変えるよう検討
する。
・職員研修において、職員として身に付けておくべ
きＤＶに関する情報を伝えていく。

男女共同参画課

・ＤＶ防止講演会開催　１回　参加者数　22名 Ａ
・男女共同参画課主催事業への連携を図ることが
できた。

・引き続き、男女共同参画課と共に市民の参加しや
すい講演会の開催に取り組んでいく。

こども家庭課

・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力
防止ネットワーク会議　12回開催（委員会議2
回、推進委員会2回、部会8回）

Ａ
・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防
止ネットワーク会議を開催し、関係機関との情報共
有、課題認識を深めた。

・引き続き、関係機関とスムーズに連携が取れるよ
う、顔の見える関係づくりに努める。

男女共同参画課

・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力
防止ネットワーク会議12回開催（委員会議2回、
推進委員会議2回、部会8回）

Ａ
・ネットワーク定期連絡会議を中心に、情報共有を
はじめとして関係機関の連携強化に努めた。

・引き続き、ネットワークを活用した関係機関との情
報共有を図るとともに、ＤＶ担当部署や関係施設と
の連携を進めていく。

こども家庭課

・園にて、園児あるいはその保護者に対して日常
的な見守りを実施していくとともに、緊急時に備
え各園との連携を図ることができた。

Ａ
・各園との情報交換を図りながら連携を強化し、ＤＶ
被害の早期発見に努めることができた。

・引き続き、各園との情報交換できる体制をとり連
携を強化し、ＤＶ被害の早期発見に努めていく。

保育幼稚園課

・青少年育成室の電話相談　　実績なし
・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力
防止ネットワーク会議　参加 2回
・人権にかかわる相談ネットワーク会議　参加 2
回

Ａ
・事例はなかったが、相談電話は開設していた。
ネットワーク会議に参加し、事例があった場合の連
携をとれる態勢はとっていた。

・相談電話に相談があれば、関係機関との情報共
有及び連携に努める。また、研修への積極的な参
加に努める。

こども未来課
（青少年育成室）

・民生委員等から連絡があった場合は、相談内
容に応じて関係機関と連携して対応を行った。

Ａ
・民生委員等と情報を共有し、関係機関との連携が
必要な場合は、迅速に対応することができた。

・今後も引き続き民生委員等との必要な連携をとり
ながら、対応を行っていく。また、必要な情報があれ
ば提供していく。

健康福祉課

・相談支援事業所、通所事業所、居宅介護事業
所など、関係者と連携をとり、情報を共有するこ
とで随時必要な支援を行った。

Ａ
・福祉サービス事業所などの関係者と連携をとり、
当事者が必要とする時に支援することができた。

・今後も四日市障害保健福祉圏域自立支援協議会
に参加する福祉サービス事業所などの関係者と連
携をとり、DV被害の早期発見のため、必要な支援
を継続していく。

障害福祉課

・福祉関係者、警察、司法関係者などの関係機
関で構成される、「高齢者みまもりネットワーク会
議」を開催し、DV（高齢者虐待）に関する情報共
有と連携体制の確認を行った。

Ａ
・「高齢者みまもりネットワーク会議」などの定例会
を通じて、連携体制の確認と現状に関する情報共
有をすることができた。

・今後も定例会や連絡会を通じ、関係者への周知と
連携強化に努める。

高齢福祉課

・生活保護相談等にて情報入手した際は、相談
内容に応じて関係機関と連携して対応を行った。

Ａ
・情報入手の際は、迅速に関係機関と連携して対
応している。

・生活保護相談等にて情報入手した際は、相談内
容に応じて関係機関と連携し、迅速な対応を行う。

保護課

・関係機関と連携し対応した Ａ
・相談内容に応じて、関係機関との迅速な連携を
図った

・引き続き、関係機関と連携し対応する 保健予防課

1

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題３　　　　被害者等の保護充実と加害者対策

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

関係者の研修と連携体制
の充実（医療関係者、警
察、消防（救急）、民生委
員・児童委員等の地域住
民、児童相談窓口、介護事
業者、障害福祉サービス事
業者、病院や保健所等の
保健関係者、保育園・幼稚
園・こども園・学校等の保
育・教育関係者、電気・ガ
ス・水道等のライフライン事
業者や配達事業者など）

◇日常的な見守りによるＤＶ被害の早期発見や
情報の共有化

◇関係者へのＤＶ被害者対応についての情報提
供、研修の実施

◇子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネッ
トワーク会議の充実

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題３　　　　被害者等の保護充実と加害者対策

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

・毎月の生徒指導月別問題行動報告において、
学校での状況をつかみ、関係機関との連携を
図った。

Ａ

・毎月の生徒指導月別問題行動報告や子どもの虐
待及び配偶者からの暴力防止ネットワーク会議で
の実情をもとに、学校や関係機関との連携を行うこ
とができたため。

・今後も継続し、学校及び関係機関との連携を図っ
ていく。

指導課

・児童、生徒やその保護者との教育相談を行うな
か、早期発見に努め、必要に応じて情報共有を
行った

Ａ
・児童、生徒やその保護者との教育相談で、疑われ
るケースについては関係機関と情報共有行った

・継続して関係機関と迅速な連携を図る 教育支援課

・学びの一体化等の話し合いの場などを通して、
子どもの情報を共有することができた。

Ａ
・学びの一体化研修会の要請訪問等の機会に保育
園・幼稚園・こども園・小学校・中学校との連携を図
り、子どもの情報を共有することができた。

・今年度も保育園・幼稚園・こども園・小学校・中学
校との連携を図り、子どもの情報を共有しDVの早
期発見に努める。

人権・同和教育課

・救急隊活動基準に基づき対応した。また、新た
に救急隊員となる職員に対して救急隊活動基準
に基づく研修を実施した。

Ａ ・救急隊活動基準に基づき適切に実施している。
・引き続き、救急隊活動基準に基づき傷病者に対し
適切に対応していく。

消防本部

2 相談施設の安全管理
◇警察との連携強化
◇職員体制の充実

・国が作成した加害者対応マニュアルを活用
・警察との情報共有がしっかりと図られ、連携す
ることができた。

Ａ

・必要時には国が作成した加害者対応マニュアル
を活用する。
・警察とは、顔の見える関係をつくり、情報共有、連
携を取ることができた。

・国の作成したマニュアルを男女共同参画センター
職員が熟知するとともに、実例に合わせ修正してい
く。
・引き続き、警察との連携強化に努める。

男女共同参画課

3
緊急時における一時避難
場所の確保

◇緊急避難支援事業による一時避難所の提供 ・緊急避難支援事業の実施　４件 Ａ
・ＤＶにより避難してきた被害者に対し、緊急避難の
ための宿泊費及び食費などの生活費の支援を行っ
た。

・引き続き、ＤＶにより着の身着のままで逃げてきた
被害者に対し、必要に応じて支援を行えるよう体制
を整える。

男女共同参画課

4
被害者に対する心理的ケ
アの充実

◇臨床心理士相談の実施
・女性の臨床心理士による相談の実施　延べ54
件

Ａ
・DVの影響等により心理的ケアを必要とする相談
者に対し、専門家による相談を実施した。

・相談員と臨床心理士との連携のもと、被害者に対
する心理的ケアを実施していく。

男女共同参画課

・一時保護件数　10件　19人 Ａ
・子ども９人を含む被害者19人を、警察や県と連携
のもと一時保護を行った。

・被害者本人の意思を十分に確認しながら、必要に
応じて関係機関との連携のもと支援を行う。

男女共同参画課

・一時保護施設への避難支援　5件 Ａ
・男女共同参画課の実施する一時保護施設への入
所について、警察、県など関係機関との連携により
対応を図った。

・一時保護に係る迅速対応に向けて、必要な支援
を実施していく。

こども家庭課

・実績なし(該当者がいなかったため) -
・令和元年度該当者なし。(ただし、虐待事案に係る
やむを得ない措置により緊急対応を行ったことはあ
り。)

・緊急時の一時保護、施設入所が必要な事案が発
生した場合には、関係機関と連携をとり、迅速な支
援を行う。

障害福祉課

・養護老人ホームへの入所措置件数：延1,975人
・養護老人ホームへの短期入所件数：延387人
・特別養護老人ホームへの入所措置件数：延
156人
・その他短期入所施設への入所措置件数：延4
人

A

・近年、介護疲れや経済的理由による高齢者虐待
が増加しているが、相談窓口機関や警察などの関
係機関と連携して、緊急対応を含めた迅速な対応
を行ったことで、被害高齢者の保護に努めることが
できた。

・緊急一時保護を要する事例が増加する傾向が見
られるため、提携先の施設に受入体制の強化を求
めるとともに、関係機関への周知を図り、保護を必
要とするケースが放置されないよう情報共有を図っ
ていく。

高齢福祉課

1

関係者の研修と連携体制
の充実（医療関係者、警
察、消防（救急）、民生委
員・児童委員等の地域住
民、児童相談窓口、介護事
業者、障害福祉サービス事
業者、病院や保健所等の
保健関係者、保育園・幼稚
園・こども園・学校等の保
育・教育関係者、電気・ガ
ス・水道等のライフライン事
業者や配達事業者など）

◇日常的な見守りによるＤＶ被害の早期発見や
情報の共有化

5
関係機関との連携による迅
速な支援（一時保護・施設
入所など）

◇県内関連施設（児童、高齢者、障害者のため
の施設を含む）及び市福祉事務所・保健所との
連携による一時避難施設への入所
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題３　　　　被害者等の保護充実と加害者対策

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

・生活保護相談等にて情報入手した際は、相談
内容に応じて関係機関と連携して対応を行った。

Ａ
・情報入手の際は、迅速に関係機関と連携して対
応している。

・生活保護相談等にて情報入手した際は、相談内
容に応じて関係機関と連携し、迅速な対応を行う。

保護課

・関係機関と連携し対応した Ａ
・相談内容に応じて、関係機関との迅速な連携を
図った

・引き続き、関係機関と連携し対応する 保健予防課

6
保護命令申立て手続きの
支援

◇警察及び裁判所との連携強化を図る
◇必要に応じて、加害者との接触を防ぐため、婦
人相談員による同行支援、代理申請等を行う

・保護命令申立て支援　1件 Ａ ・保護命令申立ての支援を実施した。
・今後も、被害者に保護命令制度の説明を行い、必
要に応じて支援を行うとともに、同行支援、代理申
請を行っていく。

男女共同参画課

7

ＤＶの状況に応じた加害者
向けプログラムの研究（開
発・研修への要望、情報収
集）

◇国、県等の加害者更生プログラム調査研究の
進捗状況及び有効性の把握

・国・県等の加害者更正プログラムの調査研究
状況の情報収集を行ったものの、新たな情報は
得られなかった。

Ｂ
・国において、平成28年度に「配偶者等に対する暴
力の加害者更生に係る実態調査研究」の報告がな
されたが、それ以降特に情報は得られなかった。

・国や県の調査研究の動向を把握するとともに、他
市及び民間機関における取組み状況等の情報収
集に努めていく。

男女共同参画課

5
関係機関との連携による迅
速な支援（一時保護・施設
入所など）

◇県内関連施設（児童、高齢者、障害者のため
の施設を含む）及び市福祉事務所・保健所との
連携による一時避難施設への入所
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事業実績 評価 評価の説明

・一時保護後の施設入所支援　　５件 Ａ
・一時保護後の生活の場として、母子生活支援施
設等の施設への入所支援を行った。

・施設入所支援については、こども家庭課と連携の
もと行い、施設職員と連携のもと自立できるよう支
援を継続していく。

男女共同参画課

・新規施設入所支援　　5件
・施設入所者継続支援　9件

Ａ
・母子生活支援施設への入所支援により、対象世
帯の生活拠点の確保を図るとともに、自立生活に
向けた支援を行った。

・入所施設における生活支援、施設退所後の自立
生活への移行等、必要な支援を実施するために男
女共同参画課との連携を図っていく。

こども家庭課

・養護老人ホームへの入所措置件数：延1,975人
・養護老人ホームへの短期入所件数：延387人
・特別養護老人ホームへの入所措置件数：延
156人
・その他短期入所施設への入所措置件数：延4
人

Ａ

・近年、介護疲れや経済的理由による高齢者虐待
が増加しているが、相談窓口機関や警察などの関
係機関と連携して、緊急対応を含めた迅速な対応
を行ったことで、被害高齢者の保護に努めることが
できた。

・緊急一時保護を要する事例が増加する傾向が見
られるため、提携先の施設に受入体制の強化を求
めるとともに、関係機関への周知を図り、保護を必
要とするケースが放置されないよう情報共有を図っ
ていく。

高齢福祉課

・住まいの場として、個々の障害特性に応じた専
門支援を実施した。

Ａ
・施設入所者のニーズ、個々の障害者特性(身体、
知的、精神など)に合わせた支援を実施した。

・施設における専門支援のもと、地域生活への移行
に向けて関係機関の連携を深めていく。

障害福祉課

・生活保護相談等にて情報入手した際は、相談
内容に応じて関係機関と連携して対応を行った。

Ａ
・情報入手の際は、迅速に関係機関と連携して対
応している。

・生活保護相談等にて情報入手した際は、相談内
容に応じて関係機関と連携し、迅速な対応を行う。

保護課

・一時保護後の他管内への避難支援　　６件 Ａ
・一時保護後の避難支援として、市外、県外の施設
への避難支援を行った。

・市外、県外の施設、アパート等への避難支援につ
いては、こども家庭課、保護課との連携のもと行っ
ていく。

男女共同参画課

・一時保護後の他管内への避難支援　　２件 Ａ
・一時保護後の避難支援として、市外、県外の施設
への避難支援を行った。

・市外、県外の施設への避難支援について、男女
共同参画課のほか保護課との協働を図っていく。

こども家庭課

・一時保護後の民間アパートへの入居支援　２
件

Ａ
・一時保護後の生活の場として、アパートへの入居
支援を行った。

・今後も、被害者の意思を確認しつつ、市外、県外
へのアパート入居の支援を行うとともに、現地の福
祉事務所へ繋げる。

男女共同参画課

・生活保護相談等にて情報入手した際は、相談
内容に応じて関係機関と連携して対応を行った。

Ａ
・情報入手の際は、迅速に関係機関と連携して対
応している。

・生活保護相談等にて情報入手した際は、相談内
容に応じて関係機関と連携し、迅速な対応を行う。

保護課

◇ＤＶ被害者の市営住宅への優先入居
◇ひとり親家庭に対する市営住宅定期募集抽選
時の優先抽選

・ＤＶ被害者の住居については、災害住宅を活用
することとし、1件の入居実績があった。
・年３回の定期募集において、合計２世帯の母
子・父子家庭が優先抽選の対象となった。また、
子育て世帯向け住宅を提供し、入居の門戸を広
げた。

Ａ
・定期募集各回において、優先の対象者を確認し、
優先抽選を適切に実施した。

・特にＤＶ被害者の入居について、他部署との連携
をより密にし、適切な住宅供給を図る。

市営住宅課

1 生活の場の確保

◇施設入所支援

◇加害者から身を守るため、他管内への避難支
援

◇民間アパートへ入居支援

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題４　　　　被害者等の生活安定と自立支援

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題４　　　　被害者等の生活安定と自立支援

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

・ハローワークが発行する求人情報を入手し、掲
示板により全庁に提供するとともに、市ホーム
ページに掲載。また、各地区市民センター、人権
プラザ等市民には、紙媒体で提供。

Ａ

・毎週ハローワークが発行する求人情報を入手し、
掲示板にて迅速に全庁に提供するとともに、市ホー
ムページに掲載した。また、各地区市民センター、
人権プラザ等市民に身近な所属については、紙媒
体での提供を行うなど、適切に施策を推進した。

・ハローワーク発行の求人情報等について、積極的
に入手・提供に取り組む。

商工課

・ケースワーカー・就労支援員を中心に関係機関
と連携して対応を行った。

Ａ

・常設のハローワーク窓口の利用により、ハロー
ワークと密に連携するとともに、マザーズコーナー
四日市等、他機関とも連携し、相談者の状況に応じ
た支援を行った。

・ハローワーク等の関係機関との連携を密にし、相
談者の状況に応じた就労支援を行う。

保護課

◇ハローワーク、マザーズコーナー四日市、三
重県と連携し、情報提供及び講座の実施
◇働く女性・働きたい女性のための相談事業の
実施

・ハローワーク、三重労働局との共催で「知って
おきたい!!女性のための働き方セミナー」を実施
（参加人数　42人）
・働く女性・働きたい女性のための相談事業　相
談窓口を年間24回開設、相談件数　31件。

Ａ

・ハローワーク、三重労働局との共催でセミナーを
実施し、これから働く女性向けに、社会保険と雇用
保険、扶養の範囲、産休と育休などについての講
義を行った。
・働く女性・働きたい女性のための相談事業につい
ては、キャリアカウンセラーが対応にあたっており、
専門的知見に基づきアドバイス等を行っている。令
和元年度は平成30年度に比べ、相談件数が減少し
た（平成30年度43件）。

・今後もハローワーク、三重労働局と連携していく。
く。
・令和２年度は、開催時間を変更するとともに、広報
チラシ等を作成し、広報強化に努める。

男女共同参画課

◇労働相談機関の情報提供
◇関係機関と連携し、四日市市求職者資格取得
助成金の周知、啓発による資格取得の支援

・求職者資格取得助成金について、広報よっか
いちに掲載するとともに、四日市公共職業安定
所、マザーズコーナー四日市、三重県等の関係
機関と連携し、啓発を実施した。

Ａ

・求職者資格取得助成金について、広報よっかいち
に掲載し、広く市民に啓発を実施した。また、四日
市公共職業安定所、マザーズコーナー四日市、三
重県等の関係機関と連携し、啓発を実施した。

・求職者資格取得助成金について、広報よっかいち
への掲載や、四日市公共職業安定所、マザーズ
コーナー四日市、三重県等の関係機関と連携・啓
発により、資格取得の支援に取り組む。

商工課

◇母子家庭等自立支援給付金事業、パソコン講
座など就労支援のための講座

・自立支援教育訓練金８件、高等職業訓練促進
給付金８件

Ａ

・母子家庭等自立支援給付金事業を実施し、自立
に向けての資格取得を支援した。
・母子・父子福祉センター事業として、パソコン講座
を開催した。

・就労に繋がる資格取得をはじめ、当該事業の対
象世帯に対し、積極的に啓発を行いながら自立生
活の基盤を築く契機として支援を実施していく。

こども家庭課

・女性のための相談件数　3,619件 Ａ
・不安を感じている相談者に寄り添い、専門家との
連携のもと、支援を行った。

・引き続き、専門家との連携のもと、相談者の支援
を行う。

男女共同参画課

・被害者の状況に即して面談等を行い、心理的
ケアを実施した。　177回

Ａ
・家庭紛争の相談において、相談者に寄り添いなが
ら、必要な支援制度に繋げたり、専門機関との連携
を図ったりした。

・引き続き、面接等を中心とした支援により必要な
ケアマネジメントを図っていく。

こども家庭課

◇臨床心理士相談の実施 ・臨床心理士相談の実施　延べ54件 Ａ
・DVの影響等により心理的ケアを必要とする相談
者に対し、専門家による相談を実施した。

・相談員と臨床心理士との連携のもと、被害者に対
する心理的ケアを実施していく。

男女共同参画課

・ひとり親・寡婦家庭のしおりを作成し配布した。
2,500部。

Ａ
・ひとり親・寡婦家庭のしおりを作成し、関係機関61
か所に配布した。

・引き続きしおりを作成し、配布を行っていく。 こども家庭課

・相談時に情報提供を行い、こども未来部等へ
繋いだ。

Ａ
・ＤＶ被害者の離婚支援とともに、ひとり親への支援
制度について情報提供を行い、こども未来部等へ
繋いだ。

・引き続き、こども未来部と連携のもと支援を行って
いく。

男女共同参画課

3 心理的支援の充実

◇相談員による継続的な支援の実施

◇ひとり親・寡婦家庭のしおりの作成、配布（児
童扶養手当、一人親家庭等医療費助成、母子父
子寡婦福祉資金、母子家庭等自立支援給付金
事業等）

自立生活に向けた必要な
情報の収集と提供

4

2 就労支援の充実

◇ハローワーク、マザーズコーナー四日市等と
連携した求人等の情報提供
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題４　　　　被害者等の生活安定と自立支援

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

・相談者の状況に応じた情報提供を行った。 Ａ ・相談者の状況に応じた情報提供を行っている。 ・相談者の状況に応じて、必要な情報提供を行う。 保護課

・介護保険や高齢福祉サービス、相談窓口の案
内をまとめた冊子として「高齢者施策に関するパ
ンフレット」を作成し、窓口相談時や関係者向け
に配布を行った。

Ａ

・来課時における窓口相談のほか、地域における
高齢者の総合相談窓口である在宅介護支援セン
ター、ケアマネージャーなどの介護保険事業者、民
生委員や自治会などの関係者に対し、研修や連絡
会などの機会を通じて広く配布し、普及啓発に努め
た。

・案内冊子をさらに使いやすい内容にするための見
直しを行うとともに、引き続き広く関係者向けに配布
し、普及啓発に努める。

介護保険課

・保険証の更新時に同封するしおりや、ホーム
ページにおいて、健康保険料及び年金保険料の
納付相談や、高額療養費などの保険給付につい
て掲載し案内を行った。

Ａ
・健康保険料や、年金保険料の納付相談や保険給
付の案内をすることで、加入者が必要な情報を適
切に提供できた。

・引き続き納付相談や、高額療養費などの保険給
付についてホームページなどを活用し、わかりやす
く情報を提供していく。

保険年金課

・市営住宅の入居条件や入居手続きについて、
ホームページ等を活用して情報提供を行った。

Ａ
・市営住宅の入居条件や入居手続きについて、
ホームページ等を活用し、広く周知した。

・個々の相談について、他部署と連携しながら自立
生活に向けた必要な情報収集を図る。

市営住宅課

・四日市市奨学会の奨学金制度について、広報
よっかいちで新規奨学生の募集記事を掲載した
ほか、中学校長会において案内し、市内各高校
に募集要項等を送付し制度の周知を図った。

Ａ
・関係機関と連携し、市民への周知方法を工夫する
ことによって、必要とする情報を適切に提供するこ
とができた。

・引き続き、当課が発信できる場において、情報提
供を行っていく。

教育総務課

・自立生活を行う上での様々な問題の相談先の
一覧をホームページで提供した。

Ａ
・男女共同参画センターの相談窓口から、三重県や
警察、児童関係の相談先まで一覧にして照会した。

・最新情報への更新を行いつつ、引き続き実施して
いく。

男女共同参画課

・対象世帯の状況に即して、児童等の転園、転
校に関する事務手続き等の支援を行った。

A
・訪問や手続き窓口への同行等を行い、転園や転
校に関する必要な支援を行った。

・被害者の状況に即して、円滑な手続きが図られる
よう支援を継続していく。

こども家庭課

・園児に関して、不安定な傾向が見られた場合
には、家庭訪問、あるいは、民生委員・児童委員
などの地域関係者との情報交換などを行った。

Ａ
・園児に対して、ＤＶ避難による転園の必要性が生
じた場合には、迅速な手続き支援を行う体制を取る
ことができた。

・引き続き、ＤＶ避難による転園の必要性が生じた
場合には、迅速な手続き支援を行うことができるよ
う体制を整えておく。

保育幼稚園課

・文部科学省の通知（H21年度）及び22年度作成
の留意事項に従い、手続きを行った。

Ａ ・国の動向や市の指針に基づき、手続きを行った。
・引き続き、国の動向や市の指針等に基づいて、適
切に対応していく。

学校教育課

6 継続した心理的ケア
◇保健師等による自宅訪問の実施（乳幼児のい
る世帯）

・養育支援訪問事業（専門的支援）
　　　　　　32世帯（延べ201件）

Ａ

・保護者の養育能力が不十分な場合や乳幼児の健
康等に課題がある場合などに、こども家庭課と連携
して、保健師等が専門的相談のための訪問を実施
した。

・引き続き、妊娠中から産後の養育環境に課題が
あると思われる家庭について、関係機関と連携しな
がら、早期介入し、継続的な支援サービス利用につ
なげる。

こども保健福祉課

5 保育・就学等の支援 ◇ＤＶ避難による転園、転校時の手続き支援

4
◇福祉、医療、教育、経済等自立生活に必要な
情報を収集し、ホームページ等を活用し分かりや
すく提供する

自立生活に向けた必要な
情報の収集と提供
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題４　　　　被害者等の生活安定と自立支援

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

・他機関との情報を共有するため、ケース検討会
を実施した。

A
・要支援者についての情報を共有することで、より
適切な支援につなげた。

・引き続き必要に応じて関係機関との情報共有に
努め、途切れない支援サービスを提供する。

こども家庭課

・園児に関して、不安定な傾向が見られた場合
には、家庭訪問、あるいは、民生委員・児童委員
などの地域関係者との情報交換などを行った。

Ａ

・園児に関して、家庭訪問、あるいは、民生委員・児
童委員などの地域関係者との情報交換などを行
い、子どもに対する心理的ケアの充実を図ることが
できた。

・引き続き、園児に関して、家庭訪問、あるいは、民
生委員・児童委員などの地域関係者との情報交換
などを行い、継続した心理ケアに努めていく。

保育幼稚園課

・学校や関係機関、地域関係者等情報の共有化
を図った。

Ａ
・学校と関係機関、地域関係者等がケース会議な
どを通して、情報の共有化を図ることができたた
め。

・今後も継続して、学校や関係機関と連携をし、情
報の共有化を図っていく。

指導課

・心理的ケアが必要と判断した児童生徒につい
て関係機関と情報の共有を図った

Ａ
・心理的ケアが必要な児童生徒についてはケース
会議への情報提供、関係課との情報共有を行った

・引き続き、情報の提供、共有を図っていく 教育支援課

・全校に配置されているスクールカウンセラーが
必要に応じてカウンセリングを実施した。

Ａ
・各校において、積極的に保護者へも働きかけ、ス
クールカウンセラーによるカウンセリングを実施でき
たため。

・今後も継続して、積極的にスクールカウンセラーを
活用していけるよう働きかけていく。

指導課

・心理的ケアの必要な児童生徒へ専門家による
プレイセラピーなどを行った

Ａ
・心理的ケアが必要な児童生徒に対して専門家に
よるプレイセラピーなどを行った

・引き続き、必要に応じてプレイセラピー等実施して
いく

教育支援課

◇保健師等による自宅訪問の実施（乳幼児のい
る世帯）

・養育支援訪問事業（専門的支援）
　　　　　　32世帯（延べ201件）

Ａ

・保護者の養育能力が不十分な場合や、乳幼児の
健康等に課題がある場合などにこども家庭課と連
携して、保健師等が専門的相談のための訪問を実
施した。

・引き続き、妊娠中から産後の養育環境に課題が
あると思われる家庭について、関係機関と連携しな
がら、早期介入し、継続的な支援サービス利用につ
なげる。

こども保健福祉課

・他機関との情報を共有するため、ケース検討会
を実施した。

A
・要支援者についての情報を共有することで、より
適切な支援につなげた。

・引き続き必要に応じて関係機関との情報共有に
努め、途切れない支援サービスを提供する。

こども家庭課

・園にて、園児あるいはその保護者に対して日常
的な見守りを実施していくとともに、児童の状況
について関係各所との情報共有を行った。

Ａ

・園にて、園児あるいはその保護者に対して日常的
な見守りを実施していくとともに、児童の状況につい
て関係者との状況把握と情報共有を行うことができ
た。。

・引き続き、園児あるいはその保護者に対して日常
的な見守りを実施していくとともに、児童の状況に
ついて関係者との状況把握と情報共有を行ってい
く。。

保育幼稚園課

・相談者の状況に応じて、関係者との情報共有
を行った。

Ａ
・相談者の状況に応じて関係者会議を行うなどし、
子供の状況把握と情報共有を行っている。

・相談者の状況に応じて、関係者との情報共有を行
う。

保護課

◇必要に応じた子どもの保護（入所措置）の実施
・事案の状況等に即して、子どもの保護（入所措
置）に関する対応を図った。

A
・子どもの保護に関して、児童相談所等との連携を
はじめとする所要の調整を行った。

・子どもの保護について、適切な措置が講じられる
よう、引き続き、関係機関との調整に努めていく。

こども家庭課

7
養育についての継続的な
支援

◇児童相談所、こども保健福祉課、保護課、保
育園、幼稚園、こども園、学校、民生委員・児童
委員などの地域関係者等における子どもの状況
把握と情報の共有化

◇児童相談所、こども保健福祉課、保護課、保
育園、幼稚園、こども園、学校、民生委員・児童
委員などの地域関係者等における情報の共有
化

◇スクールカウンセラー等専門家による継続的
なカウンセリングの実施

6 継続した心理的ケア
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題４　　　　被害者等の生活安定と自立支援

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

・相談員による同行、または関係機関への事前
連絡により対応した。

Ａ
・被害者の同意のもと、関係機関へ情報提供を行う
とともに、被害者の負担軽減、安全確保のため、同
行支援を行った。

・引き続き、被害者の負担軽減、安全確保のため関
係機関との連携、同行支援を行う。

男女共同参画課

・手続きの一元化に向けて、関係各課と協議を
行った。

Ａ
・関係各課と連携し、保育に関する手続きが円滑か
つ迅速に行うようにできた。

・関係各課と連携し、保育に関する手続きが円滑か
つ迅速に行うよう努めていく。

保育幼稚園課

・相談員による同行を実施し、必要に応じて関係
機関との調整を行った。

A
・相談員が同行し、各種調整を行うことにより、円滑
な手続きが図られた。

・被害者の負担軽減等のために、引き続き、同行訪
問等による各種調整を実施していく。

こども家庭課

・相談者の状況に応じて、迅速に関係機関との
情報共有や連携を行った。

Ａ
・相談者の状況に応じて、迅速に関係機関との情
報共有や連携を行っている。

・相談者の状況に応じて、迅速に関係機関との情
報共有や連携を行う。

保護課

・障害者虐待の防止、権利擁護の推進に向け、
関係機関の連携を図った。

A
・四日市障害保健福祉圏域自立支援協議会等にお
いて、情報共有をはじめとする連携を図った。

・引き続き虐待防止、権利擁護の観点から連携を
深めていく。

障害福祉課

・福祉関係者、警察、司法関係者などの関係機
関で構成される、「高齢者みまもりネットワーク会
議」を開催し、DV（高齢者虐待）に関する情報共
有と連携体制の確認を行った。

Ａ
・「高齢者みまもりネットワーク会議」などの定例会
を通じて、連携体制の確認と現状に関する情報共
有をすることができた。

・今後も定例会や連絡会を通じ、関係者への周知と
連携強化に努める。

高齢福祉課

・担当課と連携を取りながら、窓口滞在時間の短
縮、相談室利用による被害者の心理的負担の軽
減及びプライバシー保護に努めた。閲覧制限が
かかっている対象者への連絡方法について市民
課へ対応確認を行うなどきめ細かい対応に努め
た。

Ａ
・担当者と連絡を取りながら、被害者にとってできる
だけ負担を軽減できるよう努めた。

・今後も、担当課と連携を取りながら、被害者の負
担が最低限になるよう対応していく。

保険年金課

・申出書を受理した際、本籍地等が他市町村の
場合は、関係する市町村すべてに電話連絡を入
れた後、申出書の写しを送付している。

Ａ
・担当者を決めて相互に連絡を取り合い連携するこ
とにより、迅速に処理を行い、また申出書の負担を
減らすことができている。

・引き続き、より緊密に連携を取り合って実施してい
く。

市民課

・関係所属と情報の共有及び連携を図った。 Ａ ・関係所属との情報の共有及び連携に努めた。
・関係所属との情報共有、連携について、引き続き
強化に努める。

学校教育課

・校長会、及び教頭会等の場で、情報共有に努
めた。

Ａ
・校長会、及び教頭会等の場で、情報共有に努め
ることができたため。

・今後も校長会や教頭会を通して、情報共有に努め
ていく。

指導課

・男女共同参画課や福祉部門と連携を強化し
た。

Ａ
・男女共同参画課や福祉部門との情報共有に努め
た。

・引き続き、男女共同参画課や福祉部門との情報
共有の強化を図る。

市営住宅課

・職場研修等において、DV被害者からの問合
せ、税申告及び証明発行依頼等に対して、迅速
かつスムーズに対応できるよう職員間での意識
の共有を行った。

A
・職場研修等を通じた職員間での意識の共有を行
うことができた。

・引き続き職場研修等を通じて職員の意識付けを
行うとともに、窓口又は電話での対応時に必要な情
報の共有を行っていく。

市民税課

8
被害者の負担を軽減し、迅
速に手続きできる体制づく
り

◇被害者の負担軽減のための情報共有及び連
携強化
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題４　　　　被害者等の生活安定と自立支援

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

・申出書に基づき閲覧リストにマスキングを行う
とともに、管轄の地区市民センターに連絡、選挙
管理委員会に通知をした。

Ａ
・万が一にももれがないよう十二分に注意をし、二
重チェックを行っている。

・引き続き、細心の注意を払って実施していく。 市民課

・職場研修等において、DV被害者に関する証明
発行や情報照会事務における情報漏えい防止
を含む注意点を確認するとともに、男女共同参
画の意識付けを行った。

Ａ

・ＤＶ被害者に関する照会回答事務への対応につ
いては回答の可否を慎重に検討し、情報漏えいを
防止するための措置をとった。またDV被害者本人
に対しての問合せは本人確認を徹底した。

・引き続き職場研修等を通じて対応時の注意点に
ついて意識付けを行うとともに、窓口または電話で
の対応時に必要な情報の共有を行っていく。

市民税課

・DV被害者に関する情報漏洩防止のため、使用
し
ているシステムではポップアップの表示で注意喚
起が行われる。該当者に関する照会等について
は細心の注意を払って取り扱うこととしている。

Ａ

・資産税課に対して、ＤＶ被害者に関する情報の問
合せはなかったが、該当者に対する照会があった
際に適切な対応が行えるよう、職員に周知徹底し
た。

・ＤＶ被害者に対する照会があった際には適切な対
応
が行えるよう、職員に周知徹底する。

資産税課

・DⅤ被害者に関する情報漏洩防止のために使
用しているシステムではポップアップの表示や色
の変更等で注意喚起を行っており、該当者に関
する照会等には細心の注意を払って取り扱うこと
としている。

Ａ
・ＤＶ被害者に関する情報漏洩のないように該当者
に対する照会があった際には適切な対応を行っ
た。

・職場内での研修等で、ＤⅤ対象者に関する問い合
わせの際の対処方法を周知徹底して、情報漏洩の
防止に努める。

収納推進課

・窓口でDV関係者を受け付けた際や、他課から
情報提供を受けた際に、総合行政システム内の
個人備考記入欄に対応記録などの記事を入力
し、課内で情報共有を図った。

Ａ
・担当係だけでなく課内でも情報共有できるように
努めた。

・引き続き課内での情報共有に努めるとともに適正
な情報管理を行っていく。

保険年金課

・Ｇパートナー及び滞納整理システムを活用し、
ＤＶ被害者の情報を適切に管理し、対応した。

Ａ
・Ｇパートナー及び滞納整理システム上でＤＶ被害
者であることを確認し、情報の取扱に留意した。

・引き続き、ＤＶ被害者及び同伴する子どもに関す
る情報について、適切な管理を図る。

市営住宅課

・住民基本台帳等の閲覧制限を行った。 Ａ ・適切な情報管理を実施した。
・引き続き、住民基本台帳等の閲覧制限を行い、適
切な情報管理を行う。

生活環境課

◇手続きの同行支援の実施
・住民基本台帳事務における支援措置申出書へ
の意見書交付（22件）
・必要に応じ、市民課への同行支援を実施

Ａ
・加害者からの追跡を逃れるため、住民基本台帳
事務における支援措置申出書への意見書を交付
し、必要に応じて、市民課への同行支援を行った。

・今後も、被害者の申し出に基づき、必要に応じて
意見書の交付、同行支援を行っていく。

男女共同参画課

・被害者及び同伴する子どもの生活安定と自立
に向けて、適切な情報管理を図るよう、関係各課
と協議を行った。

Ａ
・被害者及び同伴する子どもの生活安定と自立に
向けて、関係各課と協議を行い、園にて適切な情
報管理を図ることができた。

・引き続き、被害者及び同伴する子どもの生活安定
と自立に向けて、関係各課と協議を行い、園にて適
切な情報管理を図っていく。

保育幼稚園課

・各校において、ＤＶ被害者の同伴する子どもの
対応についての正しい理解促進を図るとともに、
情報管理について十分配慮した。

Ａ
・各校において、ＤＶ被害者の同伴する子どもの対
応についての正しい理解促進を図るとともに、情報
管理について、十分配慮した。

・今後もＤＶ被害者の同伴する子どもの対応につい
ての正しい理解促進を図るとともに、情報管理につ
いて十分配慮するように努めていく。

指導課

・文部科学省の通知（H21年度）及び22年度作成
の留意事項に従い、手続きを行った。

Ａ ・国の動向や市の指針に基づき、手続きを行った。
・引き続き、国の動向や市の指針等に基づいて、適
切に対応していく。

学校教育課

10 継続的な支援の実施
◇女性相談機能の強化（専門相談の充実、被害
者支援のための講座等の開催）

・弁護士によるサポート体制の構築
・臨床心理士によるサポート体制の構築
・女性のための自己尊重講座の開催（参加人数
延べ75人）

Ａ

・弁護士、臨床心理士とのアドバイザー契約によ
り、随時に専門家と相談できる体制を整え、相談者
へ即座に対応することができた。
・自己尊重講座を5回連続講座として開催し、延べ
75人が参加された。自分が思っていた自分とは違う
自分を見つけることができた。」、「気持ちがとても
軽くなりました。」など好評であった。

・今後も引き続き、弁護士、臨床心理士とのアドバ
イザー契約を継続し、相談者への支援体制を充実
させる。
・自分の判断や選択を尊重し、自分自身を見つめ
直す機会としての講座を開催していく。

男女共同参画課

9
被害者及び同伴する子ども
に関する適切な情報管理

◇住民基本台帳等の閲覧制限の実施

◇保育園・幼稚園・こども園及び学校におけるＤ
Ｖ被害者等に関する情報を適切に管理する
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅲ　　配偶者等からの暴力を許さない社会づくり
重点課題４　　　　被害者等の生活安定と自立支援

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

・ＤＶ防止講演会開催　１回　参加者数　22名
・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力
防止ネットワーク会議　12回開催（委員会議2
回、推進委員会2回、部会8回）

Ａ

・市民及び関係職員向けの講演会を実施。テーマ
を「家族の健康的なコミュニケーションのコツ ～ＤＶ
及び児童虐待の予防のために～」とし、講師に柳谷
和美さんを招き、講師自身の被害体験を踏まえて、
誰もＤＶや児童虐待の加害者や被害者にしないた
めの家族でのコミュニケーションのコツや、自分を
大切にする生き方のヒントを学んでいただく機会と
することを目的とした。アンケートから、「具体的事
例をまじえて話をしていただき、とても参考になっ
た」などの感想があった。
・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防
止ネットワーク会議を開催し、関係機関との情報共
有、課題認識を深めた。

・講演会の参加者が伸び悩んでおり、周知方法や
講演会の内容を参加しやすい形に変えるよう検討
する。
・職員研修において、職員として身に付けておくべ
きＤＶに関する情報を伝えていく。
・引き続き、関係機関とスムーズに連携が取れるよ
う、顔の見える関係づくりに努める。

男女共同参画課

・階層別研修の新規採用職員研修において、男
女共同参画にかかる研修を実施。

A
・男女共同参画にかかる研修を、新規採用職員研
修において実施した。

引き続き、同様の研修を実施していく。 職員研修所

・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力
防止ネットワーク会議　12回開催（委員会議2
回、推進委員会2回、部会8回）

Ａ
・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防
止ネットワーク会議を開催し、関係機関との情報共
有、課題認識を深めた。

・引き続き、関係機関とスムーズに連携が取れるよ
う、顔の見える関係づくりに努める。

男女共同参画課

・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力
防止ネットワーク会議12回開催（委員会議2回、
推進委員会議2回、部会8回）

Ａ
・ネットワーク定期連絡会議を中心に、情報共有を
はじめとして関係機関の連携強化に努めた。

・引き続き、ネットワークを活用した関係機関との情
報共有を図るとともに、ＤＶ担当部署や関係施設と
の連携を進めていく。

こども家庭課

◇人権にかかる相談ネットワーク会による連携
の強化

・相談ネットワーク連絡会　４回 Ａ
・連絡会では、より適切な対応ができるように窓口
情報を共有したり、相談員間の連携を図った。

・引き続き連絡会を実施し、相談員間の連携を図
る。

人権センター

12
関係機関、専門的支援団
体との連携

◇子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネッ
トワーク会議における連携強化
◇ＮＰＯ等被害者支援団体との情報交換、連携

・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力
防止ネットワーク会議　12回開催（委員会議2
回、推進委員会2回、部会8回）

Ａ
・四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防
止ネットワーク会議を開催し、関係機関との情報共
有、課題認識を深めた。

・引き続き、関係機関とスムーズに連携が取れるよ
う、顔の見える関係づくりに努める。

男女共同参画課

11
庁内の職務関係者に対す
る研修と連携の強化

◇長期に及ぶ継続的な支援の必要性について
の研修、啓発

◇子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネッ
トワーク会議における研修及び連携の強化
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基本目標Ⅳ 個人が尊重され、健康で安心して生活できる社会づくり 

１、目標指標と評価 

●重点課題１ 「自立のための支援」 

目標指標 「起業支援講座の受講者数」 

 

  

 

 

 

 

 

 

〔令和元年度の評価〕 

 

 

 

 

 

 

 

●重点課題２ 「生涯を通じた心と体の健康づくり」 

目標指標 「妊娠１１週以下での妊娠の届出率」 

 

  

 

 

 

 

 
 

〔令和元年度の評価〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25(2013)年度≪基準値≫ － 

平成 28(2016)年度≪基準値≫ １１２人 

平成 29(2017)年度≪実績値≫ ８７人 

平成 30(2018)年度≪実績値≫ ７４人 

令和元(2019)年度≪実績値≫ ６１人 

令和２(2020)年度≪目標値≫ １１０人 

平成 25(2013)年度≪基準値≫ ９４．２％ 

平成 27(2015)年度≪基準値≫ ９５．７％ 

平成 28(2016)年度≪基準値≫ ９３．９％ 

平成 29(2017)年度≪実績値≫ ９４．４％ 

平成 30(2018)年度≪実績値≫ ９４．７％ 

令和元(2019)年度≪実績値≫ ９４．８％ 

令和２(2020)年度≪目標値≫ ９５％ 

(注) 女性起業家育成支援講座（育成講座、ジャンプアップ講座）及び 
  プチ起業入門講座受講人数 

起業支援として、Mie 女性起業支援室に講師を依頼し、プチ起業入門講座「自分さがしと仲間
づくり」を開催した。講座内容としては自己診断ツールや Facebook を使ったもので、18 人の
参加があった。 
女性起業家育成支援事業では、起業支援講座に 13 人、ジャンプアップ講座に 16 人が参加し、
それ以外にも公開プレゼンテーションや交流会、企業とのマッチングを実施し、参加者の内
の 3人が開業届を提出した。 
 

指標の設定について： 

自立のための第１歩として、市が開催して

いる起業支援講座（女性起業家育成支援講

座【育成講座、ジャンプアップ講座】及び

プチ起業入門講座）の受講者数を指標とし

た。目標としては、募集定員である 110

人と設定した。 

母体と胎児の安全のため、また、安心して出産、育児を迎えるためにも、早期に妊娠届出を

行い、定期的な健診を受診することが望ましく、本市の令和元年度の妊娠 11 週以下での妊娠

届出率は、94.8％とほぼ前年度どおりの状況である。これは、全国平均 91.9％（平成 26 年度

値）を上回っており、目標値の 95.0％には届かないものの、妊娠早期に届出を行った妊婦の

割合は全国平均より高い。 

妊娠届出が遅れる原因として、思いがけない妊娠や、望まない妊娠である場合も少なくない

ことから、安全・安心な妊娠、出産を見守ると共に、届出時期の遅延理由を把握して、要支

援家庭へ介入及び早期支援につなげている。 

指標の設定について： 
胎児の成長の様子、胎盤の状況、母体の
身体の状態を早期に把握し、安全な妊娠、
出産につなげるため、妊娠 11週以下で受
診し、妊娠届出をすることが大切である
ことから、妊娠の届出率を指標とした。
目標としては、過去４年間の平均値を上
回る 95％以上とした。 
（参考値）H26(2014)年度：95.4％ 
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２、令和元年度の主な取り組み状況 

●重点課題１ 「自立のための支援」 

施策の方向Ⅰ「単身女性・ひとり親家庭等の生活上の困難に対する支援」 

 ①ハローワーク、三重労働局との共催でセミナーを実施し、これから働く女性向けに、社会保険

と雇用保険、扶養の範囲、産休と育休などについての講義を行った。〔コード：２〕 

 ②ひとり親・寡婦家庭のしおりを作成し、関係機関 61 か所に配布した。〔コード：４〕 

   ③ＤＶの影響等により心理的ケアを必要とする被害者に対し、専門家による相談を実施した。〔コ

ード：６〕 

●重点課題２ 「生涯を通じた心と体の健康づくり」 

 施策の方向Ⅰ「生涯を通じた男女の健康づくり」 

 ④健康ボランティアと協働し、健康づくり教室を実施した。〔コード：２〕 

 ⑤健康相談を実施し、個別の状況に応じた相談を行った。〔コード：３〕 

 施策の方向Ⅱ「思春期、妊娠・出産期、更年期の女性の健康づくり」 

 ⑥妊娠期から産後、乳幼児期まで、健康診査および訪問指導や相談等を実施し、必要に応じて

医療機関と連携した支援サービスを提供した。〔コード：８〕 

 ⑦妊娠届出書によって、妊婦の就労状況、就労や産後の育児等への不安を把握して、妊娠中

から電話等による相談支援を実施した。〔コード：１０〕 

 ⑧はもりあフェスタにおいて、市民団体とともに、ワークショップ「頭と体を同時に動かそう！（コグ

ニサイズ）」を開催した。（参加人数 22 人）〔コード１２〕 

  

３、事業実施自己評価 

   ※別表「男女共同参画プランよっかいち 2015～2020 後期事業評価表（基本目標Ⅳ）」のとおり 



事業実績 評価 評価の説明

・一時保護後の施設入所支援　　５件 Ａ
・一時保護後の生活の場として、母子生活支援施
設等の施設への入所支援を行った。

・施設入所支援については、こども家庭課と連携の
もと行い、施設職員と連携のもと自立できるよう支
援を継続していく。

男女共同参画課

・新規施設入所支援　　5件
・施設入所者継続支援　9件

Ａ
・母子生活支援施設への入所支援により、対象世
帯の生活拠点の確保を図るとともに、自立生活に
向けた支援を行った。

・入所施設における生活支援、施設退所後の自立
生活への移行等、必要な支援を実施するために男
女共同参画課との連携を図っていく。

こども家庭課

・養護老人ホームへの入所措置件数：延1,975人
・養護老人ホームへの短期入所件数：延387人
・特別養護老人ホームへの入所措置件数：延
156人
・その他短期入所施設への入所措置件数：延4
人

Ａ

・近年、介護疲れや経済的理由による高齢者虐待
が増加しているが、相談窓口機関や警察などの関
係機関と連携して、緊急対応を含めた迅速な対応
を行ったことで、被害高齢者の保護に努めることが
できた。

・緊急一時保護を要する事例が増加する傾向が見
られるため、提携先の施設に受入体制の強化を求
めるとともに、関係機関への周知を図り、保護を必
要とするケースが放置されないよう情報共有を図っ
ていく。

高齢福祉課

・住まいの場として、個々の障害特性に応じた専
門支援を実施した。

Ａ
・施設入所者のニーズ、個々の障害者特性(身体、
知的、精神など)に合わせた支援を実施した。

・施設における専門支援のもと、地域生活への移行
に向けて関係機関の連携を深めていく。

障害福祉課

・生活保護相談等にて情報入手した際は、相談
内容に応じて関係機関と連携して対応を行った。

Ａ
・情報入手の際は、迅速に関係機関と連携して対
応している。

・生活保護相談等にて情報入手した際は、相談内
容に応じて関係機関と連携し、迅速な対応を行う。

保護課

・一時保護後の民間アパートへの入居支援　２
件

Ａ
・一時保護後の生活の場として、アパートへの入居
支援を行った。

・今後も、被害者の意思を確認しつつ、市外、県外
へのアパート入居の支援を行うとともに、現地の福
祉事務所へ繋げる。

男女共同参画課

・生活保護相談等にて情報入手した際は、相談
内容に応じて関係機関と連携して対応を行った。

Ａ
・情報入手の際は、迅速に関係機関と連携して対
応している。

・生活保護相談等にて情報入手した際は、相談内
容に応じて関係機関と連携し、迅速な対応を行う。

保護課

◇ＤＶ被害者の市営住宅への優先入居
◇ひとり親家庭に対する市営住宅定期募集抽選
時の優先抽選

・ＤＶ被害者の住居については、災害住宅を活用
することとし、1件の入居実績があった。
・年３回の定期募集において、合計２世帯の母
子・父子家庭が優先抽選の対象となった。また、
子育て世帯向け住宅を提供し、入居の門戸を広
げた。

Ａ
・定期募集各回において、優先の対象者を確認し、
優先抽選を適切に実施した。

・特にＤＶ被害者の入居について、他部署との連携
をより密にし、適切な住宅供給を図る。

市営住宅課

・毎週ハローワークが発行する求人情報を入手
し、掲示板により全庁に提供するとともに、市
ホームページに掲載。また、各地区市民セン
ター、人権プラザ等市民には、紙媒体で提供。

Ａ

・毎週ハローワークが発行する求人情報を入手し、
掲示板にて迅速に全庁に提供するとともに、市ホー
ムページに掲載した。また、各地区市民センター、
人権プラザ等市民に身近な所属については、紙媒
体での提供を行うなど、適切に施策を推進した。

・ハローワーク発行の求人情報等について、積極的
に入手・提供に取り組む。

商工課

・ケースワーカー・就労支援員を中心に関係機関
と連携して対応を行った。

Ａ

・常設のハローワーク窓口の利用により、ハロー
ワークと密に連携するとともに、マザーズコーナー
四日市等、他機関とも連携し、相談者の状況に応じ
た支援を行った。

・ハローワーク等の関係機関との連携を密にし、相
談者の状況に応じた就労支援を行う。

保護課

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅳ　　個人が尊重され、健康で安心して生活できる社会づくり
重点課題１　　　　自立のための支援

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

担当課

1

生活の場の確保
(再掲　基本目標3－(4)－
①)

次年度に向けての方向

◇ハローワーク、マザーズコーナー四日市等と
連携した求人等の情報提供

就労支援の充実
(再掲　基本目標3－(4)－
②)

2

◇施設入所支援

◇民間アパートへ入居支援

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅳ　　個人が尊重され、健康で安心して生活できる社会づくり
重点課題１　　　　自立のための支援

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

担当課次年度に向けての方向

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

◇ハローワーク、マザーズコーナー四日市、三
重県と連携し、情報提供及び講座の実施
◇働く女性・働きたい女性のための相談事業の
実施

・ハローワーク、三重労働局との共催で「知って
おきたい!!女性のための働き方セミナー」を実施
（参加人数　42人）
・働く女性・働きたい女性のための相談事業　相
談窓口を年間24回開設、相談件数　31件。

Ａ

・ハローワーク、三重労働局との共催でセミナーを
実施し、これから働く女性向けに、社会保険と雇用
保険、扶養の範囲、産休と育休などについての講
義を行った。
・働く女性・働きたい女性のための相談事業につい
ては、キャリアカウンセラーが対応にあたっており、
専門的知見に基づきアドバイス等を行っている。令
和元年度は平成30年度に比べ、相談件数が減少し
た（平成30年度43件）。

・今後もハローワーク、三重労働局と連携していく。
く。
・令和２年度は、開催時間を変更するとともに、広報
チラシ等を作成し、広報強化に努める。

男女共同参画課

◇労働相談機関の情報提供
◇関係機関と連携し、四日市市求職者資格取得
助成金の周知、啓発による資格取得の支援

・求職者資格取得助成金について、平成30年度
から対象資格を拡充し、広報よっかいちに掲載
するとともに、四日市公共職業安定所、マザーズ
コーナー四日市、三重県等の関係機関と連携
し、啓発を実施した。

Ａ

・求職者資格取得助成金について、広報よっかいち
に掲載し、広く市民に啓発を実施した。また、四日
市公共職業安定所、マザーズコーナー四日市、三
重県等の関係機関と連携し、啓発を実施した。

・求職者資格取得助成金について、広報よっかいち
への掲載や、四日市公共職業安定所、マザーズ
コーナー四日市、三重県等の関係機関と連携・啓
発により、資格取得の支援に取り組む。より就職に
繋げるため、助成の対象資格の拡充については引
き続き、関係機関と連携して検討を進める。

商工課

◇母子家庭等自立支援給付金事業、パソコン講
座など就労支援のための講座

・自立支援教育訓練給付金8件、高等職業訓練
促進給付金8件

Ａ

・母子家庭等自立支援給付金事業を実施し、自立
に向けての資格取得を支援した。
・母子・父子福祉センター事業として、パソコン講座
を開催した。

・就労に繋がる資格取得をはじめ、当該事業の対
象世帯に対し、積極的に啓発を行いながら自立生
活の基盤を築く契機として支援を実施していく。

こども家庭課

◇起業のための情報提供（四日市志創業応援
隊の利用促進）
◇四日市市独立開業資金融資等の支援制度の
周知、啓発
◇女性起業家育成支援講座（ウーマン起業塾
よっかいち）の開催

・創業に関する相談窓口を設置し、四日市商工
会議所をはじめとする四日市志創業応援隊の構
成機関と連携を図り、創業のための支援を行っ
た。また、創業のための情報を広報やホーム
ページなどに掲載し、広く周知を図った。
・独立開業資金等の支援制度について、市内の
金融機関等を訪問し、支援制度の周知、啓発を
行った。
・女性起業家育成支援講座を実施した。

A

・チラシの配架や電話相談での案内を行うことで、
創業を考えている人が相談窓口としての商工会議
所等の利用促進につなげた。
・独立開業資金等の支援制度について、市内の金
融機関を訪問し、支援制度の周知、啓発を図れた。
・女性起業家育成支援講座に延べ29名が参加し
た。また、公開プレゼンのほか、フォローアップとし
て企業とのマッチングを行った。

・創業に関する相談窓口を設置し、四日市商工会
議所をはじめとする四日市志創業応援隊の構成機
関と連携を図り、創業のための支援を行う。また、
創業のための情報を広報やホームページなどに掲
載し、広く周知を図る。
・独立開業資金等の支援制度について、情報を市
内の金融機関等を訪問し、支援制度の周知、啓発
を図る。
・女性起業家育成支援講座（ウーマン起業塾よっか
いち）を開催する。

商工課

◇起業セミナーの開催
◇実践の場の提供

・プチ起業入門講座「自分さがしと仲間づくり」を
連続２回講座で開催した。（参加人数　延べ32
人）

Ａ
・Ｍｉｅ女性起業支援室に講師を依頼し、自己診断
ツールやＦａｃｅｂｏｏｋを使った講座を実施した。参加
者の満足度は高かった。

・引き続き起業のための講座を開催するとともに、
チャレンジショップで出店の機会を作り、集客につい
ても促していく。また、必要に応じて商工課の女性
起業家育成講座を紹介する。

男女共同参画課

・ひとり親・寡婦家庭のしおりを2,500部作成し、
配布した。

A
・ひとり親・寡婦家庭のしおりを作成し、関係機関61
か所に配布した。

・支援に関する各種情報を集約し、効果的な制度周
知に努めていく。

こども家庭課

・相談時に情報提供を行い、こども未来部等へ
繋いだ。

Ａ
・ＤＶ被害者の離婚支援とともに、ひとり親への支援
制度について情報提供を行い、こども未来部等へ
繋いだ。

・引き続き、こども未来部と連携のもと支援を行って
いく。

男女共同参画課

3

女性起業家への支援
(再掲　基本目標2－(3)－
⑩)

自立生活に向けた必要な
情報の収集と提供
(再掲　基本目標3－(4)－
④)

就労支援の充実
(再掲　基本目標3－(4)－
②)

◇ひとり親・寡婦家庭のしおりの作成、配布（児
童扶養手当、一人親家庭等医療費助成、母子父
子寡婦福祉資金、母子家庭等自立支援給付金
事業等）

2

4
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅳ　　個人が尊重され、健康で安心して生活できる社会づくり
重点課題１　　　　自立のための支援

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

担当課次年度に向けての方向

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

・相談者の状況に応じた情報提供を行った。 Ａ ・相談者の状況に応じた情報提供を行っている。 ・相談者の状況に応じて、必要な情報提供を行う。 保護課

・介護保険や高齢福祉サービス、相談窓口の案
内をまとめた冊子として「高齢者施策に関するパ
ンフレット」を作成し、窓口相談時や関係者向け
に配布を行った。

Ａ

・来課時における窓口相談のほか、地域における
高齢者の総合相談窓口である在宅介護支援セン
ター、ケアマネージャーなどの介護保険事業者、民
生委員や自治会などの関係者に対し、研修や連絡
会などの機会を通じて広く配布し、普及啓発に努め
た。

・案内冊子をさらに使いやすい内容にするための見
直しを行うとともに、引き続き広く関係者向けに配布
し、普及啓発に努める。

介護保険課

・保険証の更新時に同封するしおりや、ホーム
ページにおいて、健康保険料及び年金保険料の
納付相談や、高額療養費などの保険給付につい
て掲載し案内を行った。

Ａ
・健康保険料や、年金保険料の納付相談や保険給
付の案内をすることで、加入者が必要な情報を適
切に提供できた。

・引き続き納付相談や、高額療養費などの保険給
付についてホームページなどを活用し、わかりやす
く情報を提供していく。

保険年金課

・市営住宅の入居条件や入居手続きについて、
ホームページ等を活用して情報提供を行った。

Ａ
・市営住宅の入居条件や入居手続きについて、
ホームページ等を活用し、広く周知した。

・個々の相談について、他部署と連携しながら自立
生活に向けた必要な情報収集を図る。

市営住宅課

・四日市市奨学会の奨学金制度について、広報
よっかいちで新規奨学生の募集記事を掲載した
ほか、中学校長会において案内し、市内各高校
に募集要項等を送付し制度の周知を図った。

Ａ
・関係機関と連携し、市民への周知方法を工夫する
ことによって、必要とする情報を適切に提供するこ
とができた。

・引き続き、当課が発信できる場において、情報提
供を行っていく。

教育総務課

・自立生活に必要な情報を収集し、提供した。 Ａ
・男女共同参画センターの相談窓口から、三重県や
警察、児童関係の相談先まで一覧にして照会した。

・最新情報への更新を行いつつ、引き続き実施して
いく。

男女共同参画課

5

④相談体制の充実
(再掲　基本目標3－(2)－
②)

◇女性相談員の相談の充実
◇男性向け相談の実施

・女性のための相談件数　3,619件
・夜間電話相談毎週水曜日実施　63件
・男性電話相談10回開催　相談件数　12件

Ａ

・不安を感じている相談者に寄り添い、専門家との
連携のもと、支援を行った。
・令和元年度も引き続き、弁護士、臨床心理士とア
ドバイザー契約を結び、随時に専門家と相談できる
体制を整えた。
・女性のための電話相談、夜間電話相談、男性電
話相談いずれも昨年度より増加（平成30年度3,565
件、31件、10件）した。

・引き続き、専門家との連携のもと、相談者の支援
を行う。
・男性電話相談については、相談件数が増えるよう
周知に努める。

男女共同参画課

・女性のための相談件数　3,619件 Ａ
・不安を感じている相談者に寄り添い、専門家との
連携のもと、支援を行った。

・引き続き、専門家との連携のもと、相談者の支援
を行う。

男女共同参画課

・被害者の状況に即して面談等を行い、心理的
ケアを実施した。　159回

A
・家庭紛争の相談において、相談者に寄り添いなが
ら、必要な支援制度に繋げたり、専門機関との連携
を図った。

・引き続き、面接等を中心とした支援により必要な
ケアマネジメントを図っていく。

こども家庭課

◇臨床心理士相談の実施 ・臨床心理士相談の実施　延べ54件 Ａ
・DVの影響等により心理的ケアを必要とする相談
者に対し、専門家による相談を実施した。

・相談員と臨床心理士との連携のもと、被害者に対
する心理的ケアを実施していく。

男女共同参画課

◇福祉、医療、教育、経済等自立生活に必要な
情報を収集し、ホームページ等を活用し分かりや
すく提供する

4

6

心理的支援の充実
(再掲　基本目標3－(4)－
③)

◇相談員による継続的な支援の実施

自立生活に向けた必要な
情報の収集と提供
(再掲　基本目標3－(4)－
④)
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事業実績 評価 評価の説明

◇胃がん、子宮頸がん等各種健（検）診（成人）
の実施
◇高齢者のインフルエンザワクチン等各種予防
接種（成人）の実施

・胃がん検診：12,287人
・大腸がん検診：19,175人
・乳がん検診（マンモ）：8,947人
・乳がん検診（エコー）：1,023人
・子宮頚がん検診：13,222人
・肺がん検診：15,001人
・高齢者インフルエンザワクチン：43,560人
・高齢者肺炎球菌ワクチン：2,964人

Ａ

・前年度と比較し胃がん、大腸がん、乳がん(マン
モ)、子宮頸がん、肺がん検診の受診者数が増加し
た。
・予防接種について、インフルエンザワクチンの接
種者数が増加した。高齢者肺炎球菌については、
令和元年度から、5年前一度定期接種の対象となっ
た年齢の人が、再度対象となっているため、接種者
数が減少した。

・各種健（検）診、予防接種の実施を継続する。
健康づくり課

◇妊婦一般健康診査、産婦健康診査の実施

・妊婦一般健康診査　延べ　27512件
・産婦健康診査　　延べ　3099件
・新生児聴覚スクリーニング検査費用補助　8件
・定期予防接種（県内）　　延べ61069件
　　　　　　　　　　（県外）　　延べ136件
・任意予防接種（補助金があるもの）
　ロタ（県内）　延べ　4415件・（県外）　延べ　55
件
　おたふく（県内）　2263件・（県外）　1件
・特別な理由による予防接種　延べ　3件
・長期療養等による特別な理由のための予防接
種

Ａ
・妊娠期から産後まで、健診診査を実施し、必要に
応じて関係機関と連携した支援サービスを提供し
た。

・引き続き、相談内容に応じて関係機関と連携しな
がら適切な支援サービスの提供に努める。

こども保健福祉課

2
生活習慣病予防、介護予
防講座の充実

◇各種生活習慣病予防講座、介護予防講座の
実施
◇がん予防、介護予防等をテーマとした出前講
座の実施

・各種健康づくり講座の実施（年2,765回）
・出前講座の実施（年41回）

Ａ

・健康ボランティアと協働し、健康づくり教室を実施
した。
・出前講座では、食生活や運動など、自宅で取り組
める方法を交えながら実施した。

・各種講座を、関係するボランティア等と協働しなが
ら実施する。

健康づくり課

3
健康相談・情報提供の充
実

◇成人健康相談の実施
◇食や運動など健康づくりに関する情報の発
信、提供の実施

・成人健康相談：2,316人
・健康情報の作成および配布（年26回）

A

・健康相談を実施し、個別の状況に応じた相談を
行った。
・年代に応じた健康情報を、各地区市民センターへ
配架するだけでなく、健康づくり関係団体の協力を
得て配布した。

・健康相談を実施（来所相談・電話相談）
・健康情報の内容の充実を図る。

健康づくり課

4
女性医師・女性技師の人
材確保

◇女性医師に加え、女性技師（診療放射線技師
等）の人材確保に努める

・元年度中に女性医師10名（研修医5名を含
む）、女性技師6名（診療放射線技師2名、臨床
検査技師2名、理学療法士1名、視能訓練士1
名）を採用した

A
・女性医師や女性技師を確保した結果、男女共同
参画の職場づくりを進めることができた。

・引き続き女性医師及び、女性技師の人材確保に
努める。

市立四日市病院総
務課

◇性教育の実施（HIV,性感染症予防を含む）
◇教科・特別活動や道徳等で学習指導要領に
基づき、様々な視点で命の大切さに関する指導
や発達段階に応じた適切な性に関する指導の継
続
◇保健所等、関係機関と共同して出前授業の募
集を全中学校へかける

・性教育の実施（HIV,性感染症予防を含む）
・教科・特別活動や道徳等で学習指導要領に基
づき、様々な視点で命の大切さに関する指導や
発達段階に応じた適切な性に関する指導の継続
・性感染症出前講座として、四日市市保健予防
協課と共同して、中学校2校の生徒保護者対象
に行った。

Ａ
・各校において、学習指導要領に基づき、性教育を
実施することができた。また出前講座を2校で実施
することができたため。

・今後も学習指導要領に基づいて指導を行ってい
く。出前講座については、中学校で生徒対象。小学
校では、保護者対象として、呼びかけをしていく。理
由は、小学校においては、インフルエンザ感染症等
の感染症予防の観点が強くなるためである。

指導課

◇関係機関からの性に関する研修会の案内及
び情報提供を各学校へ行う

〈学校教育課〉
全ての小中学校に向けて、アンケート調査を実
施し、セクハラ・パワハラ等の防止についての啓
発を行った。
〈小中学校〉
職員会議、全体研修会などでセクハラ・パワハラ
等の防止に関する研修を実施した。

Ａ

・各校において研修会等を実施し、自己チェック
シートを活用することで、自身の言動を振り返ること
ができた。また、学校独自で資料を作成するなど、
より充実した研修会を実施する学校が増えてきた。

・全体研修会等を通じて、各自が自身の言動や職
場の現状を振り返ることで、セクハラ・パワハラ等に
対する自浄作用職場全体で高めることができるよ
う、引き続き啓発していく。

学校教育課

◇家庭教育講座等保護者向け講座の実施
・家庭教育講座実施数　47回
うち、性の多様性・性教育に関する講座　1回

Ａ
・家庭教育に関する保護者の理解を深めるための
事業の実施を各校・園へ委託し、性の多様性や性
教育に関する講座が1校・園で実施された。

・過去に講座を開催した講師の情報提供を行い、引
き続き家庭教育講座でさまざまな講座を実施するよ
う努める。

こども未来課
（青少年育成室）

◇女性の人権（DV・デートDVを含む）及び性の
多様性に関する家庭教育講座等保護者向け講
座の実施

・保護者学習会の中で、多様な性についての視
点を持って話をした。

Ａ
・直接「性」について考える学習会ではなくても、折
に触れ性のあり方は個々に違っていてよいことを盛
り込みながら話をすることができた。

・性にとらわれず、個人としての多様性を理解する
視点を取り入れながら話をしていく。

人権・同和教育課

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅳ　　個人が尊重され、健康で安心して生活できる社会づくり
重点課題２　　　　生涯を通じた心と体の健康づくり

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

1
各種健（検）診・予防接種

の充実

5
性に関する情報の提供と
性教育の推進

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし
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事業実績 評価 評価の説明

男女共同参画プランよっかいち2015～2020後期事業評価表

基本目標Ⅳ　　個人が尊重され、健康で安心して生活できる社会づくり
重点課題２　　　　生涯を通じた心と体の健康づくり

コード 推進施策 実施事業

令和元年度

次年度に向けての方向 担当課

「進捗状況」についての担当課による評価
Ａ 実施することができた Ｂ 概ね実施することができた
Ｃ 一部しか実施できなかった Ｄ 実施できなかった。 － 評価なし

6
性別に関係なくスポーツに
取り組むことができる環境
の提供

◇男女に関係なく競技力向上から健康増進まで
多様な目的に合わせたスポーツ教室の開催

・エアロビクス、ストレッチ・ヨガなどの各種スポー
ツ教室の開催するにあたり、男女に関係ない参
加募集をする。

―
・各種スポーツ教室では、約4600名の参加があり、
スポーツに取り組む環境の提供という面では、充実
したものとなった。

・引き続き市民のニーズを多く取り入れた、新しいス
ポーツ教室の開催を考えていく。

スポーツ課

◇保健師や助産師による妊産婦訪問指導の実
施
◇妊産婦または乳幼児の保護者を対象とした電
話相談の実施
◇妊婦とその家族に妊娠、育児の模擬体験を交
えた教室「パパママ教室」の開催

・産前産後サポート事業の実施
（産前　551件、産後　136件、計　　687件）
・妊産婦訪問指導　延べ　1434件
・妊産婦電話相談　延べ　1246件
・パパママ教室参加者
（妊婦　226人、家族　214人…うち夫　213人）
・産後ケア訪問事業（　16人　延べ　69件）

Ａ

・平日開催日を含め、父親の参加率はH31年度
94.2%(H30年度93.1%)と高く、すすんで沐浴体験や
妊婦スーツの着用等を体験する姿が見られ、産後
の育児御参加意識向上につながった。
・相談内容に応じて、保健師や助産師が専門的指
導を行った。

引き続き、相談内容に応じた支援を提供する。 こども保健福祉課

◇未成年に対するデートDV予防教育出前講座
の実施

・デートDV予防教育出前講座　９か所で実施（中
学校３校、高校４校、教職員・保護者など２回、
参加人数　延べ　1,949人）

Ｂ

・中学校355人、高校1,522人、教職員や保護者等
72人がデートＤＶやＤＶについて学んだ。高校での
実施回数が昨年度より増加したため、受講者数も
増加した。（平成30年度1,596人）

・中学校、高校に対し積極的に働きかけを行ってい
く。

男女共同参画課

8
妊産婦･乳幼児とその親へ
の保健サービス･相談の充
実

◇妊婦一般健康診査、産婦健康診査、乳幼児健
康診査の実施
◇育児相談、育児学級の実施
◇妊産婦、乳幼児訪問指導の実施
◇妊産婦または乳幼児の保護者を対象とした電
話相談の実施
◇産後ケア訪問事業の実施
◇子育て世代包括支援センター相談窓口「すく
すくルーム」での妊産婦および乳幼児育児相談
の実施

・妊婦一般健康診査　延べ　27512件
・産婦健康診査　　延べ　3099件
・乳児一般健康診査　　　4535件
・1歳6か月児健康診査　　2333人（　95.7%）
・3歳児健診診査　　2409人（　94.7%）
・電話相談　延べ12198件
・育児相談、来所相談　　延べ　1402件

Ａ
・妊娠期から産後、乳幼児期まで、健康診査および
訪問指導や相談等を実施し、必要に応じて医療機
関と連携した支援サービスを提供した。

・引き続き、相談内容に応じて関係機関と連携しな
がら適切な支援サービスの提供に努める。

こども保健福祉課

9
子どもの生活リズム向上の
ための取組の推進

◇推進委員会における幼稚園・保育園・こども
園・小中学校のモデル校園での実践活動の実施
◇講演会等による保護者への啓発

・市内公私立幼稚園、保育園、小・中学校の推
進委員会における取組を行った。実施：６校園
・生活リズムに関する講演会を行い、保護者に
生活リズムの大切さを啓発した。
参加人数　約160人

Ａ

・それぞれの学校園の特色を生かし、生活リズム向
上の事業を実施した。また、大学教授を講師として
招へいし、生活リズムを整えることの大切さについ
て啓発する講演会を実施した。

・引き続き同様の事業を進めていくが、講演会は参
加者が少ないため、周知方法などを見直し、参加
者を増やしていくよう努める。

こども未来課
(青少年育成室）

10
企業等への妊娠出産に関
する健康管理について啓
発

◇妊婦健康相談の実施（母性健康管理指導事
項連絡カードの使用について啓発）

妊娠届出時に就労中の妊婦に対して、母子健康
手帳によって、母性健康管理指導事項連絡カー
ドについての周知を行った。

Ａ
・妊娠届出書によって、妊婦の就労状況、就労や産
後の育児等への不安を把握して、妊娠中から電話
等による相談支援を実施した。

・引き続き、妊娠届出時に啓発を7実施し、妊婦の
相談に応じながら、必要な支援を提供する。

こども保健福祉課

11

専門家による相談の充実
(再掲　基本目標3－(2)－
③)

◇精神科医師等による精神保健相談の実施
・精神科医師の相談　延67件
・精神保健福祉士の相談　延267件

Ａ
・相談事業をきめ細かく周知した結果、相談件数は
増加した

・引き続き、相談事業の周知を図る 保健予防課

12
ライフステージに応じた情
報提供

◇更年期などライフステージに応じたテーマの講
座の実施や情報提供

・はもりあフェスタにおいて、市民団体とともに、
ワークショップ「頭と体を同時に動かそう！（コグ
ニサイズ）」を開催した。（参加人数　22人）

Ａ

・コグニサイズや認知症の主な症状についてなどを
学習した後、スクエアステップの体験を実施した。参
加者からは、「脳と体がすっきりした。」と好評であっ
た。

・今後も、更年期講座をはじめ、思春期、妊娠・出産
期、更年期、高齢期などライフステージに応じた情
報の提供を行っていく。

男女共同参画課

7
妊娠・出産・避妊に関する
女性の権利と男性の責任
についての啓発
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２．審議会による評価 
 
（１）総括評価 

  「男女共同参画プランよっかいち 2015～2020 後期平成 30(2018)年度～平成 32(2020)年

度」に基づき、施策の総合的かつ効果的な推進や課題把握のために男女共同参画推進庁内調

整会議及び幹事会を開催し、各部署がさまざまな施策を実施し、全庁的に進めてきたことは

評価できる。 

  しかし、現プランは、各部署において、施策が実施できたか否かという評価方法となって

おり、評価基準も曖昧である。そのため、現在策定中の次期プランにおいては、「どのような

成果を得られたか」「どう変化したか」「今後は何を行うのか」などの視点を持った評価方法

が望まれる。 

  また、新型コロナウイルス感染症の影響により、男女平等教育出前講義等の依頼を控える

可能性があることから、その代替手段についても検討していただきたい。 

 

（２）重点課題ごとの取り組みに対する評価 

Ⅰ．男女共同参画社会実現のための意識づくり 

 重点課題１「市民意識の広がり」 

 ① 男女共同参画センターが実施している「さんかくカレッジ」のうち、子ども向け講座に 

おいて、有効な回答が得られにくいとの理由から、アンケートを行わず、目標指標の男女 

共同参画を理解した人の割合に含まれていないとのことであるが、参加者に質問内容や目 

的等を十分に説明した上で、アンケートを実施し、統計資料に含む必要がある。 

 

 重点課題２「次代を担う子どもへの学校等における教育」 

 ① 男女平等教育出前講座について、実施されていない中学校を訪問し、周知を図ったこと 

は評価できる。また、校長会での依頼や過去の実績などが奏功し、一定の講座回数を確保

しているが、今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、出前講座の開催が少な

くなることが予想される。男女共同参画課で実施する出前講座だけでなく、教育委員会が

実施する女性の人権に関わる学習などと合わせて、全体をカバーすることが望まれる。 

②  高校へ出向き、意識調査を実施したことは非常に評価できる。新型コロナウイルス感染 

症対策を講じた上で、今後も現場へ出向き、普及・啓発に努めることが重要である。 

 

Ⅱ．家庭、職場、地域等社会のあらゆる場における男女共同参画の推進 

 重点課題１「女性の政策・方針決定過程への参画」 

 ① 審議会等への女性委員の登用に向け、男女共同参画人材リストを備えているが、審議会 

等の委員には、高い専門性が必要であり、また、リストだけでは、人物像までは把握でき

ないことから、女性委員登用に結びつけることは難しい面もある。しかしながら、閲覧す

ら少ないという現状があることから、まずは、閲覧をしてもらえるよう各課への周知や呼

びかけが必要である。 
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 重点課題２「男性の家事・育児・介護等への参画」 

 ① 市職員における男性の育児休業取得人数を目標指標に掲げているが、実人数よりもパー 

センテージ表記の方が進捗度合いを認識しやすいと考える。また、集計上の課題があるこ 

とは理解するものの、国においては、男性の育休義務化が検討されており、市職員におけ 

る男性の育児休業の取得者数に加え、取得割合の把握に努めるとともに、市役所での取り 

組みを民間企業へ波及できるよう期待する。 

 

重点課題３「ワーク・ライフ・バランスの促進」 

① 働き方改革に関する企業内研修を実施する市内企業への講師派遣事業について、大変有

意義であると考えるが、より良いものとするため、講師派遣を行った企業に対し、研修

の結果、どのような職場改善につながったかなど、具体的な成果を聞き取り、それを他

の企業に広げていけるような仕組みが重要である。 

 

Ⅲ．配偶者等からの暴力を許さない社会づくり  

重点課題１「ＤＶを許さない意識づくり」 

 ① デートＤＶ予防教育出前講座において、高校での実施回数が増加している中で、その背 

景の把握を行うとともに、ＳＮＳの普及に伴い、デートＤＶの形態にも変化があると考え

られるため、最新の動向にも注視しながら、改めて、デートＤＶという言葉や概念につい

て周知・啓発が求められる。 

   ② 出前講座の受講人数を目標指標とし、評価を行っているが、コロナ禍において、出前講 

座の開催回数の増加は見込めないことから、啓発パンフレットの配架などにより補完す

ることが望まれる。 

 

重点課題３「被害者等の保護充実と加害者対策」 

 ① 目標指標を四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネットワーク会議の開催

数としており、毎年同じ回数となっているが、評価内容において、各会議体の開催数だ

けではなく、「どのような対策をとったか」、「どのような成果があったか」など具体的な

取り組みを記載するなどの工夫が必要と考える。 

 

Ⅳ．個人が尊重され、健康で安心して生活できる社会づくり 

 重点課題１「自立のための支援」 

 ① 起業支援講座の受講者数を目標指標としており、近年減少傾向にある。事業の精査を行

うとともに、目標指標とすることの適否についても改めて検討が求められる。 

 



３．【参考とする指標】

基準値 実績値 実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

H25年度
実績

H26年度
実績

H27年度
実績

H28年度
実績

H29年度
実績

H30年度
実績

R1年度
実績

男女の地位が平等
と感じている人の
割合【※1】(％)

16.0 － － － 13.2 － 13.3%
（基準値）
H25年8月調査

「男は仕事、女は
家事･育児」と
いった固定的な役
割分担意識に否定
的な市民の割合
【※1】(％)

66.8 － － － 71.6 － 62.5%
（基準値）
H25年8月調査

男女共同参画セン
ター利用者数(人)

12,203 13,929 10,018 11,401 10,844 10,679 11,970

女性人材リスト登
録者数(人)

124 128 146 155 146 153 159 （基準値）
Ｈ26.4.1現在

女性の市議会議員
の割合(％)

5.6 5.6 5.9 5.9 6.1 6.1 17.6 （基準値）
Ｈ26.4.1現在

家族経営協定の締
結数(件)

24 26 30 31 33 35 36

民間企業の課長相
当職以上に占める
女性の割合(％)

7.9 7.3 6.6 7.9 7.0 5.4 6.3
 四日市市雇用
実態調査より

男女共同参画セン
ターにおける相談
件数（上記の内、
暴力に係る相談件
数）(件)

3,594
(2,278)

3,485
(2,086)

3,355
(2,157)

3,752
(2,233)

2,801
(1,453)

3,565
(1,998)

3,619
(2,319)

一時保護を行った
件数(件)と人数
(人)

１０件
３０人

１０件
２１人

１１件
２６人

１３件
２９人

７件
１７人

６件
１５人

１０件
１９人

ＤＶ防止法による
保護命令の発令件
数(件)

3 5 1 1 1 1 0

ひとり親家庭等医
療費助成受給者数
(人)

6,193 6,088 5,994 5,902 5,622 4,926 4,905

児童扶養手当受給
者数(人)

2,706 2,546 2,420 2,337 2,256 2,185 2,204

男性向け相談件数
(件)

22 6 13 11 26 10 12

臨床心理士相談の
件数(件)

47 47 43 48 46 42 54

4

基本
目標

項　　目 備　考

1

2

3

【※1】の意識調査にかかる数値については、おおむね５年に１回調査を行う。
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